
（平成２１年８月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 55 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 42 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 95 件

国民年金関係 31 件

厚生年金関係 64 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 3134 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人は、申立期間のうち、昭和 39年８月及び同年９月、46年１月から同

年３月までの期間及び 47 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 19年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 39年８年及び同年９月 

             ② 昭和 46年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 47年１月から同年３月まで 

             ④ 平成 12年２月及び同年３月 

昭和 39 年８月ごろに父が、私の国民年金加入手続をしてくれ、父が、私

の国民年金保険料を、当時、家に来ていた集金人に結婚するまでの間、納付

してくれていた（申立期間①、②及び③）。 

また、平成 12 年に夫が勤務先を退職したことに伴い、申立期間④の保険

料を私が、同年３月に市役所又は金融機関で納付した。 

私が結婚する際、父から、保険料をちゃんと納付しておいたと言われて手

帳をもらい、自分が保険料を納付しているときはすべて納付していたのにも

かかわらず、納付記録をみると申立期間①、②、③及び④の保険料が未納と

記録されており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 39 年５月ごろにＡ市Ｂ区で払い出

されたことが確認でき、申立人の国民年金加入期間について申立期間①、②及

び③の合計８か月を除き未納は無く、申立人の国民年金加入手続及び結婚まで

の国民年金保険料を納付してくれたとする申立人の父の国民年金に対する意

識が高かったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間①直後の昭和 39 年 10 月から同年 12 月までの保

険料を同年 12月 25日に納付していることが申立人の国民年金手帳の検認印か



ら確認できるところ、当時、申立期間①は現年度保険料であり、既に国民年金

に加入し、20歳に到達している申立人に未納保険料があれば集金人は未納分の

納付勧奨も行うものと考えられ、納付意識の高い申立人の父は、申立期間①の

保険料についても納付したと考えるのが自然である。 

また、申立期間②及び③について、申立人の所持している国民年金手帳の検

認記録をみると、申立人に係る申立期間の前後の期間はいずれも現年度納付し

ていることが確認でき、この期間だけ保険料を納付しなかったと考えるのは不

自然である。 

さらに、申立期間②直後の昭和46年４月から同年６月までの期間について、

社会保険庁の記録では当初未納とされていたが、申立人の所持する国民年金手

帳に同期間の検認印があり、平成 20年９月 24日付けで同期間は納付済みと訂

正されている上、転居が無く翌年度の保険料納付がされているにもかかわらず、

申立人の国民年金手帳の昭和 39年度、46年度及び 47年度の国民年金印紙検認

台紙が切り取られていないなど、行政機関の事務的処理に不自然さがみられる。 

一方、申立期間④について、申立人は、当時、夫が定年退職したため国民年

金の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続をＣ市役所で行い、

申立期間④の保険料をその場で納付したと申し立てている。 

しかし、社会保険庁の記録をみると、申立人に係る第３号被保険者から第１

号被保険者への種別変更の日について、当初、平成 12 年４月１日に行われた

ことが記録されていたが、その後、16年９月付けで、12年２月 22日に訂正さ

れ、この訂正に伴い、申立期間④が第１号被保険者の未納期間と記録されたこ

とが確認できる。この訂正の時点において、申立期間④の保険料は、制度上、

時効により納付できない。 

また、申立人に係る国民年金記録は、記録が訂正された平成 16 年９月まで

の間、申立期間④の期間は第３号被保険者として記録されており、行政から納

付書等が発行されたとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 39年８月及び同年９月、46年１月から同年３月までの期間及び 47年１月か

ら同年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3135 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年４月から同年９月までの期間及び49年１月から同年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 49年１月から同年３月まで 

私の国民年金については、昭和 44年ごろ、私の父が加入手続をしてくれ、

その後 49 年ごろまでの保険料は父が納めてくれていた。父が亡くなってい

るので詳しいことは分からないが、申立期間の保険料は市役所から送られて

きた納付書で金融機関に納めていたはずであり、この期間だけ未納とされて

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年ごろに父親が国民年金の加入手続を行い、その後 49

年ごろまでの国民年金保険料も父が納付していたと申し立てている。 

   そこで、申立人の納付記録をみると、社会保険庁の記録から、昭和 44年 10

月に国民年金手帳記号番号が払い出された後、45 年４月から申立期間①へと

続く 48年３月までの保険料をＡ市Ｂ区で、申立期間①と②の間の同年 10月か

ら同年 12月までの期間及び申立期間②以降の 49年４月から同年 12月までの

期間の保険料をＣ市で納付していることが確認できる。 

   また、申立期間当時、申立人と同居していた申立人の母親の納付記録をみる

と、社会保険庁の記録から、制度の発足した昭和 36年４月から 56年４月まで

の保険料を未納無く納付していることが確認でき、申立人の父親の納付意識の

高さがうかがえる。なお、申立人の父親自身は共済年金加入者であり、国民年

金には加入していない。 

さらに、申立人が所持する昭和 48 年 10 月から同年 12 月までの期間の保険

料領収書はその形状から、同年４月に発行の４枚複写で作成された納入通知書



の一部であることが確認できることから、同納入通知書で第３四半期の保険料

のみが納付され、申立期間①及び②の保険料が納付されなかったとみるのは不

自然である。 

加えて、Ｃ市の被保険者名簿では納付済みの記録となっている昭和 49 年 10

月の申立人の保険料が、特殊台帳及びＤ市の被保険者名簿では未納となってお

り、Ｃ市から管轄社会保険事務所及びＤ市への申立人の保険料の納付記録の引

継ぎに事務的過誤が生じていたことが確認できる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年４月から 50年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 50年６月まで 

    申立期間の保険料については、妻が夫婦二人分の保険料を一緒に納付して

いた。保険料は、妻は１か月が 900円で３か月ごとに集金人に納付していた

と言っている。 

夫婦二人分を一緒に納付していた妻の保険料が納付済みであるのに、私の

分が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料については、申立人の妻が夫婦二人分の保険料

を一緒に納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の妻の納付記録をみると、昭和 46 年４月の資格取得後、61

年３月までの保険料をすべて納付していることが確認でき、申立人の妻の納付

意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間前後は納付済みであるとともに、夫婦所持の年金手帳から、

納付日が確認できる昭和46年７月から49年３月までの期間及び社会保険庁の

記録から納付日が確認できる 60年４月から 61年３月までの期間は、夫婦同一

日の納付が確認でき、納付意識の高い申立人の妻が申立期間の保険料も夫婦二

人分を一緒に納付していたと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間について夫婦二人分を一緒に納付していたとする申立人の

妻の納付記録をみると、社会保険庁の記録は当初未納とされていたが、Ａ市の

申立人の妻の国民年金被保険者名簿では申立期間の保険料は納付済みであっ

たことから、平成 20 年に納付済みと訂正されており、社会保険庁の記録管理

に事務的過誤があったことが確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年５月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年５月から 43年３月まで 

私は、昭和 42年５月に会社を辞めた後、妻と一緒に国民年金に加入し、

妻が常時夫婦二人分の保険料を同月から納付してきたにもかかわらず、申立

期間について、妻は納付済みなのに私の分だけ未納とされているのは納得で

きない。また、一度も夫婦別々に納付したことはない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年５月から妻と一緒に夫婦二人分の国民年金に加入し、

同時に夫婦二人分の保険料を妻が納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人の保険料を納付していたとする妻の納付記録をみると、申立

期間を含む国民年金加入期間 391 か月の保険料を完納していることが社会保

険庁の電算記録から確認でき、納付意識の高さが認められる。 

また、申立人の納付記録をみると、平成 12年９月までの合計 361か月にわ

たる加入期間において、11 か月という比較的短い申立期間以外に未納は無い

ことが同様に確認できる。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、夫婦連番で昭

和42年12月１日に払出しを受けていることが同手帳記号番号払出簿から確認

できるとともに、夫婦が所持する国民年金手帳において、検認印が認められる

43年４月から 49年７月までの納付日はすべて同一日であることが検認印から

確認でき、一度も夫婦別々に納付したことはないとの申立人の陳述と符合す

る。 

加えて、申立人の妻の国民年金手帳を見ると、申立期間である昭和 42 年５

月から 43 年３月までの期間は、申立人同様検認印が押されていないことが確



認できるが、同手帳には同年 12月 20日付けで同期間の保険料納付を示す領収

書の貼付
ちょうふ

が認められ、この期間の保険料を過年度納付したことが確認できる。

この点について、当初は夫婦共に未納であった申立期間に対し、翌年度におい

て夫婦共に納付催告がなされたはずであり、加入期間における夫婦二人分の納

付状況を踏まえると、妻のみが納付して申立人は納付しなかったとは考え難

く、申立人についても妻と同様に過年度納付していたと考えるのが相当であ

る。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3138 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年８月から 43 年３月までの期間及び

44年８月から 45年３月までの期間の国民年金保険料については、免除されて

いたものと認められ、46 年３月から 49 年 12 月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年８月から 43年３月まで 

② 昭和 44年８月から 45年３月まで 

③ 昭和 45年４月から 49年 12月まで 

    昭和 53 年ごろ、長男の嫁が区役所で説明を受け、私の過去の未納期間で

あった申立期間③の保険料として、20万円を超える金額を納付してくれた。

区役所の職員に計算してもらった当時のメモも残っているのに、納付済みと

されていないのは納得できない。 

    また、そのメモによると、申立期間①及び②が免除期間となっているのに、

未加入期間とされているのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、申立人は、昭和 53 年ごろに申立人の長男の妻が、20

万円を超える金額の保険料を納付してくれたと申し立てているところ、当時

は、第３回目の特例納付実施期間中である上、申立人の特殊台帳を見ると、申

立人は、記録上、強制加入として管理されていたことから、申立期間③の保険

料を納付することが可能であったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間③直後の昭和 50年１月から 52年３月までの保険

料を過年度納付していることが申立人の特殊台帳により確認できるが、当該期

間の過年度納付を含めて 60 歳期間満了まで保険料を納付しても、申立人の年

金受給資格期間である 19年(228か月)に 52か月不足している一方、それ以降

60 歳まで保険料をすべて納付済みであることから、申立人がこの状況のまま



無年金者であった場合、区役所が申立人に納付書を継続して送付し、納付を促

してきたとは考え難い。 

さらに、長男の妻が区役所職員の説明に基づき記載したとするメモを見る

と、昭和 53 年４月当時の申立人の納付月数のほか免除期間が記載されている

が、そのうち、特殊台帳では未納期間とされている 43 年４月から同年９月ま

での６か月についても免除期間として記載されていることから、年金受給資格

期間に不足する月数を、実際より６か月少ない 46 か月とみて計算されていた

ものと推測される。この不足する６か月の保険料については、後に、申立人が

高齢任意加入により納付していることを踏まえると、申立人の未納保険料を納

付したとする長男の妻は、当時、区役所職員の計算に従って、申立期間③のう

ち、46年３月から 49年 12月までの 46か月の保険料を特例納付したものとみ

るのが自然である。 

加えて、それまでにまとめ払いしたとみられる過年度納付及び現年度納付の

保険料額に、当該特例納付を行った場合の納付金額を合算すると、長男の妻が

納付したとする金額におおむね一致するほか、長男の妻は、当該保険料の原資

となったとする自身の退職金の明細書等を所持し、納付をめぐる当時の状況に

ついて具体的に陳述しており、その内容に不自然な点は認められない。 

次に、申立期間①及び②について、申立人の特殊台帳を見ると、昭和 40 年

４月から 43年３月までの期間及び 44年４月から 45年３月までの期間が免除

期間となっていたことが確認されるところ、申立人の妻は、そのうちの申立期

間①及び②において厚生年金保険に加入しており、申立人は、制度上、当該期

間について強制加入とならない者であったことから、申立人が高齢任意加入し

た 63 年７月に、その被保険者資格を取り消され、申立人の年金記録について

は、免除から未加入へと記録が修正されている。しかしながら、申立人の免除

に基づく年金給付に対する期待と信頼は、約 20 年の長期間にわたり醸成され

てきていたものであり、申立期間①及び②について、保険料の免除を行うこと

が制度的に可能な強制加入期間で無くなったことを理由として、免除の取消し

を行うことは信義衡平の原則に反するものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 42年８月から 43年３月までの期間及び 44年８月から 45年３月までの期間

の国民年金保険料を免除されていたものと認められ、昭和 46 年３月から 49

年 12月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3139 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48年４月から同年９月までの期間及び 50

年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年１月から 48年９月まで 

             ② 昭和 50年１月から同年３月まで 

    私は、16歳から 38歳まで住み込みで勤務し、20歳になった時から、雇主

が毎月給料から天引きして私の国民年金保険料を納付してくれていた。当時

の金額は覚えていないが、給料袋に年金保険料を控除した手書きの明細があ

ったこと及び集金人が事務所に保険料を集金に来ていたことはよく覚えて

いる。 

また、当時、同僚の従業員も私と同様に給料から天引きされて保険料を納

付していたように思う。 

上記期間がそれぞれ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、20 歳になった時から、雇主が毎月給料か

ら天引きして国民年金保険料を納付してくれていたとし、集金人が事務所に保

険料を集金に来ていたことをよく覚えていると申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 48 年８

月に払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認でき、この時点に

おいて、申立期間①のうち、同年３月以前の保険料は、過年度保険料となり、

基本的に、現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付することができなかっ

たものと考えられる。 

一方、申立人は、当時の同僚も申立人と同様に給料から天引きされて保険料

を納付していたように思うとしていることから、当時の同僚であったとする者

の納付記録等をみると、昭和 39年７月に国民年金手帳記号番号が払い出され、



その時点において、集金人に納付が可能であった同年４月にさかのぼって保険

料を納付していることが認められる上、従業員の保険料を納付していたとする

雇主及びその妻は、36 年６月に夫婦連番で国民年金手帳記号番号が払い出さ

れ、同年４月から保険料を現年度納付するとともに、それぞれ 60 歳期間満了

まで完納している。これら雇主の納付行動等を踏まえると、申立人についても、

申立期間①のうち、申立人の手帳記号番号が払い出された 48 年８月時点にお

いて、集金人に納付が可能であった同年４月から同年９月までの保険料を現年

度納付していたものとみても不自然ではない。 

申立期間②について、申立人の納付記録をみると、申立人が退職し、雇主か

ら国民年金手帳を受け取ったとする平成２年９月までの国民年金被保険者期

間は、申立期間①及び②を除き、保険料をすべて納付している上、申立期間②

は３か月と短期間であり、一緒に夫婦二人分の保険料を納付していたとみられ

る雇主夫婦及び同僚の当該期間は納付済みであることなどを考え併せると、雇

主が申立期間②の保険料のみを納付しない理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和48年４月から同年９月までの期間及び50年１月から同年３月までの期間の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

② 昭和 59年１月から同年３月まで 

私は、昭和 36 年に母と相談して夫と共に国民年金に加入したことをよく

覚えている。当時は、幼い子供を育てながら夫の仕事を手伝っていたため、

夫婦二人分の保険料は、近所に住んでいた母に依頼して納付してもらってい

た。申立期間①が未納とされているのでよく調べてほしい。 

その後、子供が幼稚園に通うようになった昭和 38 年４月以降は、私が中

年の女性集金人に夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきたのに、申立期間

②について、夫が納付済みで私だけ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、申立人夫婦の国民年金保険料を申立人の母

親に依頼して納付してもらっていたと申し立てていることから、夫婦共に納付

に直接関与しておらず、夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人の母

親も既に亡くなっているため、当時の具体的な納付状況は不明である。 

また、申立人は、申立人の母親が自身の保険料については、わずかな期間し

か納付できないので納付を止めたと言っていたと陳述しており、母親の納付記

録をみても、申立期間①を含む被保険者期間すべてにおいて未納である上、一

緒に夫婦二人分の保険料を納付してもらっていたとする申立人の夫も申立期

間①は未納となっている。 

さらに、申立期間①は２年であり、この間、申立人夫婦の納付記録が同時に、

かつ、連続して欠落するとは考え難い。 

加えて、申立人は、当時の国民年金手帳は、昭和 50年又は 51年ごろに起き



た災害の際に紛失したとしているほか、申立人の母親が申立期間①の保険料を

納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、申立期

間①の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかっ

た。 

一方、申立期間②について、申立人は、子供が幼稚園に通うようになった昭

和 38 年４月以降は、申立人が夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきたと申

し立てているところ、申立人の所持する夫婦の国民年金手帳の昭和 41 年度か

ら 47 年度までの検認印を見ると、すべて同一日であることから、基本的に、

夫婦一緒に夫婦二人分を納付していたものと認められ、夫婦二人分を一緒に納

付していたとする申立人の夫は、申立期間②は納付済みである。 

また、申立期間②は３か月と短期間であり、申立人は、その前後を通じて住

所変更及び生活状況等に特段の変化は無かったと陳述している上、申立期間②

を除き、夫婦共に昭和 38年４月からそれぞれ 60歳期間満了まで保険料を完納

していることなどを踏まえると、申立人が、申立期間②について、申立人の夫

の保険料のみを納付し、申立人の保険料を納付しない理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 59 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



大阪国民年金 事案 3141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの期間、44年１月から 45年３月

までの期間、同年７月から 46年３月までの期間及び 49年４月から同年６月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

             ② 昭和 44年１月から 45年３月まで 

             ③ 昭和 45年７月から 46年３月まで 

             ④ 昭和 49年４月から同年６月まで    

    私の国民年金保険料については、昭和 52年 11月までは、母が納付し、結

婚後は、家計一切を含めて妻が納付するようになった。 

妻が何かの手続で区役所へ行った際、私に未納期間が多数あることを知ら

され、その後、昭和 53年７月に子を出生してしばらくしたころに、区役所

で過去の未納保険料として 20万円ぐらいをまとめて納付したことを覚えて

いる。 

妻は、納付当時の状況について、区役所の年金窓口で書類に記入し、職員

から何かの書類を渡された後、階段を上がって会議室のようなところへ行

き、濃紺の事務服を着た男性職員に現金を納付したことを覚えている。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が、申立期間①から④までの保険料をまとめて納付したとする時

期は、附則第４条による特例納付が実施されていた時期であり、納付したとす

る金額も申立期間①から④までの保険料を納付した場合の金額とおおむね一

致している。 

また、申立人の妻は、当該保険料を納付したとする区役所における当時の状

況等を詳細かつ明瞭に陳述しているところ、当時、社会保険事務所の職員が区



役所に出向き、特例納付を含む過年度保険料を直接受領する取扱いも行われて

いたとする区役所職員の証言があることなどを踏まえると、その陳述内容に特

段不合理な点は認められない。 

さらに、申立人は、申立期間①から④までを除き、60 歳期間満了まで保険

料を完納し、結婚後、夫婦二人分の保険料を納付してきたとする申立人の妻も、

厚生年金保険の資格を喪失した昭和 51 年 11 月以降、60 歳期間満了まで保険

料を完納している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3142 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名   ： 男 

        基礎年金番号   ：     

        生 年 月 日         ： 昭和 10年生 

        住    所   ：     

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間         ： 昭和 50年１月から同年３月まで 

        国民年金制度発足当時に、母が、私と弟の分を一緒に加入手続してくれ、

保険料も納付してくれていたと思う。私及び弟が結婚をして実家を出て行っ

てからも、私たち夫婦二人分の保険料は母が納付してくれていたと思う。 

      申立期間の保険料について、母の分は納付済みとなっているのに、自分の

分が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金保険料納付記録をみると、申立期間を除く期間の保険料は

すべて納付済みとなっており、納付を担っていた申立人の母の納付意識の高さ

がうかがわれる。  

また、申立期間は３か月と短期間である上、国民年金保険料納付を担ってい

た申立人の母の保険料は、申立期間を含め納付済みとなっている。 

 さらに、申立期間前後の期間の国民年金保険料は現年度納付していること

が確認できる上、申立期間の前後を通じて申立人の仕事及び住所などの生活環

境に大きな変化は認められない。 

加えて、特殊台帳を見ると、申立期間について、「51 催」との記録が確認

でき、納付意識の高かった申立人の母が、納付催告を受けながら未納のまま放

置したとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3143                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年８月から 37年３月までの期間、39年４月から 40年３月

までの期間及び同年４月から 41 年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名  ： 女 

基礎年金番号   ：  

生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

住 所  ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間    :  ① 昭和 36年８月から 37年３月まで 

           ② 昭和 39年４月から 40年３月まで 

           ③ 昭和 40年４月から 41年３月まで 

私は、国民年金の制度が始まった時に、兄と一緒に加入し、結婚後は夫と

一緒に夫婦二人分の保険料を納付し続けてきた。 

申立期間①の期間は、兄と一緒に実家の店を手伝っており、母が兄の分と

ともに私の保険料を集金人に納付し続けてくれていた。 

申立期間②の期間は、夫が区役所に出向き、夫婦二人分の過去の未納保険

料の納付書を作成してもらうように手続をして、その後、送付されてきた複

数の納付書で、昭和 45年４月８日にＡ郵便局において一括納付した。 

  申立期間③の期間は、国民年金に加入した夫と一緒に、夫婦二人分の保険

料を納付し、国民年金手帳に印紙を貼
は

り、集金人に判を押してもらって納付

した。 

  申立期間に係る保険料を納付したことは間違いないので、未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、兄と一緒に国民年金に加入し、母が兄の

分と一緒に自身の国民年金保険料を集金人に納付したと申し立てているとこ

ろ、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号

は、兄と連番で昭和 36 年６月 29 日に払い出されており、申立期間の保険料

を現年度納付することは可能である。 



また、申立人の国民年金保険料納付記録をみると、申立期間直前の昭和 36

年４月から同年７月及び申立期間直後の 37 年４月から厚生年金保険被保険者

資格を取得する前月の 38年２月までの保険料は現年度納付されている。 

さらに、申立人の兄の国民年金保険料納付記録をみると、昭和 36 年４月か

ら 63 年２月までの保険料は申立期間を含み完納されており、また、母の納付

記録をみると、48 年 10 月１日に再開５年年金に加入し 60 か月を完納してい

るなど、納付を担っていた母の納付意識の高さがうかがえる。 

これらのことから、納付意識の高かった母が、申立期間①の国民年金保険料

について、兄の分のみを納付し、同居していた申立人の分を未納のまま放置し

ていたとは考え難い。 

次に、申立期間②について、申立人は、夫が区役所で夫婦二人分の過去の未

納保険料の納付書を作成してもらい、昭和 45 年４月８日に郵便局で一括して

納付したと申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、夫の国民年金手帳記号番号

は、結婚後の昭和40年９月24日に払い出されていることが確認できるところ、

この手帳記号番号払出時点において、夫は 33歳であり 60歳到達まで保険料を

完納することで 25 年の年金受給資格期間を確保できたことから、それまでの

未納保険料について過年度納付する必要はなかったにもかかわらず、36 年４

月から 40 年３月までの保険料を過年度納付しており、納付意識の高さがうか

がえる。 

また、夫が保有する上記の過年度保険料の領収証書をみると、本来、制度上

は納付できない期間である昭和36年４月から40年３月までの４年間の過年度

保険料についての納付書が発行され、45 年４月８日付けで当該４年間の保険

料が納付されており、納付書の発行及び保険料収納に事務的過誤が認められ

る。 

これらのことから、申立人の申立期間②の国民年金保険料についても、夫 

と同様に、過年度保険料の納付書が発行されていた可能性が高く、申立期間②

の保険料納付を担っていた納付意識の高い夫が、申立期間②の保険料を未納の

まま放置していたとは考え難い。 

次に、申立期間③について、申立人は、夫が国民年金に加入して以降、当該

期間を含め常に夫婦一緒に夫婦二人分の国民年金保険料を納付しており、年金

手帳に印紙を貼
は

り、集金人に判を押してもらっていたと具体的に陳述している

ところ、上記のとおり、夫の国民年金手帳記号番号は昭和 40年９月 24日に払

い出されており、夫の納付記録をみると、申立期間③については納付済みとな

っている。 

また、確認できる夫婦二人分の国民年金保険料納付状況はおおむね一致して

おり、申立期間③直後の昭和 41年４月から夫婦それぞれ 60歳に至るまで、50

年 10月から同年 12月までの３か月を除いて保険料は完納されており、申立人



及び夫の納付意識の高さがうかがえる。 

これらのことから、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していた納付

意識の高い申立人及び夫が、申立期間③について、自宅を訪れた集金人に対し

て、夫の保険料のみを納付し、申立人の保険料を未納のまま放置していたとは

考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大阪国民年金 事案 3170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年１月から 49年９月まで 

   ② 昭和 52年１月から同年３月まで 

    父が私の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたので、詳しい

ことは分からないが、両親が保険料を完納しているのに、私の申立期間①の

保険料が未納とされ、また、申立期間②は、妻も納付済みであるのに私だけ

未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の父親が申立人に係る国民年金の加入手続及び保険料の納

付を行っていたので、詳しい内容は分からないとし、これらを行っていたとす

る父親及び母親も既に亡くなっていることから、当時の具体的な加入状況及び

納付状況は不明である。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、申立人の弟と

連番で、昭和 49年９月 17日に払い出されていることが手帳記号番号払出簿に

より確認できることから、申立人及びその弟に係る国民年金の加入手続は、こ

のころ一緒に行われたものと推定される上、43 年１月６日及び 45 年２月 24

日にさかのぼって国民年金の資格を取得している。 

したがって、申立期間①のうち、昭和 42年 12月以前の期間については、国

民年金の無資格期間であり、国民年金に加入することができないものと考えら

れ、加入手続が行われたとみられる 49 年９月時点において、申立期間①のう

ち、43年１月から 47年６月までの保険料は、時効により納付することができ

なかったものと考えられる。 

また、国民年金に加入以降、申立人の父親に申立人と一緒に保険料を納付さ



れていたとみられる申立人の弟の納付記録をみると、申立人と同様、加入手続

の翌月である昭和49年10月から保険料の納付を開始していることが確認でき、

申立期間①に相当する期間は未納となっているほか、申立人は、申立人の父親

から過去の保険料をさかのぼって納付したとの話を聞いたことは無いと陳述

している。 

さらに、申立人の父親が、申立期間①のうち、国民年金被保険者である期間

の保険料を納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であ

るところ、当該期間に係る手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の

氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

加えて、申立人の父親が申立期間①のうち、国民年金被保険者である期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、

ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらなかった。 

一方、申立期間②についてみると、申立人は、国民年金被保険者期間のうち、

納付記録が確認できる昭和 49年 10月以降、申立期間②を除き、保険料をすべ

て納付しており、申立人の家族の保険料を納付していたとする申立人の父親及

び母親は、国民年金制度が発足した 36年４月以降、それぞれ 60歳期間満了ま

で保険料を完納している。 

また、申立期間②は３か月と短期間であり、一緒に納付されていたとみられ

る申立人の妻及び弟の当該期間は納付済みとなっていることから、申立人の父

親が申立期間②の保険料のみを納付しない理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 3171 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められ、56 年 10 月から 57 年３月までの国民年金保険料

については、付加保険料を納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年４月から同年６月まで 

   ② 昭和 56年 10月から 57年３月まで 

    私は、長男が国民年金に任意加入した昭和 51 年３月以降、夫婦と長男の

３人分の保険料を一緒に納付し、長男が就職してからは、夫婦がそれぞれ

60歳になるまで夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきた。 

申立期間①は夫も長男も納付済みであるのに、私だけ未納とされており、

また、昭和 52 年９月からは付加保険料も納付してきたのに、申立期間②の

み付加保険料の記録が漏れているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人及びその夫は、国民年金制度が発足した昭和

36年４月から、それぞれ 60歳期間満了までの国民年金被保険者期間において、

申立人の申立期間①を除き、保険料を完納しており、申立人の長男についても、

51 年３月に任意加入後、厚生年金保険に加入するまで保険料をすべて納付し

ている。 

また、申立期間①は３か月と短期間であり、当時、申立人が保険料を一緒に

納付していたとする申立人の夫及びその長男の当該期間は納付済みとなって

いる上、申立人の長男について、当初、申立期間①を含む昭和 51 年３月から

52年２月までの期間が未加入期間とされていたが、平成 20年８月に、所持す

る国民年金手帳により納付済みに記録訂正されていることなどを踏まえると、

申立期間①の保険料についても、記録漏れがあった可能性も否定できない。 

申立期間②について、申立人に係る社会保険庁の納付記録及び特殊台帳では、



申立期間②の保険料は、定額保険料を現年度納付した記録となっているにもか

かわらず、Ａ市Ｂ区の被保険者名簿を見ると、昭和 56年度の「納付(現年度)」

及び「過年度」の欄それぞれに６か月の付加保険料を納付したとみられる「比」

のゴム印が確認でき、行政側の記録管理に不備がうかがえる。 

また、申立期間②は６か月と短期間であり、申立人は、昭和 52 年９月以降

60歳期間満了まで、申立期間②を除き、付加保険料をすべて納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 51 年４月から

同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認められ、56年 10月か

ら 57年３月までの付加保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 40年３月まで 

    私は、夫が死亡した昭和 40 年１月ごろに区役所の職員に勧められて国民

年金に加入した。その時、過去の保険料を２年分さかのぼって一括納付した。 

当時の領収証書は年金手帳とともに紛失して残っていないが、領収証書に

「3,600円」と記載されていたことを今でもはっきりと覚えている。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫が死亡した昭和 40 年１月ごろに、区役所の職員に勧

められて国民年金に加入したと申し立てているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 41年度の適用対策により昭和 41年６月以降に払い出されて

いることが手帳記号番号払出簿により確認できることから、申立人の加入手続

は、この時期に行われたものと推定され、加入時期において申立内容と符合し

ない。また、この時点において、申立期間のうち、39年３月以前の保険料は、

時効により納付することができなかったものと考えられる。 

一方、申立人は、保険料をさかのぼって納付した際の領収証書の形態及び記

載内容について詳細かつ明瞭に陳述しており、その内容に特段不合理な点は認

められないことから、記憶する納付金額についても信用できる上、加入手続が

行われたとみられる時期において、申立人は既に 36歳を超え、かつ、当時は、

記録上、強制加入被保険者とされていたため、60 歳期間満了まで保険料を納

付しても年金受給資格期間を確保することができない状況にあったとみられ

ることから、保険料を２年分さかのぼって納付したとする申立内容についても

不自然な点は認められない。 



そこで、申立人の納付記録をみると、記録上、昭和 40 年４月から納付して

いることから、申立人は、２年後の 42 年ごろに、２年分の保険料をさかのぼ

って過年度納付したものと考えるのが自然である。 

また、この当時、２年分の保険料額が、申立人の記憶する 3,600円となるの

は、申立人が 35歳に到達し、その保険料月額が 150円となった昭和 40年＊月

から 41年 12月までの期間に限られることから、申立人が２年分を一括納付し

たとする保険料は、当該期間の保険料であった可能性も否定できない。 

さらに、申立人は、申立期間直後の昭和 40年４月以降、60歳期間満了まで

の約 25年間にわたり保険料をすべて納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 40 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 



大阪厚生年金 事案 3953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 43年３月 16日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 43年３月 16日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 41 年１月１日からＡ社で勤務していたが、44 年 12 月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、５万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 44年３月 17日からＡ社で勤務していたが、同年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月の社会保険事務

所の記録から３万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3957 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 43年３月 16日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月の社会保険事務

所の記録から３万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3958 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 42 年４月１日からＡ社で勤務していたが、44 年 12 月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 42年３月 28日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3960 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 5,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 42年 12月１日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、４万 5,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3961 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 42年３月 13日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月の社会保険事務

所の記録から３万 3,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3962 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 38 年 11 月 16 日からＡ社で勤務していたが、44 年 12 月１日

に組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚

生年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資

格を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3963 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 43 年６月 7 日からＡ社で勤務していたが、44 年 12 月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、５万 2,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3964 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 4,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 43年３月 16日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、６万 4,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3965 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 9,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 43年４月 16日からＡ社で勤務していたが、44年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＣ社企業年金

基金の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3966 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 44年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 5,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 44年３月 17日からＡ社で勤務していたが、同年 12月１日に

組織再編により同社がＢ社に統合され、身分が異動したが、このときの厚生

年金保険の加入記録が同年 11月 30日に資格を喪失、同年 12月１日に資格

を取得となっている。 

継続して勤務しているにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険未加入と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び加入員台帳払出簿の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44年 12月１日に同社

からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年 10月の社会保険事務

所の記録から４万 5,000円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているが、事業主は、同社が適用事業所でなくなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44年 11 月 30日付



けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務

所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年 11 月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。

 



大阪厚生年金 事案 3967 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立期間のうち、昭和 21年７月 25日から 24年５

月１日の期間について、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）本社における資格取

得日に係る記録を 21 年７月 25日に、資格喪失日に係る記録を 24年５月１日

に、また、同年 11月１日から 26年７月１日の期間について、申立人の同社本

社における資格取得日に係る記録を 24年 11月１日に、資格喪失日に係る記録

を 26 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、21 年７月から 22 年

５月までは 240円に、同年６月から同年 12月までは 200円に、23年１月から

24 年４月までは 600 円に、同年 11 月から 26 年６月までは 8,000 円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年７月 25日から 23年１月 31日まで 

             ② 昭和 23年１月 31日から 24年５月１日まで 

             ③ 昭和 24年 11月１日から 26年７月１日まで 

    私は、Ｃ国から復員後、昭和 21年７月 25日にＡ社に入社し、平成元年４

月 30日に退職するまで同社に継続して勤務していた。 

社会保険庁の記録によると、Ａ社勤務期間のうち、昭和 21年７月 25日か

ら 24年５月１日までの期間、及び同年 11 月１日から 26年７月１日までの

期間が厚生年金保険に未加入とされている。 

申立期間のうち、昭和 21年７月 25日から 23年１月 31日までの期間（申

立期間①）はＡ社Ｄ支店Ｅ事務所で、同年１月 31日から 24年５月１日まで

の期間（申立期間②）は同社Ｆ支店で、同年 11月１日から 26年７月１日ま

での期間（申立期間③）は同社Ｄ支店で勤務していた。 

申立期間①、②及び③において、Ａ社で勤務しており、厚生年金保険に加

入していたはずであるので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された人事記録、人事発令通知書及び工事経歴書、並びに雇用

保険の記録から判断すると、申立人は、申立期間①、②及び③においてＡ社に

継続して勤務（昭和 21年７月 25日Ａ社入社、同社Ｄ支店勤務、23年１月 31

日同社Ｆ支店に異動、24年 11月１日同社Ｄ支店に異動。）していたことが認

められる。 

   一方、申立期間①、②及び③については、勤務先のＡ社Ｄ支店又は同社Ｆ支

店が厚生年金保険適用事業所となる以前の時期に該当するが、申立人が申立期

間①当時、同社Ｄ支店に勤務していた同僚として名前を挙げている３人は、社

会保険庁の記録において申立期間①において同社本社で厚生年金保険に加入

していることが確認でき、このうち１人は、申立人と同じ昭和 21 年に入社し

ており、職種も同じ技術者となっている。 

   また、Ｂ社では、「申立期間当時、Ａ社Ｄ支店は厚生年金保険適用事業所と

なっていなかったため、（Ａ社Ｄ支店の厚生年金保険新規適用は昭和 26 年 7

月１日）同社同支店在職者は、同社本社で被保険者資格を取得させていた。」

旨の陳述が得られた。 

   加えて、Ｂ社から、「申立人については、申立期間①当時に何らかの手違い

により、厚生年金保険被保険者資格の手続の対象から漏れてしまったと思われ

る。」旨の陳述が得られた。    

   以上の内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額について、申立期間①については、Ａ社Ｄ支

店Ｅ事務所に申立人とほぼ同時期に入社し、申立人と、同社Ｆ支店に一緒に異

動した同僚の記録から昭和 21年７月から 22年５月までは 240円に、同年６月

から同年 12 月までは 200 円に、申立期間②については、同じく同僚の記録か

ら 600 円に、申立期間③については、26 年７月の社会保険事務所の記録から

8,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したか否かについては、不明としているが、事業主から申立人に係る

被保険者資格取得届が提出された場合には、その後被保険者資格喪失届も提出

されていると思われるところ、いずれの機会においても、社会保険事務所が当

該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格

の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 21年７月から 24年４月まで、及び同年 11月から 26年６月

までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①、②

及び③に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3968 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成８年１月 31 日から同年２月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められ

ることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年２月１日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年１月 29日から同年４月１日まで 

             ② 平成８年１月 31日から同年２月１日まで 

    私は、昭和 55 年７月１日にＢ社に入社し、59 年７月 29 日まで同社に継

続して勤務していた。社会保険庁の記録によると、同社に勤務していた期間

のうち、同年１月 29 日から同年４月１日までの期間が厚生年金保険に未加

入とされている。申立期間当時は、Ｃ業務に従事する仕事をしていたので、

会社に出勤することはまれであったが、同社に勤務していたことは間違いな

い。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。（申立期間

①） 

私は、平成７年 10 月１日から８年１月 31日までＡ社に勤務していたが、

社会保険庁の記録によると、同社における厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が同年１月 31 日とされている。正しい被保険者資格の喪失日は同年２月

１日であるので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。

（申立期間②） 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、Ａ社から提出された申立人に係る「厚生年金の納付

証明書」及び雇用保険の記録から、申立人は、申立期間において同社に継続し

て勤務し（平成８年１月 31 日付けでＡ社を退職。）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、平成７年 12 月の社会保険庁の



オンライン記録から、30万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したとしているが、事業主が資格喪失日を平成８年２月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年１月 31 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

   申立期間①については、当時のＢ社の社会保険担当者（取締役）から、「申

立人は、昭和 58年末ごろから 59年７月に退職するまで、Ｃ業務に従事しても

らっていた。」旨の陳述が得られたことから、申立人が、申立期間において同

社に勤務していたことは認められる。 

   一方、上記社会保険担当者から、「当時、申立人の勤務内容がそれまでの事

務から内職に変わったこと、及び会社の経営状態が良くなかったため、申立人

についていったん社会保険の脱退手続をとった。申立期間中は保険料を控除し

ていなかった。」旨の陳述が得られた。なお、当時の会社の経営状態について

確認する資料は残っていないが、社会保険事務所が保管しているＢ社に係る厚

生年金保険被保険者名簿によると、昭和 58 年 12月から 59年９月の間に８人

（申立人を除く。）の社員が被保険者資格を喪失していることが確認できる（昭

和 59年 10月１日現在の在職者は７人。）。 

   また、上記社会保険担当者の説明内容は、申立人が陳述している当時の勤務

内容とも符合し、特に不自然な内容は見当たらないほか、社会保険事務所が保

管しているＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には健康保険

被保険者証が返還されたことを示す「証返」の表示が確認でき、さらに、被保

険者資格再取得後は健康保険被保険者証の番号も変更されている等当時の被

保険者資格の取得及び喪失手続は適正に行われていることがうかがえる。 

   加えて、申立人は当時の給与について、「月給制で現金払いであったが、金

額及び保険料については覚えていない。」旨陳述しており、社会保険担当者の

「保険料は控除していない。」旨の陳述内容にかかわらず申立期間①において

事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる

具体的事情は確認できない。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3969 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年９月８日から 34年８月１日まで 

             ② 昭和 34年８月１日から 44年 12月 20日まで 

社会保険庁の記録によれば、昭和 33年９月８日から 44年 12月 20日まで

の間に勤務した２社(Ａ社及びＢ社）における厚生年金保険加入期間につい

て、脱退手当金が支給されたことになっている。 

Ｂ社を退職後、まもなくＣ区役所に出向き国民年金に加入したので脱退手

当金を請求するはずが無い。 

脱退手当金の請求手続は行っておらず、受給していないので、申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、脱退手当金

が支給決定される約２か月前の昭和45年１月23日に払い出されていることが

確認できる上、申立人のＢ社で厚生年金保険被保険者資格を喪失した 44年 12

月以降、60 歳に到達するまで国民年金保険料を完納していることを踏まえる

と、申立人が当時、申立期間に係る脱退手当金を請求する意思を有していたと

は認め難い。 

また、申立期間の最終事業所であるＢ社の厚生年金保険被保険者名簿で申立

人の欄の前後 60 人のうち、申立人と同一時期(おおむね３年以内)に脱退手当

金の受給要件を満たし資格を喪失した女性は４人であるが、受給者は申立人の

みであることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは

考え難い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 3970 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日は、昭和 45年３月 21日であると認

められることから、同社Ｂ支社における資格喪失日に係る記録を同年３月 21

日に訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月 11日から同年３月 21日まで 

    私は、昭和 34年４月 13日から平成７年３月 20日までの期間、Ａ社に継

続して勤務していた。 

社会保険庁の記録ではＡ社Ｂ支社における厚生年金保険の資格喪失日が

昭和45年３月11日となっており、申立期間が未加入期間とされているので、

被保険者期間であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社発行の従業員詳細情報、健康保険組合の加入記録及び雇用保険の記録か

ら判断すると、申立人が申立期間において同社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、Ａ社は、資料が無いため、申立人の異動日は不明としているが、申立

人と同様の異動により昭和 45年３月 21日付けで同社本社において資格を取得

している複数の同僚から、当時の異動は給与締日の 20 日付けで行われる例が

多かったとの陳述が得られたこと、同社に係る被保険者名簿をみると、21日付

けの異動者が多くみられること及び申立人の同社での被保険者記録をみると、

申立期間以外の異動日も１日付け又は 21 日付けで異動していることが確認で

きることなどから、申立人は 45年３月 21日付けで同社Ｂ支社から同社本社に

異動したと認められる。



大阪厚生年金 事案 3971 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 33年４月１日、資格喪失日に係る記録を 34年５月１日とし、申立期間の

標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 34年５月１日まで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所へ照会したところ、申立

期間について、Ａ社での加入記録が無い旨の回答をもらった。 

当時の同僚は厚生年金保険に加入しており、一緒に働いていた自分が加入

していないことは考えられないので、申立期間について被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び当時の業務内容に関する申立人の陳述内容から判断すると、

申立人が申立期間においてＡ社で勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿をみると、申立人が名前を挙げた申立人より

２歳年長で申立人より１か月早く同社に入社した同僚及び申立人と小学校及

び中学校において同級生であり、申立人より少し遅れて同社に入社し、同じ業

務に従事していた同僚は、入社と同時に同社で厚生年金保険に加入しているこ

とが確認できる。 

さらに、申立人及び同僚が証言している当時のＡ社の従業員数と社会保険事

務所の記録上の厚生年金保険被保険者数はおおむね一致していることから、当

時、同社では、ほぼすべての従業員を厚生年金保険に加入させていたことが考

えられる。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、同年齢で同時期に入社し同質業

務に従事していた同僚の昭和 33 年７月の記録から判断すると、8,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間のＡ社に係る被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番が見当たらない

ことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない

上、仮に、申立人に係る資格取得届が提出された場合には、その後に被保険者

報酬月額算定基礎届及び資格喪失届も提出されたと考えられるところ、これら

のいずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え

難いことから、事業主は、申立てどおりの資格の取得及び喪失届等を提出して

おらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 33 年４月から 34

年４月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

31年５月 23日、資格喪失日に係る記録を 32年１月 22日とし、申立期間の標

準報酬月額を 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31年５月 23日から 32年１月 22日まで 

私は、昭和31年５月23日に、姉が勤めていたＡ社に妹と一緒に入社した。

正社員としてＢ業務に従事していたが、姉が同社を辞めた後、事情があり妹

と共に、32年１月 22 日に退社した。しかし、姉妹３人とも同じ仕事をして

いたにも関わらず、先に働いていた姉と、一緒に入社した妹には厚生年金保

険の記録があるのに、経験者として入社した私の記録が無いのは納得できな

い。申立期間を厚生年金保険の加入期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び申立人の陳述内容から判断すると、申立人は申立期間におい

てＡ社でＢ業務従事者として勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿をみると、申立人と一緒に入社した経験年数

の浅い妹には、入社から退社までの間の厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きる。 

さらに、申立期間当時、一緒に勤務していた同年齢の同僚や同質業務に従事

していた３歳年下の同僚には、いずれもＡ社での被保険者記録が確認できるほ

か、出来上がった製品の整理をしていた同僚にも被保険者記録が確認できる。 

加えて、当時、Ａ社で社会保険の事務を担当していた同僚は、従業員から厚

生年金保険の加入を辞退する旨の意向が示されない限り、社員を社会保険に加

入させていたと陳述している。 

また、申立人が陳述している当時のＡ社の従業員数と社会保険事務所の記録



上の厚生年金保険被保険者数はおおむね一致していることから、当時、同事業

所では、ほぼすべての従業員を厚生年金保険に加入させていたことが考えられ

る。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同時期に入社し同質業

務に従事していた同僚の昭和 31 年５月の記録から、8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間のＡ社に係る被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番が見当たらない

ことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない

上、仮に、申立人に係る資格取得届が提出された場合には、その後に被保険者

報酬月額算定基礎届や資格喪失届も提出されたと考えられるところ、これらの

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難

いことから、事業主は、申立てどおりの資格の取得及び喪失届等を提出してお

らず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 31年５月から同年 12

月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 3973 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における厚生年金保険被保険者の資格取得

日は、昭和 33年９月 21日、資格喪失日は同年 12月 22日であると認められる

ことから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

     なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

      氏    名 ： 男 

      基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和９年生 

      住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

      申 立 期 間 ： 昭和 33年９月 21日から同年 12月 22日まで 

私は、昭和 33 年９月 21 日にＡ社に入社し、41 年２月まで同社で勤務し

たが、社会保険事務所では、同社で厚生年金保険に加入した日が 33 年 12

月 22日と記録されている。 

しかし、私が所持している厚生年金保険被保険者証では、「はじめて資格

取得した日」は、「昭和 33 年９月 21 日」となっているので、申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人

の記録は無く、また、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿及びＢ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においては、申立人の厚生年金保険被保

険者資格の取得日は、同社の厚生年金保険新規適用日である昭和 33 年 12 月

22日と記録されている。 

しかし、申立人が所持する厚生年金保険被保険者証には、資格取得日が昭和

33年９月 21日と記載されている。当該被保険者証は、申立人がＢ社を退職後

の44年３月31日に再発行を受けたものであるが、当時、社会保険事務所では、

何らかの記録によって申立人の資格取得日を確認し、再発行を行ったと推認さ

れる。 

さらに、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿において、資格取得日が

申立人と同一日の昭和 33年 12 月 22日と記録されているＢ社の同僚は「自分

が入社した時、申立人は既にＣ業務活動に従事しており、１年ほど先輩である



と思った。」と陳述している。 

加えて、当該払出簿において、資格取得日が申立人と同一日の昭和 33年 12

月 22 日と記載されているＢ社の別の従業員は、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿においては、資格取得日が34年１月11日と記録されており、

社会保険事務所における同社に係る申立期間当時の記録管理が適正に行われ

ていなかったこともうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 33年９月 21日に厚生年金保険

被保険者の資格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行っ

たことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ社における被保険者資格の取

得時（昭和 33年 12月）の社会保険事務所の記録から１万円とすることが妥当

である。



大阪厚生年金  事案 3974 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 27 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から同年５月 24日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。 

私は、昭和 27年４月１日にＡ社に入社した。入社直後の同年４月及び同

年５月は研修所に同期入社の従業員が集まって講習を受けた。同年５月 24

日に講習が修了して、Ｃ支店に配属となった。 

講習期間中も給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、申立

期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録、雇用保険の記録及び同僚の陳述から、申立人がＡ社Ｃ支店

に昭和 27年４月１日から勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社の人事担当者は、「新人研修期間中の処遇は全員同一で、特定の

者だけ保険料控除しないことはあり得ない。申立人の申立期間に係る給与から

厚生年金保険料を控除していた。」旨、回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 27 年５月の社会保険事務

所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか不明としているが、人事記録には、昭和 27 年４月

１日にＡ社に入社し、同年５月 24 日にＣ支店に配属された記録があり、この

配属日である同年５月 24 日は社会保険事務所では知り得ない日付であること

から、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年４月の保険料の納入告知を行っておらず、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



 

大阪厚生年金  事案 3975 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 27 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から同年５月 24日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。 

私は、昭和 27年４月１日にＡ社に入社した。入社直後の同年４月及び同

年５月は研修所に同期入社の従業員が集まって講習を受けた。同年５月 24

日に講習が修了して、Ｃ支店に配属となった。 

講習期間中も給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、申立

期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録、雇用保険の記録及び同僚の陳述から、申立人がＡ社Ｃ支店

に昭和 27年４月１日から勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社の人事担当者は、「新人研修期間中の処遇は全員同一で、特定の

者だけ保険料控除しないことはあり得ない。申立人の申立期間に係る給与から

厚生年金保険料を控除していた。」旨、回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 27 年５月の社会保険事務



所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか不明としているが、人事記録には、昭和 27 年４月

１日にＡ社に入社し、同年５月 24 日にＣ支店に配属された記録があり、この

配属日である同年５月 24 日は社会保険事務所では知り得ない日付であること

から、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年４月の保険料の納入告知を行っておらず、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3976 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 32 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年５月 24日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をも

らった。同社には、昭和 28 年４月１日に入社して、63 年７月１日に退職す

るまで継続して勤務した。申立期間は、同社Ｂ支店に在籍していた。 

申立期間についても厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録、雇用保険の記録及び同僚の陳述から判断すると、申立人が

申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 32 年６月１日に同社Ｂ支店から同社

Ｃ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の記録から、１

万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 3977 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取得日に係

る記録を昭和 39年７月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 39年７月 21日から同年８月 21日まで 

私は、昭和 28年３月にＡ社に入社以来、平成２年に退職するまで継続し

て同社に勤務していた。社会保険庁の記録において、同社Ｂ営業所に転勤

した昭和 39年７月 21日から同年８月 21日までの厚生年金保険の加入記録

が無いことに納得がいかない。申立期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の在職証明書、従業員詳細情報、雇用保険の加入記録健康保険組合

加入証明書及び同僚の陳述内容から判断すると、申立人が同社に継続して勤務

し（昭和 39年７月 21日に同社本社から同社Ｂ営業所に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年８月の社会保険事務

所の記録から３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。



大阪厚生年金  事案 3978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 17年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住        所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 31日から 17年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。同社には、平成 16年 12 月 31日まで勤務したので、申立期間も厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳、事業主の陳述及び雇用保険の記録から、申立人が同社

に平成 16年 12 月 31 日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、賃金台帳の保険料控除額及び平

成 16年 11月の社会保険庁の記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載に誤りがあったとしていること

から、事業主が平成 16年 12月 31日を資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 3979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ部における資格取得日に係る記

録を昭和 32年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年 11月１日から 33年１月 12日まで 

私は、昭和 32年４月から 61年８月まで、Ａ社に勤務したが、社会保険事

務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立期間の加入記

録が無い旨の回答をもらった。 

昭和 32 年 11 月にＡ社本社から同社Ｂ部へ異動したことを記憶しており、

申立期間も同社に継続して勤務していたので、当該期間について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び事業主並びに同僚の陳述から判断すると、申立人が申立

期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 32年 11月１日に同社本社から同社Ｂ部に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 33 年１月の社会保険事務

所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、資料が無く不明であるとしており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金  事案 3980 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 48年３月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を７万 6,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年２月 28日から同年３月１日まで 

 厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社Ｃ工場に出向した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回

答をもらった。 

 しかし、Ａ社Ｃ工場には、昭和 47 年 10 月１日から 48 年２月 28 日まで

勤務し、同年３月１日付けで出向元であるＤ社に戻っているので、申立期

間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ｂ社及びＤ社の人事記録、厚生年金基金の裁定通知書、申立人所持の給与

明細書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間もＡ社Ｃ工場

に継続して勤務し（昭和 48年３月１日に同社Ｃ工場からＤ社に異動。）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及

び昭和 48年１月の社会保険事務所の記録から、７万 6,000円とすることが妥

当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が申立

人の資格喪失日を昭和 48年３月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを同年２月 28日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に



係る同年２月の保険料について納入の告知を行っておらず(社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日を昭和

53年 11月１日に、Ｃ社における資格取得日に係る記録を同日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 53年 11月６日から同年 12月７日まで 

    私は、Ａ社及びそのグループ会社に昭和 47 年４月１日から現在まで継続

して勤務している。しかし、社会保険庁の厚生年金保険加入記録では、Ａ社

Ｂ工場において 53年 11月６日に資格を喪失し、Ｃ社において同年 12月７

日に資格を再取得しており、１か月の空白期間が生じているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が発行した経歴書及び辞令台帳から判断すると、申立人は同社及びその

グループ会社に継続して勤務し（昭和 53年 11月１日にＡ社Ｂ工場からＣ社に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53年 12月の社会保険事務

所の記録から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したと主張するが、社会保険事務所の記録におけるＣ社の

資格取得日が雇用保険の記録における資格取得日と同一日の昭和 53年 12月７

日となっており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格

取得日と記録したとは考え難いことから、事業主が同日を資格取得日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3982 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額（53 万円）であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額に係る記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から５年４月１日まで 

私は、Ａ社に勤務していた期間のうち、平成３年４月１日から５年３月

31 日までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が９万 8,000 円と

なっているが、その間、給与からは標準報酬月額 53 万円に基づく厚生年金

保険料を控除されていたので、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、当初、53万円と記録されていたところ、平成５年３月 30日付けで３年

４月１日にさかのぼって９万 8,000 円に減額訂正されていることが確認でき

る。 

また、申立人と同じ日付で、同様に標準報酬月額の遡及訂正を行われている

者が 11 人（申立人を除く。）確認でき、そのうちの１人の給与明細書により、

訂正前の標準報酬月額に見合った額が支払われ、当該標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料が控除されていることが確認できることから、申立人についても、

訂正前の標準報酬月額に見合う額が支払われ、当該標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が控除されていたものと推認できる。 

さらに、同僚からは、「Ａ社の役員から、社会保険料を滞納しているので、

さかのぼって標準報酬月額を減額するという説明を受けた。」、「説明後、保険

料の還付を受けた記憶は無い。」等の陳述があった。加えて、社会保険事務所

が保管する滞納処分票（同社と社会保険事務所との滞納保険料に係る整理につ

いての交渉が記載されている書類。）により、Ａ社は申立期間当時、多額の社

会保険料を滞納し、同社の役員が再三社会保険事務所を訪れ、納入方法及び納



入時期について相談をしていたことが確認できる。 

また、申立人はＡ社の社員であり、経営及び総務関係には関与していないこ

と及び社会保険事務所の滞納処分票に記載されている内容から判断すると、申

立人は標準報酬月額の訂正に係る決定及び処理等について知り得る立場では

なかったと考えられる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、事

業主が厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び被保険者報酬月額変更

届を２年分もさかのぼって提出することは通常考え難く、社会保険事務所が行

った標準報酬月額の遡及訂正処理については、当時の保険料滞納額を減額する

ために行ったものと認められ、これは事実と異なる処理であることが明らかで

あり、合理的な理由は無いことから、有効な記録訂正があったとは認められず、

申立人の申立期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た 53万円に訂正することが必要である。



 

大阪厚生年金 事案 3983 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格喪失日に係る記

録を昭和 46年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年７月 31日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 40 年３月 22 日にＡ社に入社し、平成 13 年９月４日に退職する

まで同社に継続して勤務していたにもかかわらず、社会保険庁の記録では、昭

和 46年７月が厚生年金保険の未加入期間となっている。 

当時、Ａ社Ｂ営業所に勤務しており、昭和 46 年８月から労務管理が同社Ｂ

営業所から同社Ｃ支社に移管されただけであり、私を含めたＢ営業所勤務の社

員の勤務先及び勤務条件が変わったわけではないので、申立期間を厚生年金保

険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び事業主の証言から判断すると、申立人は、Ａ社に継続

して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社は、「昭和 46年８月１日にＤ厚生年金基金が発足した際の労務管理

変更時に、空白期間が生じたものと考えられる。しかし、保険料の徴収及び納付

については空白期間は無かったと考えている。」と回答している。 

さらに、Ａ社Ｂ営業所と同様に労務管理が同社Ｃ支社に移管された同社Ｄ支店、

同社Ｅ営業所及び同社Ｆ営業所は、昭和 46 年８月１日に適用事業所で無くなっ

ていることが、社会保険庁の記録から確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ものと認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46 年６月の社会保険事務所

の記録から、10万円とすることが妥当である。 

一方、申立人は、Ａ社Ｂ営業所が適用事業所で無くなった昭和 46 年７月 31

日に在職していた申立人を含む従業員６人はいずれも、その後の申立期間中も引

き続き同社Ｂ営業所で勤務していたと陳述していることから、同社Ｂ営業所は申

立期間中も事業を継続し厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たして

いたと考えられる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主

は納付したと主張しているものの、事業主が、昭和 46年７月 31日付けで適用事

業所では無くなった旨の届出を行っていることから、社会保険事務所の記録どお

りの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年 10月４日から 25年 11月１日まで 

             ② 昭和 25年 11月１日から 32年６月 19日まで 

             ③ 昭和 32年 10月 29日から 34年１月 31日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間の一部につい

て、脱退手当金が支給済みとなっている。 

私は、昭和 23年５月 23日から 10年間ぐらいＡ社に勤務した後に結婚退

職し、その後、再度同社に１か月ほど勤務したが、脱退手当金を請求したり、

受給したことは無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間前後の２回の被保険者期間

については、その計算の基礎とされず未請求となっている。しかしながら、申

立人が申立期間を含む５回の被保険者期間のうち、２回の被保険者期間を失念

するとは考え難い。 

また、脱退手当金が未請求となっている期間のうち、申立期間前の厚生年金

保険被保険者期間については、申立期間に係る事業所と同一事業所に係る期間

であり、申立人が当該被保険者期間を失念するとは考え難い上、申立期間①及

び②の厚生年金保険被保険者台帳記号番号と同一記号番号で管理されている

ことが申立人の厚生年金保険被保険台帳(旧台帳）により確認できることから、

申立期間に係る脱退手当金のみが支給されるということは、事務処理上不自然

である。 

さらに、異なる番号で管理されている厚生年金保険被保険者期間について脱

退手当金を支給する場合には、番号の重複取消を行った上で支給することとな

るが、申立期間①及び②と③はそれぞれ異なる番号で管理されていたにもかか



わらず、重複整理が行われていない。 

さらに、社会保険庁の記録では、申立期間に係る脱退手当金は、昭和 34 年

５月 26 日に支給決定されていることが確認できるところ、当時、裁定庁が脱

退手当金を裁定する際には、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月

額等に係る厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳）の記録を厚生省（当時）に照

会し、同省では、当該記録を裁定庁に回答した旨を旧台帳に表示する事務手続

であったにもかかわらず、申立人の旧台帳を見ると、当該表示は無く、適正な

事務処理が行われたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 3985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 33年４月 25日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月 25日から同年５月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。昭和 32年４月にＡ社へ入社し、

定年まで同社で勤務しており、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ社の勤続表彰、雇用保険の記録、戸籍の附票の住所遍歴及び

同僚の記録から判断すると、申立人が申立期間も同社に継続して勤務し（昭和

33年４月 25日に同社Ｃ支店から同社Ｂ事業所に異動。）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 33 年５月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、適正な届出がなされたとしているものの、ほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 3986 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 36 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36年８月 11日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。昭和 29 年４月から申立期間も同社に継続して勤務していたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社の退職証明書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間も

同社に継続して勤務し（昭和 36 年９月１日に同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異

動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年８月１日の社会保険

事務所の随時改定の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る厚生年金保険の資格喪失日を、「昭和 36年９月１日とすべ

きところを誤って辞令の発令日である同年８月 11日として届出を行った。」と

しており、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず、（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）事業主は、申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3987 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の資格取得日を昭和 39 年

６月 16日、資格喪失日を同年 12月１日に、Ｂ社における資格喪失日に係る記

録を 40年７月 26日に、Ｃ社における資格喪失日に係る記録を 44年 12月１日

に訂正し、39 年６月から同年 11 月までの標準報酬月額を２万 2,000 円とし、

44年 11月の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間のうち、昭和 39年６月 16日から同

年 12月１日まで及び昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日までの厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年６月 16日から同年 12月１日まで 

             ② 昭和 40年７月 20日から同年７月 26日まで 

             ③ 昭和 44年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 37 年３月６日に入社してから定年まで途切れること無くＤ社

（現在は、Ｅ社。）に勤務していたが、申立期間が厚生年金保険未加入とさ

れていることに納得できない。 

昭和 39年６月 16日から同年 12月１日まではＡ社に出向して勤務し(申立

期間①）、40年７月 20日から同年７月 26日までは出向していたＢ社（現在

は、Ｆ社。）で引き続き在職しており(申立期間②）、44年 11月 30日から同

年 12月１日もＣ社で引き続き在職していた（申立期間③）。 

転勤及び出向はあったが、Ｄ社に継続して勤務し、厚生年金保険料も控除

されていたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、給与明細書、雇用保険の記録及びＥ社の人事記録か

ら、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 39年６月 16日にＤ社からＡ社に異

動、同年 12 月１日に同社からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



   また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 39 年５月及び同年 12

月の社会保険事務所の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

申立期間②については、給与明細書、雇用保険の記録及びＥ社の人事記録か

ら、申立人がＢ社に継続して勤務（昭和40年７月26日にＢ社からＣ社に異動。）

していることが認められる。 

申立期間③については、Ｄ社企業年金基金が保管している加入員台帳及び雇

用保険の被保険者記録から判断すると、申立人がＣ社に継続して勤務し（昭和

44年 12月１日に同社からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、昭和 44年 10月のＤ社企業年

金基金の記録から、６万円とすることが妥当である。 

一方、Ｃ社は、昭和 44年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所では無く

なっているが、事業主は、同社が適用事業所で無くなった同日に在職していた

申立人を含む従業員 15 人はいずれも、その後の申立期間中も引き続き同社で

勤務していたと認めていることから、同社は申立期間中も事業を継続し厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたと考えられる。 

   なお、申立期間①の申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているものの、仮に、事業主から申立人に係る被保

険者資格取得届が提出された場合には、その後被保険者報酬月額算定基礎届及

び被保険者資格喪失届を提出する機会があったこととなるが、これらいずれの

機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことか

ら、事業主は、申立てどおりの資格の取得及び喪失届等を提出しておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 39年６月から同年 11月の保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間①の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間③の申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は届出誤りがあったことを認めている上、事業主が昭和 44 年

11 月 30 日付けで適用事業所では無くなった旨の届出を行っていることから、

社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険

事務所は申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後の納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間③に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 
 



大阪厚生年金 事案 4036 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店における資

格喪失日に係る記録を昭和 32 年４月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月５日から同年４月５日まで 

私は、高校を卒業後、昭和 25年３月 20日から 62年３月 31日までＡ社に

継続して勤務していたが、社会保険庁の記録によると、32 年３月５日から

同年４月５日までの期間が厚生年金保険に未加入とされている。 

申立期間については、Ａ社Ｃ支店で期末処理業務に従事しており、昭和

32年４月５日に同社Ｄ支店へ異動した。 

Ｂ社から受け取った職歴証明書により、申立期間中の継続勤務が証明でき

るので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された申立人に係る職歴証明書及び雇用保険の記録から判断

すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 32 年４月５日にＡ社Ｃ支店か

ら同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 32 年２月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4037 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月４日から 41年４月 27日まで 

             ② 昭和 41年 11月 15日から 44年２月 20日まで 

             ③ 昭和 44年６月５日から同年 10月１日まで 

             ④ 昭和 44年 11月１日から 47年３月 12日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、申立期間に係る厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当金支

給済みとの回答を受けた。 

    脱退手当金を請求した記憶は無く、受け取っていないので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金は、申立期間の最終事業所に係る厚生年金保険被保険者

資格の喪失日から約１年４か月後の昭和48年６月28日に支給決定されており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人は昭和 46 年※月※日に婚姻し改姓しているが、申立人の厚生

年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の氏名は変更処理がなされていないこ

とから、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられ、不自然で

ある。 

  これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4038 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 29年６月 20日にＡ社Ｂ工場における厚生年金保険

被保険者資格を喪失した旨の届出を行っていると認められることから、申立人

に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29 年２月から同年４月ま

では１万円、同年５月は１万 4,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年２月１日から同年６月 20日まで 

    私は、昭和 28年４月１日にＡ社に正社員として就職し、平成２年５月 16

日に系列企業に転職するまで同社のＣ事業所で継続して勤務していたにも

かかわらず、社会保険庁において昭和 29年２月１日から同年６月 20日まで

の期間の厚生年金保険の記録が未加入期間とされている。同社が保管してい

る被保険者台帳の記録では、申立期間についても継続して厚生年金保険に加

入しているので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間においてＡ社に継続して勤務していたことは、雇用保

険の記録及び同社の回答から認められる。 

また、Ａ社から提出された「社会保険被保険者台帳」から、申立人は、当

時、同社の本社機能を有していたＢ工場で昭和 28年４月 21日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得し、29年６月 20日に資格を喪失した後、同日付け

で同社の新本社となったＣ事業所で被保険者資格を再取得していることが

確認できる。 

さらに、社会保険事務所のＡ社Ｂ工場に係る被保険者名簿をみると、昭和

29年６月 20日以降に資格を喪失した被保険者の健康保険被保険者証の返還

記録はすべて「証返」のゴム印が押され、それまで手書きで「返」と記載し

ていた方法と異なっていることが分かる。しかし、申立人を含む３人の被保



険者の記録をみると、同年２月１日に資格を喪失しているにもかかわらず、

「証返」のゴム印が押されているところ、同日に資格を喪失している別の被

保険者は手書きの「返」の記載があり、社会保険事務所の記録管理の不備が

認められる。 

これらの状況から、社会保険事務所は、申立人の同社Ｂ工場での資格喪失

日を昭和 29年６月 20日とすべきところ、誤って同年２月１日と記録したも

のと考えられる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、事業主は、昭和 29年６月 20日に申立人がＡ社Ｂ工場において厚

生年金保険被保険者の資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行った

ことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、Ａ社が作成し、保管する社会保険被保

険者台帳の記録から昭和 29 年２月から同年４月までは１万円、同年５月は

１万 4,000円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 4039 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月１日から 38年１月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社Ｂ支店に勤務していた昭和 33年 10月１日か

ら 38 年１月１日までの厚生年金保険加入期間に係る脱退手当金が支給済み

となっている。 

    しかし、私は、脱退手当金を受給しておらず、請求したことも無いので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無 

いとしている。 

そこで、申立人が保管していた厚生年金保険被保険者証を見ると、旧姓で発

行されており、再発行の押印も無く、申立人が昭和 38 年※月に婚姻している

ことを踏まえると、申立期間に係る事業所で厚生年金保険に加入した際に発行

されたものと考えられるところ、脱退手当金を支給した場合、当時の事務処理

において、厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示を

することとされていたが、申立人の被保険者証に申立期間当時になされた当該

表示は認められない。 

また、申立人は、「退職時に事務担当者から将来の年金受給時に必要なため

厚生年金保険被保険者証を大切に保管するようにと言われたことから、今まで

大事に金庫に保管していた。」と陳述しており、現在も被保険者証を所持して

いることを踏まえれば、申立人の当時の状況についての主張も信用できる。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4040 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 36年 10 月 25日に、資格喪失日に係る記録を

37 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月 25日から 37年６月１日まで 

    私は、昭和 36年 10月 25日にＡ社Ｄ支店から同社Ｃ支店に転勤となり、

37年６月１日まで同社Ｃ支店に勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社Ｃ支店に勤務していた８か月が厚生

年金保険の未加入期間とされているので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の社員台帳から判断すると、申立人が、申立期

間を含めて同社に継続して勤務し（昭和 36 年 10月 25日に同社Ｄ支店から同

社Ｃ支店に異動、37 年６月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事務所

の記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者名簿

の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記

録が失われたことは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者



資格取得届が提出された場合には、その後の被保険者資格喪失届も提出された

と考えられるところ、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記

録しないことは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の取得及

び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 36年 10月から 37年５月までの保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



大阪厚生年金 事案 4041 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 28年５月 30日から同年６月１日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年５月30日に訂正し、

同年５月の標準報酬月額を 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年４月１日から 27年 12月１日まで 

             ② 昭和 28年５月 30日から同年６月１日まで 

私は、昭和 26 年４月１日にＢ社に入社し、同社及び同社を吸収合併した

Ｃ社に継続して勤務していたが、社会保険庁の記録では、同年４月１日から

27年 12月１日までが厚生年金保険の未加入期間となっている。 

また、その後、Ｃ社は、Ａ社に吸収合併され、私は、昭和 29年 10 月まで

継続して勤務していた。しかし、社会保険庁の記録では、28 年５月の１か

月が厚生年金保険の未加入期間とされている。 

申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、管轄社会保険事務所が保管するＣ社及びＡ社に係る厚

生年金保険被保険者名簿で名前が確認できる複数の同僚は、「Ｃ社は、Ａ社に

吸収合併された。」と陳述している上、Ａ社の同僚は、「Ｃ社及びＡ社は、いず

れもＤ社の販売代理店であり、Ａ社は、Ｄ社の指示に従って経営難に陥ってい

たＣ社の取引先及び従業員を引き継いだ。」と陳述しており、Ｃ社の従業員８

人のうち、申立人を含む５人がＡ社での厚生年金保険被保険者資格を取得して

いることが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認できる。 

また、Ａ社の同僚は、「申立人は、Ａ社でも、Ｃ社での職種と同一のＥ職と

して引き続き勤務しており、Ｃ社での取引先をそのままＡ社でも担当した。」



と陳述している。 

その他の事情も含めて、総合的に判断すると、申立人は、申立期間②を含め

継続してＣ社及びその経営を継承したＡ社に勤務し、申立期間②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、昭和 28 年６月の社会保険事

務所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、事業

主及び役員等から陳述を得ることができず確認できないが、申立人と同一日に

Ａ社での厚生年金保険被保険者資格を取得しているＣ社での同僚４人は、いず

れも申立人と同様に１か月の厚生年金保険被保険者期間の空白期間が確認で

きることから、社会保険庁の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る昭和 28 年５月の保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、申立期間②に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

一方、申立期間①について、申立人がＢ社及びＣ社での同僚として名前を挙

げ、Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から同社での在籍が確認できる同僚

は、「私と申立人は、Ｂ社で一緒に働いており、同社は後にＣ社に吸収された。」

と陳述していることから、申立人が、期間は特定できないものの、Ｂ社に在籍

していたことは推定できる。 

しかし、申立人が申立期間①当時に勤務していたとするＢ社は、社会保険庁

に厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所在地を管轄

する法務局に法人登記簿の記録も無い。 

さらに、Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者名簿で名前が確認できる別の同僚

は、「Ｂ社は、事業所自体が厚生年金保険に加入していなかったので、給料か

ら厚生年金保険料は控除されていない。」と陳述している。 

加えて、申立人がＢ社での同僚として名前を挙げた４人は、申立人と同様に、

Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和27年12月１日と同一日に同社

での厚生年金保険被保険者資格を取得していることが、同社に係る厚生年金保

険被保険者名簿から確認できる上、これら同僚４人の申立期間①に係る厚生年

金保険加入記録も確認できない。 

このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4042 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ部における

資格喪失日に係る記録を昭和 30 年７月 1 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 21日から同年７月１日まで 

私は、昭和 30年２月 24日から平成６年 12月 21日までＡ社に継続して勤

務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、申立期間が厚生年金保険の未加入期間と

されているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険加入記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が申立期間 

を含めＡ社に継続して勤務し（昭和 30 年７月１日に同社Ｃ部から同社Ｄ部に

異動。）、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 30 年４月の社会保険事務

所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかではないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



大阪国民年金 事案 3144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年４月から 42年３月までの期間及び 43年７月から 50年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から 42年３月まで 

             ② 昭和 43年７月から 50年３月まで 

    昭和 38 年４月ごろ、勤務先にＡ市Ｂ区役所（現在は、Ｃ区）から年金の

集金人が来て、200円を支払い領収印を押してもらい手帳を交付された。以

後、毎月勤務先に集金人が来て、納付の都度、手帳に領収印を押してもらっ

ていた。41 年５月に結婚してからは妻が夫婦二人分の保険料を納付し、43

年ごろに転居したＤ市では半年ぐらい掛け忘れがあったが、後でまとめて支

払ったと聞いており、未納期間が 130月もあるのは納得できない。 

 

第３ 委員会判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年４月ごろに国民年金に加入し、結婚するまでの期間は

申立人自身が、また、結婚後は夫婦二人分の保険料をその妻が、納付していた

ので、未納期間は無いと申し立てている。 

しかし、申立期間①について、申立人の国民年金記録をみると、申立人の国

民年金手帳記号番号は、昭和 41年６月に職権により払い出されていることが、

申立人に係るＡ市の被保険者名簿及び社会保険事務所が保管する国民年金手

帳記号番号払出簿から確認できる。この場合、38 年４月ごろに国民年金に加

入したとする申立人の陳述とは符合しない上、申立期間のうち、同年４月から

39 年３月までの期間は既に時効の到来により保険料を納付することができず、

また、同年４月から 41 年３月までの期間の保険料は過年度納付することとな

り、集金人に納付することはできない。 

また、婚姻後の昭和 41 年５月以降、夫婦二人分の保険料の納付を担ってい

たとされる申立人の妻も同年５月から 42年３月までの期間は未納である。 

さらに、申立期間の保険料額は 100 円であり、申立期間当初の保険料額が



200円だったとする申立人の陳述とは相違している上、保険料額が 200円とな

るのは昭和 42 年１月からであり、これは納付記録上の申立人の保険料の納付

の始期と符合する。 

次に、申立期間②についてみると、申立人は昭和 43 年３月ごろに転居先の

Ｄ市へ転居届は提出したが、国民年金に係る住所変更手続を行った記憶はない

としているところ、47 年４月ごろから 50 年６月ごろまでの期間については、

不在者として取り扱われていたことがＡ市の被保険者名簿から確認できる。 

また、申立人に係る特殊台帳から、申立人の国民年金の住所が、昭和 50 年

７月付けで同年３月にＡ市からＤ市へ異動されたことが確認できる。これらの

ことから、47年４月から 50年３月までの期間の保険料は現年度納付すること

はできなかったものと推認される。 

また、申立期間のうち、昭和 43年７月から 46年４月までの期間及び 49年

４月から 50 年３月までの期間について、申立人の妻の保険料は納付済みであ

り、その保険料はその妻の特殊台帳からＤ市において納付されたものとみられ

るところ、この期間、申立人の国民年金に係る住所地はＤ市では無かったこと

から、申立人の妻がこの期間の夫婦二人分の保険料を一緒に納付することはで

きない。 

さらに、申立期間の保険料の納付について、申立人は直接関与していないた

め不明であるほか、申立人及びその妻が申立期間の保険料をさかのぼって納付

したことをうかがわせる事情も見当たらない上、申立期間は７年度、81 か月

と長期に及び、通常、行政側がこれだけの期間誤りを継続するとは考え難い。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別読みに

よる氏名検索を行ったほか、申立期間の住所地を管轄する社会保険事務所にお

いて、同記号番号払出簿のすべての内容を確認したが、その痕跡
こんせき

は見当たらな

かった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年４月から同年８月までの期間、42 年９月から 44 年８月

までの期間、47 年 10 月から 48 年３月までの期間及び 49 年４月から 50 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月から同年８月まで 

             ② 昭和 42年９月から 44年８月まで 

             ③ 昭和 47年 10月から 48年３月まで 

             ④ 昭和 49年４月から 50年３月まで 

私は、時期は定かでないが、住宅建て替えのために転居した昭和 57年の 

数年前ごろ、自身の申立期間①、②、③及び④の過去の未納期間の保険料を、

Ａ市Ｂ区役所で特例納付によりさかのぼって納付したと思う。  

区役所で市民税の納付書と同じくらいの大きさの薄茶色の納付書を作っ

てもらい、18万円ぐらいの保険料を納付した。 

私は、国民年金には 25 年以上加入しなければならないという意識があり、

特例納付をした時に、職員から、納付した金額とこれから納付する金額を合

わせて 26 年になると聞いた記憶があるので、申立期間①、②、③及び④が

未納と記録されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、第３回特例納付期間中に、自分の過去の未納期間の保険料につい

て特例納付を行い、その後、60歳までに納付した保険料と合わせて 26年間の

国民年金保険料を納付したと申し立てている。 

そこで、申立人に係る国民年金記録をみると、申立人に係る特殊台帳により、

第２回特例納付実施期間内の昭和 50 年 12 月ごろに、その夫と同様に 36 年４

月から 39年３月までの期間の保険料が特例納付されたこと及び 48年４月から

49年３月までの期間の保険料が過年度納付されたことが確認できる。また、同



台帳の摘要欄に、申立人の夫の厚生年金保険被保険者期間に該当する期間につ

いて年金受給権に必要な期間に算入される、いわゆるカラ期間の月数等が計算

されて記載されていることが確認できる。これらの特例納付及び過年度納付は、

第２回特例納付期間中の同時期に行われたと考えられるところ、これ以降、申

立人が 60 歳に到達するまでの間に保険料をすべて納付すれば、上述のカラ期

間を含めると年金受給に必要な 25 年を超えており、年金受給権を得るために

新たに特例納付を行う必要はなく、第３回特例納付期間中に特例納付を行った

ことにより受給権が発生したとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料について、Ａ市Ｂ区役所で特例納付し

たとするところ、区役所では特例納付に係る保険料の収納は行っていない。 

加えて、特例納付した保険料の対象人数及び金額などについて陳述が変遷し

ており、申立人の申立期間当時の記憶はあいまいである。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③及び④の保険料を特例納付したこと

を示す関連資料は無く、ほかに申立期間①、②、③及び④の保険料が納付され

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると､申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

私は、昭和 38 年５月ごろ、当時住み込みで働いていたＡ市のＤ業店に訪

れた区役所の女性集金人から国民年金についての説明を受け、10 日ほど後

に、その集金人を通じて国民年金に加入手続をした。 

加入手続の際、集金人に昭和 36年４月から 38年３月までの２年分の保険

料 2,400円をさかのぼって一括納付した。 

その後は、３か月ごとに職場に集金人が来て保険料を納付していた。 

申立期間について、納付記録が無く、未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、昭和 38 年５月ごろに国民年金加入手続を行い、加入当時に 36

年４月から 38 年３月までの国民年金保険料を２年分さかのぼって過年度納付

を行い、その後は３か月ごとに集金人に保険料を納付していたと申し立ててい

る。 

しかし、申立人が所持する国民年金手帳記号番号は、昭和 41 年６月にＡ市

Ｂ区で払い出されていることが確認でき、この手帳記号番号を使用して、申立

期間の保険料は現年度納付できず、一部期間の保険料は、制度上、時効により

納付できない。 

また、申立人は、昭和 41 年ごろに国民年金手帳を入手するまでの間、集金

人は、保険料を納付した際、集金人が１枚の用紙に検認印を押していたとして

いるところ、Ａ市では、当時、Ｂ区は国民年金手帳による印紙検認による保険

料収納を行っていたとしている上、当時、集金人による過年度納付は取り扱っ

ていなかったとしており、申立人の陳述とは符合しない。 



さらに、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立

人が居住していたとするＡ市Ｂ区を管轄するＣ社会保険事務所における国民

年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料は無く、ほかに申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3147 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和44年４月から 45年３月までの期間、52年９月及び同年 10月、

61年７月及び同年８月並びに 62年４月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から 45年３月まで 

         ② 昭和 52年９月及び同年 10月 

         ③ 昭和 61年 7月及び同年８月 

         ④ 昭和 62年４月 

昭和 44年４月ごろ、私の母が、私の国民年金の加入手続をしてくれ、母

は、私が実家にいた 53 年９月ごろまで、厚生年金保険と国民年金の切替手

続を含めて私の国民年金保険料を納付してくれた。 

    申立期間③及び④については、私が、市役所に行き保険料を納めた記憶が

ある。 

申立期間①から④までについて、納付記録が無く未納と記録されている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、昭和 44 年ごろに母が、申立人の国

民年金加入手続を行い、その後、厚生年金保険との切替手続を含めて、53 年

９月ごろまでの国民年金加入期間中の国民年金保険料を区役所で納付してい

たと申し立てている。 

しかし、申立人の所持する国民年金手帳記号番号は、昭和 45年 10月に払い

出されていることが確認でき、この手帳記号番号が払い出された時点では、申

立期間①は過年度となり、区役所で保険料を納付することはできない。 

また、申立人の国民年金手帳及び申立人に係る社会保険事務所の特殊台帳に

は、いずれも昭和 46 年７月９日付けで国民年金資格を喪失し、52年 11月 24

日に国民年金の資格を再取得したことが記載されており、申立人は、その間、



国民年金の未加入者であったことが確認できる。 

さらに、申立人に係る社会保険庁の記録をみると、申立期間②は、平成 10

年９月付けで厚生年金保険被保険者期間が統合されたことに伴い、国民年金の

未加入期間から第１号被保険者の未納期間に記録が訂正されたことが確認で

きる。この訂正の時点において、申立期間②の保険料は、制度上、時効により

納付することができない。 

加えて、申立人は、申立期間①及び②に係る保険料納付に直接関与しておら

ず、納付したとする申立人の母は既に死亡していることから、当時の国民年金

への加入状況及び申立期間①及び②の納付状況等の詳細は不明である。 

このほか、申立人の母が申立人の申立期間①及び②の保険料を納付していた

ことを示す関連資料は見当たらない。 

次に、申立期間③及び④について申立人は、市役所で保険料を納付したと申

し立てている。 

しかし、上述のとおり、申立期間③及び④についても、平成 10 年９月付け

で国民年金の未加入期間から未納期間に記録が訂正されたことが確認でき、こ

の訂正の時点において、申立期間③及び④の保険料も制度上納付する事はでき

ない。 

また、申立人は、記録が訂正された平成 10 年９月までの間、申立期間②、

③及び④は国民年金の未加入者と記録されており、行政から納付書等が発行さ

れたとは考え難い。 

さらに、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び、国民年金手帳記号

番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の保険料を納

付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3148 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和61年７月及び同年８月並びに62年４月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 7月及び同年８月 

         ② 昭和 62年４月 

私は、昭和 61 年４月に国民年金の第３号被保険者資格を取得してから、

将来の事を考え、第３号被保険者と第１号被保険者の切替手続などに注意し、

第１号被保険者の時は国民年金保険料を納付してきた。 

申立期間①及び②について、納付記録が無く未納と記録されていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年４月に国民年金に加入以降、国民年金の種別変更を適

正に行い、第１号被保険者資格であった申立期間①及び②の期間の国民年金保

険料を納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金記録をみると、昭和 61 年４月に国民年金第３号

被保険者として資格を取得後、申立期間①及び②が未納と記録されているが、

この期間については、平成７年４月付けで、夫の厚生年金保険被保険者期間と

合致するように第３号被保険者から第 1号被保険者に記録が訂正され、これに

伴い、未納期間と記録されたことが確認できる。この訂正の時点において、申

立期間①及び②の保険料は制度上、時効により納付することができない。 

   また、申立人に係る国民年金記録は、記録が訂正された平成７年４月までの

間、申立期間①及び②の期間は第３号被保険者と記録されており、行政から納

付書等が発行されたとは考え難い。 

   さらに、申立人が、申立期間①及び②に係る国民年金保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の保険料を納

付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年４月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 55年３月まで 

    私は、昔気質の人間なので国民年金保険料をまじめに納めており、申立期

間の保険料も納めていた。平成 18年ごろに社会保険事務所に行き保険料納

付の月数の確認してもらった時の説明では、年金受給に不足している月数

が２か月であるとのことであったが、今の記録では３年２か月の期間が不

足とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入は申立人の母が手続し、保険料も最初は母が納付

していた。申立期間の保険料は申立人自身が納めていたので保険料が未納とさ

れているのは納得できないとして申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、社会保険庁の記録から、申立期間へと

続く昭和 49 年 10 月から 50 年３月までの期間の保険料は 51 年２月に、50 年

４月から51年３月までの期間の保険料は53年３月にそれぞれ過年度納付され

ており、51年４月から 52年３月までの期間の保険料は申請免除されているこ

とが確認できる。また、申立期間直後の 55年４月から 57年３月までの期間の

保険料は未納となっており、続く同年４月から 60 年３月までの期間の保険料

は申請免除されていることから、申立期間当時、何らかの理由で保険料が滞っ

たものと考えられる。 

また、特殊台帳の記録をみると、昭和 52年度及び 53年度の納付記録欄には、

それぞれ同年度及び 54 年度の保険料納付を催告した旨の記録があるが、申立

人は催告された記憶は無いと陳述しており、過年度納付の可能性をうかがうこ

とはできなかった。 

さらに、申立人は、国民年金加入手続に直接関与しておらず、申立期間を含

め国民年金加入以降の保険料納付についての記憶が定かでないと陳述してお

り、申立期間の保険料が納付されたことをうかがわせる事情を酌み取ることは



できなかった。 

加えて、申立人が所持する年金受給要件確認表を見ると、訂正箇所が多数見

られ、申請免除されている期間を納付期間として加算するなど不自然な点も多

く、この確認表をもって保険料が納付されたものとみることはできない。 

このほか、申立人の保険料が別の手帳記号番号で納付された形跡も見当たら

ず、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3150 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年４月から 58年 12 月までの期間及び 59年４月から 60年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から 58年 12月まで 

             ② 昭和 59年４月から 60年３月まで  

昭和 57年４月から 60年３月までの期間については、私が独立して商売を

始めたばかりのころで、夫婦で国民年金保険料の免除を受けていた。その後、

商売も軌道に乗り金銭面で余裕がでてきたので、国民年金保険料の納付を再

開していたところ、免除を受けた期間の納付を勧める書類がきた。この書類

内容は、今、免除期間の国民年金保険料を納付しないと遡及
そきゅう

納付できる期限

が過ぎて納付できなくなるとの内容だったので、免除期間の保険料を夫婦共

に一括で夫婦二人分を全額納付したのに、申立期間の保険料が免除の記録の

ままにされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57 年４月から 60 年３月までの免除期間の保険料を、63 年

から平成５年ごろに夫婦共に一括で夫婦二人分を追納したと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金記録をみると、社会保険庁の記録から昭和 59 年

１月から同年３月までの保険料は、平成６年１月 21 日に追納されていること

が確認できる。追納の場合、さかのぼって納付できるのは 10 年までであり、

保険料を追納した時点では申立期間①の保険料は時効により制度上、納付でき

ない期間となっている。 

また、申立人は保険料を追納した際、夫婦二人分で計２枚の納付書で納付し

たと陳述しているが、社会保険庁の記録をみると、社会保険庁が作成した納付

書は昭和 59年１月から同年３月までの期間及び同年４月から 60年３月までの

期間の２枚、夫婦合わせて合計４枚作成されていることが確認でき、すべての

期間の保険料を納付したとは考え難い。 



さらに、申立人は保険料を追納したとする時期、保険料などの記憶が定かで

ない。 

加えて、平成６年の追納処理は機械化処理のため、金融機関から社会保険事

務所へ送付される領収済通知保険料額と、金融機関から国庫へ振り込まれる保

険料額とを毎月突き合わしており、記録の誤りは極めて発生し難いと考えられ

る。 

 このほか、別の国民年金手帳記号番号が払い出された可能性を確認するため、

別読みを含めた氏名検索を行ったが、申立期間の保険料納付をうかがわせる周

辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3151 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年４月から 58年 12 月までの期間及び 59年４月から 60年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から 58年 12月まで 

             ② 昭和 59年４月から 60年３月まで  

昭和 57 年４月から 60年３月までの期間については､私の夫が独立して商

売を始めたばかりのころで、夫婦で国民年金保険料の免除を受けていた。そ

の後、商売も軌道に乗り金銭面で余裕がでてきたので、国民年金保険料の納

付を再開していたところ、免除を受けた期間の納付を勧める書類がきた。こ

の書類内容は、今、免除期間の国民年金保険料を納付しないと遡及
そきゅう

納付でき

る期限が過ぎて納付できなくなるとの内容だったので、免除期間の保険料を

夫婦共に一括で夫婦二人分を全額納付したのに、申立期間の保険料が免除の

記録のままとされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、昭和 57 年４月から 60 年３月までの免除期間の保険料を、63 年

から平成５年ごろに夫婦二人分の保険料を一緒に申立人の夫が一括で追納し

たと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金記録をみると、社会保険庁の記録から昭和 59 年

１月から同年３月までの保険料は、平成６年１月 21 日に追納されていること

が確認できる。追納の場合、さかのぼって納付できるのは 10 年までであり、

保険料を追納した時点では申立期間①の保険料は時効により制度上、納付でき

ない期間となっている。     

また、申立人の夫は保険料を追納した際、夫婦二人分で計２枚の納付書で納

付したと陳述しているが、社会保険庁の記録をみると、社会保険庁が作成した

納付書は昭和 59年１月から同年３月までの期間及び同年４月から 60年３月ま

での期間の２枚、夫婦合わせて合計４枚作成されていることが確認でき、すべ



ての期間の保険料を納付したとは考え難い。 

さらに、申立人の夫は保険料を追納したとする時期、保険料などの記憶が定

かでない。 

 加えて、平成６年の追納処理は機械化処理のため、金融機関から社会保険事

務所へ送付される領収済通知保険料額と、金融機関から国庫へ振り込まれる保

険料額とを毎月突き合わしており、記録の誤りは極めて発生し難いと考えられ

る。 

このほか、別の国民年金手帳記号番号が払い出された可能性を確認するため、

別読みを含めた氏名検索を行ったが、申立期間の保険料納付をうかがわせる周

辺事情等も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年 10 月から 47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住        所 ：  

                 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 41年 10月から 47年３月まで 

ねんきん特別便が送られてきたので見ると、資格期間と納付月数が一致し

ないので社会保険事務所に照会すると申立期間が未納であることが分かっ

た。昭和 41年 10月に結婚し、結婚後、妻が夫婦二人分を納付してきたと言

っている。納付は妻に任せていたので詳しいことは分からないが、妻の分が

納付済みになっているのに、私の分だけが未納とされている。 

昭和 41年９月に勤めていた会社を退職し、同年 10月に友人と会社を自営

した。勤めていた会社は厚生年金保険であったが、退職後の国民年金は義務

だと思っていたので自動的に保険料を納付していたと思う。 

また、会社を退職後、住所もＡ県Ｂ市からＡ県Ｃ市（現在は、Ｄ市）に転

居した。 

昭和 41年 10月から 47年３月までの期間が未納とされていることは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、妻が夫婦二人分の保険料を納付してきた。妻

の保険料は納付済みであるのに夫の分が未納とされていることは納得できな

いと申し立てている。 

そこで、夫婦の納付記録をみると、社会保険庁の記録から、申立人は申立期

間に続く昭和47年４月から平成10年２月までの保険料をすべて納付している

ことが確認できる。 また、申立人の妻も 40年４月から平成 12年 12月までの

保険料をすべて納付していることも確認できる。 

しかし、申立人の納付記録をみると、手帳記号番号払出簿から、昭和 36 年

７月１日にＥ市Ｆ区を管轄するＧ社会保険事務所から払い出された後、48 年

３月 30 日にＤ市を管轄するＨ社会保険事務所に移管されていることが確認で

きる。また、特殊台帳の住所欄を見ると、特殊台帳の切り替えられた同年３月



ごろの時点において、社会保険庁は申立人の住所をＥ市Ｆ区として管理してい

たことが確認できる。 

一方、申立人の妻の記録をみると､手帳記号番号払出簿から、昭和 36 年 7

月 21日にＩ社会保険事務所から払い出された後、41年 12月 19日にＪ社会保

険事務所（現在は、Ｈ社会保険事務所）に移管されていることが確認でき、申

立期間において申立人とその妻では、管轄する社会保険事務所が違っていた。 

この場合、申立人の妻が夫婦二人分の保険料を一緒に支払っていたとする陳

述とは一致しない。 

また、申立期間当時、申立人が居住していたＣ市（現在は、Ｄ市）において

は申立人が国民年金被保険者として把握されていなかったことから、申立人か

ら保険料の収納が行われなかったと考えられる。 

   さらに、申立人は、国民年金加入手続及び住所変更手続について記憶が定か

でなく、また保険料納付したとする申立人の妻は保険料の納付方法等について

記憶が定かでない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で国

民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立人

に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情は見当たらず、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3153 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から同年 12月まで 

    昭和 53年３月 27日以後は、妻が、私の国民年金保険料を３か月ずつ納付

書により銀行で納付していた。 

それなのに、申立期間の保険料が未納と記録されているのは、納得できな

いので納付済みに訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年３月以後、申立人の妻が申立人に係る申立期間の国民

年金保険料を３か月ずつ現年度納付したと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の申立人に係る特殊台帳を見ると、申立人の国民年

金手帳記号番号は、申立人の居所が不明で国民年金保険料も納付されていない

として、昭和 52 年３月に不在決定されており、その後、申立人が国民年金保

険料を納付できる状況になったのは、申立人の所持する国民年金手帳及び特殊

台帳の住所変更記録から、申立人がＡ市に国民年金の住所変更手続を行った

54年３月以降であると推認される。 

したがって、申立人が申立期間の国民年金保険料を現年度納付するためには、

市役所の窓口で、通常の納付書とは異なる手書きの納付書の発行を受け、これ

により、昭和 54 年３月又は同年４月に保険料納付を行う必要があったが、申

立人の保険料を納付したとする申立人の妻の申立期間の保険料納付に関する

記憶は曖昧
あいまい

であり、また、申立人自身は、当該保険料の納付に関与していない

ため、申立期間の保険料の納付状況は明確でない。 

また、申立人の妻が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間の保険料が納付されているこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3154 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年１月から 50年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：   

生 年 月 日       ： 昭和 14年生 

        住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から 50年５月まで 

私は、昭和 43年 12月にそれまで勤めていた会社を退職し、兄の経営する

会社に就職したが、厚生年金保険の適用事業所では無かったため、国民年金

に加入することとした。 

加入手続は、妻が昭和 44 年１月にＡ市役所Ｂ出張所で行い、その場で１

年分の国民年金保険料を前納した。その後の保険料も、妻が、市から送付さ

れてくる納付書で、１年分ずつ前納した。納付し始めたころの保険料は月額

1,000円で、１年分前納すると１か月分が割引されたと記憶している。 

申立期間の保険料は間違いなく納付しているので、納付済期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年１月にＡ市役所Ｂ出張所で国民年金に加入し、加入

後は、１年ごとの前納により、申立期間の国民年金保険料を納付したと申し

立てている。 

しかし、申立人に係る社会保険庁の年金記録をみると、申立人が国民年金

に加入した記録は無く、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿にも、

申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された記録は見当たらない。 

また、各種読み方による氏名検索も行ったが、申立人に国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

さらに、申立人が国民年金加入手続を行ったとするＡ市、及び戸籍の附票

により申立人が申立期間内に居住していたことが確認できるＣ市に、申立人

に係る国民年金被保険者名簿は無く、申立人の国民年金加入及び申立期間の

国民年金保険料の納付は確認できない。 



そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間の保険料が納付されてい

ることをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3155 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年 11 月から 45年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年 11月から 45年３月まで 

私は、昭和 42年 11月から国民年金保険料をＡ市にあった当時の勤務先の

Ｄ業店において、同僚と一緒に国民健康保険料と併せて集金人に納付してい

た。それなのに未納とされているのはおかしい。金額は月 100円ぐらいだっ

たと思うが領収書等は残っておらず、集金人に言われてそのまま納付を始め

たので、市役所での加入手続には行かず、手帳も受け取った記憶は無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42年 11月ごろから、Ａ市の勤務先において、国民健康保険

料とともに国民年金保険料を集金人に納めていたはずであると申し立ててい

る。 

そこで、申立人の加入記録をみると、申立人の手帳記号番号は、昭和 45 年

５月 26 日に払い出されていることが同払出簿から確認できる。この場合、払

出時点では、申立期間の一部は時効により、既に納付できない期間になってい

るほか、加入手続前の 42年 11月ごろから納付を開始したとする申立人の陳述

とは符合しない。 

また、申立人の住所履歴を見ると、昭和31年４月から43年９月まではＢ市、

同年９月以降はＣ市であることが戸籍の附票から確認でき、Ａ市に住民票が存

在した形跡は見当たらない。一方、Ａ市では、同市に住民票の無い者から集金

人が保険料を収納する取り扱いは行っていなかったとしており、申立人の陳述

とは符合しない。 

さらに、Ａ市では、当時、印紙検認方式により保険料収納を行っており、年

金手帳の交付も受けないまま納付したとする申立人の陳述に不自然さは否め

ない。 

加えて、別の年金手帳による納付の可能性を確認するため、別読みによる氏

名検索を行うとともに、申立期間当時の居住地を管轄する社会保険事務所にお



いて同払出簿の縦覧調査を行ったが、その存在をうかがわせる痕跡
こ ん せ き

は認められ

なかったほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらな

かった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3156 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年６月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 54年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 53 年ごろ、市の職員から国民年金の加入勧奨を受け

た。また、その際、今なら過去の未納分もさかのぼって納付できるとのこと

だったので前夫と相談して夫婦で夫婦二人分を一括納付した。それなのに未

納があるのはおかしい。加入手続は前夫が行い、一括納付も前夫が納めてく

れたので金額、納付方法及び納付場所は分からない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年ごろ、特例納付により申立期間の保険料は一括納付し

たはずであると申し立てている。 

そこで夫婦の加入手続時期をみると、手帳記号番号の払出年月日から申立人

は昭和 54 年５月、前夫は同年４月であることが確認でき、当時は、第３回特

例納付が可能な時期に当たっていたものの、市の被保険者名簿及び社会保険庁

の特殊台帳いずれの記録においても、夫婦共に特例納付がなされた形跡はみら

れない。 

また、夫婦二人分を一緒に納付したとする前夫の納付記録をみると、昭和

53 年度の保険料を現年度納付していることが特殊台帳から確認でき、加入後

直ちにまとめ払いを行ったものと推定できる。この点については、加入年度に

35 歳を迎える前夫については、このまとめ払いを行わなかった場合、60 歳に

達するまで 303か月の加入期間しか無く、４か月の未納が生じると受給権が確

保できない状況であったことからなされたものと推定できる。一方、前夫より

３歳若い申立人にはその必要性は乏しかった。 

さらに、別の年金手帳による納付の可能性について確認するため、氏名検索

のほか、申立期間当時の住所地を管轄する社会保険事務所において記号番号払

出簿の縦覧点検を行ったがその存在は確認されなかった。 

加えて、申立人は、保険料納付に直接関与しておらず、納付金額及び納付方



法をめぐる記憶が定かでないほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺

事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年６月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年６月から 40年３月まで 

昭和 36 年６月にＡ市に引っ越した後、市の集金人が自宅に訪れ、国民年

金に未加入であるとのことで加入を勧められ、最初は断っていたが、しばら

くして夫婦二人で加入することになり、既に未納になっている保険料も徐々

に納めていけばよいと言われたので、当月分と併せた複数月分を夫婦二人分

を合わせて分割で集金人に納め完納した。それなのに未納とされているのは

おかしい。次男が高校に入学した 39 年ごろには既に納付を開始し、当初保

険料は一人あたり月額 100 円ぐらいで複数月分の合計は千円に満たない額

であったと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、遅くとも昭和 39 年ごろには加入手続を行い、既に未納となって

いた分を含め継続的に集金人に納付していたので、申立期間の未納扱いとされ

ていることに納得できないと申し立てている。 

そこで、申立人の加入手続時期についてみると、昭和 42 年７月に国民年金

手帳記号番号の払出しを受けていることが同払出簿の記録から確認できる。こ

の場合、払出時点では、申立期間の保険料は時効の成立により、既に納付でき

ない期間になっているほか、39 年ごろには納付を開始していたとする申立人

の陳述とは符合しない。 

また、申立人の納付記録をみると、申立期間直後の 36 か月の保険料につい

て、加入後の昭和 47 年４月、同年５月及び同年６月の３度に分け、特例納付

していることが市の被保険者名簿から確認できる。申立人はこの納付を行った

上、以降 60 歳に達するまでの間納付を継続することによって、初めて受給権

確保に必要な 168月の納付期間を確保できる状況であった。 

さらに、特例納付が無年金者の救済措置として設けられた制度である点を踏

まえると、申立人は、受給権確保の観点からなされた行政側による特例納付を



前提とした加入勧奨を受け、これら特例納付を行ったと考えるのが相当である。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別

読みを含む氏名検索を行うとともに、管轄社会保険事務所において、同払出簿

の縦覧調査を行ったが、その存在をうかがわせる痕跡
こ ん せ き

は認められず、申立期間

の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年９月から 57年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年９月から 57 年２月まで 

私は、昭和 53年９月ごろに国民年金の加入手続をし、私の銀行口座から

の振替により月額 8,000円ぐらいの保険料を納めていた。 

その時の領収書は紛失してしまったが、確かに納めたので、納付記録が無

く未納とはどうしても考えられず、納付の事実を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金納付記録をみると、昭和 46年１月 28日に新規に国民年金

の資格を取得し、厚生年金保険加入に伴い同年５月１日に資格を喪失、その後

は、平成 12年５月まで再取得していないことが、申立人が所持する年金手帳、

市の被保険者名簿・被保険者カード及び社会保険庁の電算記録から確認できる。

この場合、申立期間は未加入期間となるため、制度上、保険料を納付すること

はできない。 

また、申立人は申立期間の国民年金保険料を口座振替で納めたとしているが、

申立人の当時の住所地において、口座振替による保険料納付が可能となったの

は申立期間より後の昭和 59 年４月からであり、申立期間の保険料を口座振替

することはできない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別

読みによる氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所の

同払出簿の内容をすべて確認したが、その存在をうかがわせる事情は確認され

ず、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年８月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月から 48 年３月まで 

昭和 43年にそれまで勤めていた会社を辞めてすぐのころ、母親に勧めら

れてＡ市Ｂ区役所で加入手続をし、何百円ぐらいかの保険料を区役所の窓口

で毎月納めてきた。 

夫との同居を契機に昭和 44年６月にＣ市に引っ越してからは、詳しいこ

とは忘れてしまったが、集金人及び市役所の窓口に夫婦二人分を継続して納

めてきたのは間違いなく、申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の加入手続時期をみると、夫との同居を契機に昭和 44 年６月にＡ市

からＣ市(現在は、Ｄ市)へ転居後、４年以上を経過した 48年 11月に国民年金

手帳記号番号の払出しを受けていることが同払出簿から確認できる。この場合、

払出時点では、申立期間の一部は時効により、既に納付できない期間になって

いるほか、43 年に転居前のＡ市で加入手続を行ったとする申立人の陳述とは

符合しない。 

また、申立期間の一部について、過年度納付は可能であったものの、その場

合、集金人及び役場で現年度納付していたとする陳述とは符合しない。 

さらに、仮に申立人の陳述どおり、申立期間の保険料をＡ市及びＣ市で集金

人及び市役所で現年度納付していた場合、申立人は、既に手帳記号番号を所持

していたにもかかわらず、同市において新たに手帳記号番号の払出しを受けた

こととなり、不自然さは否めない。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別読みによ

る氏名検索を行ったほか、申立期間当時の住所地を管轄する社会保険事務所の

同払出簿の内容をすべて確認したが、その存在をうかがわせる事情は確認され

ず、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年３月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年３月から 41 年３月まで 

    私は、昭和 39年２月に結婚し、同年３月に国民年金に加入するとともに、

同月から私が主人の分と併せて夫婦二人分の保険料を納めていたので、申立

期間が未納とされているのは納得できない。 

当時、区役所の人と思うが、３か月に一度自宅に集金に来ていた。私の名

前の読み方を間違えていたので、何度も訂正を求めたが、番号は間違ってい

ないと言われ、訂正してもらえず不愉快だった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39 年３月に国民年金に加入するとともに、同月から申立人

が夫の分と併せて夫婦二人分の保険料を納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金納付記録をみると、昭和 39年７月 23日付け強制

加入として初めて資格を取得していることが、申立人が所持する国民年金手帳

及び社会保険庁の特殊台帳から確認できる。この場合、申立期間のうち、同年

３月から同年６月までは未加入期間となり、制度上、保険料を納付することは

できない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、自身が所持する

同手帳の発行日が昭和 41 年６月１日であることから、同年６月ごろと推察で

きる。この点については、同手帳の検認記録欄が昭和 41 年度から作成されて

いる状況と整合しており、昭和 39 年３月に国民年金に加入したとする申立人

の陳述と符合しない。なお、申立人の夫は、婚姻前の 36 年７月に手帳記号番

号の払出しを受けていることが同払出簿から確認できる。 

さらに、申立人の同手帳記号番号の払出時点では、申立期間について過年度

納付は可能であったものの、夫婦二人分を一緒に納付したとする夫のこの間の

保険料は現年度納付であることが夫が所持する国民年金手帳の記録から確認

でき、夫婦二人分を一緒に市の集金人に現年度納付していたとする申立人の陳

述とは符合しないほか、市では過年度保険料を取り扱っておらず、この点にお



いても陳述とは符合しない。 

加えて、申立人の同手帳記号番号が払い出された昭和 41 年度についてみる

と、申立人の保険料は、昭和 42年２月 24日に一括納付されていることが年金

手帳の検認印から確認できる一方、申立人の夫は、41 年５月、同年８月、同

年 11月及び 42年２月と、３か月単位で納付されていることが確認でき、夫婦

二人分の納付日は相違している。なお、昭和 42 年度から夫が厚生年金保険に

加入する直前の昭和 45 年１月までは、陳述どおり夫婦同一日に保険料が納付

されていることが検認印から確認できる。 

これらの点を踏まえると、申立人の夫は婚姻前の昭和 36 年度に国民年金に

加入し、申立期間を含め継続的に現年度納付していたが、申立人は、婚姻から

２年程度経過後の 41年度に加入し、同年度分をまとめ払いした後、翌 42年度

から夫婦二人分を一緒に集金人への納付を開始したと考えるのが相当である。 

また、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別読みを含む

氏名検索を行ったが、その形跡は見当たらなかったほか、申立期間の保険料納

付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3161 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年９月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月から 43年３月まで 

    私は、昭和 38年８月に銀行を退職して、実家の商店を手伝うようになり、

母が私の国民年金の加入手続をしてくれた。 

    私の保険料は、私が結婚するまで、母が両親の保険料と一緒に集金人に納

付してくれていたのに、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接

関与しておらず、結婚するまで申立人の保険料を納付していたとする申立人の

母親も既に高齢のため、当時の具体的な納付状況等は不明である。 

   そこで、申立人に係る区の被保険者名簿を見ると、結婚後の昭和 43 年 12

月 18日に加入手続が行われ、同日に申立期間直後の同年４月から同年 12月ま

での保険料を現年度納付していることが確認できる。この時点において、申立

期間の保険料は、時効により納付することができない期間を含む過年度保険料

であり、基本的に、現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付することがで

きなかったものと考えられる上、申立人は、申立人自身が過去の保険料をまと

めて納付した記憶は無いと陳述していることからも、社会保険庁の記録どおり、

同年４月から申立人の保険料の納付が開始されたものとみるのが自然である。 

また、申立人の母親が、申立てどおり、申立人の保険料を集金人に納付する

ためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間

に係る手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、

申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

は見当たらなかった。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3162 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年６月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年６月から 45年３月まで 

    私は、26 歳の夏ごろに住み込みで理髪店に就職し、その時、店長に教え

てもらい国民年金に加入した。加入した時のことは覚えていないが、私が、

店に客として来ていた郵便局員に、ほかの掛け金とともに国民年金保険料と

して毎月 600円を納付していたことは覚えている。店長も、同じ郵便局員に

保険料を納付していた。また、情報の入手先は定かでないが、２年間さかの

ぼって保険料を納付することができることを知り、納付を始めて間もないこ

ろに、同じ郵便局員に、私が 24歳の６月である昭和 40年６月までさかのぼ

って２年分の保険料を納付したことを覚えている。 

上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、26 歳の夏ごろ国民年金に加入し、店に客として来ていた郵便局

員に、ほかの掛け金とともに国民年金保険料として毎月 600円を納付していた

と申し立てているが、申立期間当時、Ａ市における国民年金保険料の徴収方法

は、国民年金手帳に印紙を貼付
ちょうふ

する印紙検認方式であり、郵便局員が国民年金

保険料を集金していた事実は確認できないことから、申立人が毎月納付してい

たとする 600円は、国民年金保険料以外のものであったとみるのが自然である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、申立人が 28 歳

であった昭和45年７月16日に払い出されていることが手帳記号番号払出簿に

より確認でき、申立人の所持する国民年金手帳の発行日とも一致していること

から、このころに、申立人が国民年金の加入手続を行ったものと推定される。

この時点において、申立期間のうち、43 年３月以前の保険料は、時効により

納付することができなかったものと考えられるほか、申立人は、納付を始めて

間もないころに、同じ郵便局員に過去２年分の保険料をさかのぼって納付した

と申し立てているが、それが郵便局員でなく、区役所の集金人であったとして

も、基本的に、現年度保険料しか取り扱わない集金人に、加入手続時点におい



て過年度保険料であった43年４月から45年３月までの保険料を納付すること

はできなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人が、申立てどおり、申立期間の保険料を納付するためには、

別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る手帳

記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に

対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らなかった。 

加えて、申立人は、国民年金に加入当時の状況及び過去２年分の保険料を納

付した際の納付金額等について記憶があいまいである上、申立人が申立人と同

様に同じ郵便局員に保険料を納付していたとする理髪店の店長も既に亡くな

っているため、当時の具体的な納付状況等は不明である。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3163 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの期間及び 45年４月から 46年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年３月まで 

             ② 昭和 45年４月から 46年３月まで 

    私は、結婚前から国民年金に加入しており、結婚後は妻も国民年金に加入

した。それ以来、妻が、夫婦二人分の保険料を自宅に来ていた集金人に納付

し、国民年金手帳に印鑑を押してもらっていた。その手帳をみると、上記期

間の年度についても右側の用紙が割り印して切り取られているので納付し

ていると思う。特に、昭和 45 年度については、その前後の年度が納付済み

となっており、妻が、この期間だけ納付しないはずがない。 

    上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、所持する国民年金手帳の右側にある国民年金印紙検認台紙が割り

印されて切り取られていることを根拠として、申立期間①及び②の保険料につ

いても納付していたはずであると申し立てているが、申立期間①及び②当時、

Ａ市における国民年金保険料の徴収方法は、印紙による手帳検認方式であり、

保険料を納付した場合、集金人がその都度、国民年金手帳右側の印紙検認台紙

に納付期間に相応する印紙を貼付
ちょうふ

するとともに、同手帳左側の印紙検認記録欄

に納付日の入った検認印を押すものとされ、また、当該年度の保険料が現年度

保険料の納付期限を超えているものについては、印紙納付ができないため、保

険料の納付の有無にかかわらず、基本的に、集金人が右側の印紙検認台紙に割

り印の上、これを切り取って持ち帰るものとされている。 

そこで、申立人の所持する夫婦二人分の国民年金手帳の印紙検認記録欄を見

ると、ともに、申立期間①である昭和 36年度から 38年度までの期間及び申立

期間②である 45 年度には、印紙により現年度納付していたことを示す検認印

が無く、納付記録のあるその他の期間については、一部の期間を除き、各月ご

とに納付日の入った検認印が確認できる。 



   また、申立期間①について、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号の払出時期

を調査すると、昭和 39 年８月４日に連番で払い出されていることが手帳記号

番号払出簿により確認でき、国民年金手帳の発行日とも一致している上、夫婦

共に、同日付けで申立期間直後の同年４月から同年６月までの保険料を納付し

たことを示す検認印が確認できることから、申立人夫婦の国民年金の加入手続

は、この日に行われたものと推定できる。この時点において、申立期間①の保

険料は、時効により納付することができない期間を含む過年度保険料であり、

基本的に、現年度保険料しか取り扱わない区役所又は区役所の集金人に印紙に

より納付することができなかったものと考えられる。したがって、印紙納付が

できない昭和 36年度から 38年度までの印紙検認台紙については、加入手続の

際に、白紙のまま割り印の上、切り取られたものとみるのが自然である。 

   さらに、申立人の妻が申立期間①の保険料を納付するためには、別の国民年

金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間①に係る手帳記号番号

払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人夫婦に対し、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

かった。 

次に、申立期間②について、申立人夫婦の国民年金手帳の納付日を見ると、

すべて同一日に納付していることが確認できる上、申立人の妻が厚生年金保険

に加入した昭和 53 年６月までの夫婦二人分の社会保険庁の納付記録をみても、

過年度納付を行った期間及びほかの未納期間を含めてすべて一致しているこ

とから、申立てどおり、夫婦一緒に夫婦二人分の保険料を納付していたことが

うかがえるところ、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人の

妻も申立期間②は未納となっている。 

また、申立人夫婦共に、申立期間②である昭和 45 年度の印紙検認台紙は、

昭和46年４月から同年６月までの保険料を納付した同年７月10日とみられる

検認印で割り印の上、切り取られており、この時点において、申立期間②の保

険料は、既に現年度の納付期限を過ぎており、申立人の妻は、当該期間の保険

料を集金人に納付することができなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の妻は、加入当時の状況及び保険料を過去にさかのぼって納

付したかどうかについて記憶が曖昧
あいまい

であることから、当時の具体的な納付状況

等は不明である上、申立人の妻が申立期間①及び②の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間①及び②の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3164 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの期間及び 45年４月から 46年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年３月まで 

             ② 昭和 45年４月から 46年３月まで 

    夫は、結婚前から国民年金に加入しており、結婚後は私も国民年金に加入

した。それ以来、私が、夫婦二人分の保険料を自宅に来ていた集金人に納付

し、国民年金手帳に印鑑を押してもらっていた。その手帳をみると、上記期

間の年度についても右側の用紙が割り印して切り取られているので納付し

ていると思う。特に、昭和 45 年度については、その前後の年度が納付済み

となっており、私が、この期間だけ納付しないはずがない。 

    上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、所持する国民年金手帳の右側にある国民年金印紙検認台紙が割り

印されて切り取られていることを根拠として、申立期間①及び②の保険料につ

いても納付していたはずであると申し立てているが、申立期間①及び②当時、

Ａ市における国民年金保険料の徴収方法は、印紙による手帳検認方式であり、

保険料を納付した場合、集金人がその都度、国民年金手帳右側の印紙検認台紙

に納付期間に相応する印紙を貼付
ちょうふ

するとともに、同手帳左側の印紙検認記録欄

に納付日の入った検認印を押すものとされ、また、当該年度の保険料が現年度

保険料の納付期限を超えているものについては、印紙納付ができないため、保

険料の納付の有無にかかわらず、基本的に、集金人が右側の印紙検認台紙に割

り印の上、これを切り取って持ち帰るものとされている。 

そこで、申立人の所持する夫婦二人分の国民年金手帳の印紙検認記録欄を見

ると、ともに、申立期間①である昭和 36年度から 38年度までの期間及び申立

期間②である 45 年度には、印紙により現年度納付していたことを示す検認印

が無く、納付記録のあるその他の期間については、一部の期間を除き、各月ご

とに納付日の入った検認印が確認できる。 



   また、申立期間①について、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号の払出時期

を調査すると、昭和 39 年８月４日に連番で払い出されていることが手帳記号

番号払出簿により確認でき、国民年金手帳の発行日とも一致している上、夫婦

共に、同日付けで申立期間直後の同年４月から同年６月までの保険料を納付し

たことを示す検認印が確認できることから、申立人夫婦の国民年金の加入手続

は、この日に行われたものと推定できる。この時点において、申立期間①の保

険料は、時効により納付することができない期間を含む過年度保険料であり、

基本的に、現年度保険料しか取り扱わない区役所又は区役所の集金人に印紙に

より納付することができなかったものと考えられる。したがって、印紙納付が

できない昭和 36年度から 38年度までの印紙検認台紙については、加入手続の

際に、白紙のまま割り印の上、切り取られたものとみるのが自然である。 

   さらに、申立人が申立期間①の保険料を納付するためには、別の国民年金手

帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間①に係る手帳記号番号払出

簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人夫婦に対し、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなか

った。 

次に、申立期間②について、申立人夫婦の国民年金手帳の納付日を見ると、

すべて同一日に納付していることが確認できる上、申立人が厚生年金保険に加

入した昭和 53 年６月までの夫婦二人分の社会保険庁の納付記録をみても、過

年度納付を行った期間及びほかの未納期間を含めてすべて一致していること

から、申立てどおり、夫婦一緒に夫婦二人分の保険料を納付していたことがう

かがえるところ、申立人が一緒に夫婦二人分の保険料を納付していたとする申

立人の夫も申立期間②は未納となっている。 

また、申立人夫婦共に、申立期間②である昭和 45 年度の印紙検認台紙は、

昭和46年４月から同年６月までの保険料を納付した同年７月10日とみられる

検認印で割り印の上、切り取られており、この時点において、申立期間②の保

険料は、既に現年度の納付期限を過ぎており、申立人は、当該期間の保険料を

集金人に納付することができなかったものと考えられる。 

さらに、申立人は、加入当時の状況及び保険料を過去にさかのぼって納付し

たかどうかについて記憶が曖昧
あいまい

であることから、当時の具体的な納付状況等は

不明である上、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間①及び②の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3165 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私の国民年金保険料の納付については、妻に任せていたのでよく分からな

いが、妻から、申立期間に係る夫婦二人分の保険料は、近所に住んでいた妻

の母に依頼して納付してもらっていたと聞いている。 

未納とされているのでよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻から、申立期間に係る夫婦の保険料は妻の母親に依頼

して納付してもらっていたと聞いていると申し立てていることから、夫婦共に

納付に直接関与しておらず、夫婦二人分の保険料を納付していたとする妻の母

親も既に亡くなっているため、当時の具体的な納付状況は不明である。 

また、申立人の妻は、妻の母親が自身の保険料については、わずかな期間し

か納付できないので納付を止めたと言っていたと陳述しており、妻の母親の納

付記録をみても、申立期間を含む被保険者期間すべてにおいて未納である上、

一緒に夫婦二人分の保険料を納付してもらっていたとする申立人の妻も申立

期間は未納となっている。 

さらに、申立期間は２年であり、この間、申立人夫婦の納付記録が同時に、

かつ、連続して欠落するとは考え難い。 

加えて、申立人は、当時の国民年金手帳は、昭和 50年又は 51年ごろに起き

た近所の火災の際に紛失したとしているほか、妻の母親が申立期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3166 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年４月から 53年３月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年３月まで 

    私は、昭和 52年４月から同年９月までの期間及び同年 10月から 53年３

月までの期間の市役所の国民年金保険料領収証書と52年４月から53年３月

までの社会保険事務所の国民年金保険料領収証書を所持している。 

  昭和 52 年度の国民年金保険料を２回納付しているので、１回分の保険料

を還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る現年度保険料の領収証書及び過年度保険料の領収

証書を所持していることから、申立期間については、当時、重複して納付され

ていたことが認められる。 

そこで、申立人に係る社会保険庁の過誤納記録を見ると、平成９年５月 29

日に、重複して納付された申立期間の保険料２万 6,400円の還付決議が行われ

るとともに、同年６月 12 日にＡ銀行Ｂ支店の申立人の口座に振込支払された

ことが確認でき、社会保険事務所に保管されている当時の還付整理簿に記載さ

れた内容とも一致している。また、Ａ銀行の取引明細票においても、社会保険

事務所から申立人の預金口座に同年６月 12日付けで２万 6,400 円が入金され

ていることが確認できることから、申立人に申立期間の保険料が還付されてい

たことを疑う事情は見当たらない。 

  しかし、申立人の妻は、この還付金について、申立人に係る申立期間の保険

料の還付金では無く、申立人の妻自身の昭和 49 年度における厚生年金保険と

国民年金保険料との重複納付による還付金であると主張し、平成９年６月ごろ

に、申立人の妻が自身で還付手続を行い受け取ったものであるとしているが、

申立人の妻の主張どおりとすれば、その還付金額は１万 1,400円となり符合し

ない。 

また、申立人の妻についてみると、厚生年金保険に加入した昭和 49 年４月

１日に国民年金の資格を喪失したことが、申立人の妻の所持する国民年金手帳



の資格の取得及び喪失欄の記載及び社会保険庁の記録により確認できるとと

もに、それまで未納であった同年１月から同年３月までの保険料を、厚生年金

保険に加入中である同年６月５日に過年度納付していることが所持する領収

証書により確認できることから、このころに、申立人の妻に係る国民年金の資

格喪失手続が行われたものとみるのが自然であり、申立人の妻が、厚生年金保

険の加入中にあえて自身の昭和 49年度の保険料を納付するとは考え難い。 

さらに、申立人の妻が自身の昭和 49 年度の保険料を納付していたこと及び

還付されていたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほか

に申立人の妻に係る同年度の保険料が納付され、かつ、還付されていたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を還付されていないものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3167 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 10 月から 43 年３月までの期間、45 年４月から 52 年３

月までの期間及び62年８月から同年10月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住        所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 41年 10月から 43年３月まで 

           ② 昭和 45年４月から 52年３月まで 

                     ③ 昭和 62年８月から同年 10月まで 

   申立期間①については、Ａ区役所又はＢ市役所のどちらかで、夫婦一緒に、

夫婦二人分の国民年金の加入手続をして、保険料については、夫婦で役所に

出向き夫婦二人分を納付したはずである。 

申立期間②の保険料については、最初の１回だけは集金人に納付して、そ

の後の保険料はＣ区役所に夫婦で出向き夫婦二人分を納付したはずである。 

申立期間③の保険料についても、夫婦一緒にＣ区役所に出向き夫婦二人分

を納付したはずであり、未納であるのは納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料をすべて、区役所で納付したと申し立

てているが、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記

号番号は、Ａ区において夫婦連番で昭和 43年５月 14 日に払い出されており、

この手帳記号番号払出時点において、少なくとも申立期間①の国民年金保険料

は過年度保険料となり、区役所で納付することはできず、また、保存されてい

る区の被保険者名簿を見ても、申立期間①の保険料は未納となっている。 

次に、申立期間②について、特殊台帳を見ると、昭和 51年度の納付欄に「52

催、53 催」の事蹟
じ せ き

が確認できることから、少なくとも同年度の国民年金保険

料は、当初納付していなかったことが推認できるが、申立人は、保険料を過年

度納付した記憶は無いとしている。 

さらに、申立期間②は 84 か月に及んでおり、これだけの長期間にわたり国

民年金保険料収納及び記録管理において事務的過誤が連続されたとは考え難

い。 

次に、申立期間③について、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替



手続を行った記憶は無いとしており、また、申立人の妻の社会保険事務所の被

保険者納付記録をみると、昭和 62年８月 13日付けで第３号被保険者資格を喪

失し、第１号被保険者資格を取得しているが、実際の手続日は、その約９年後

の平成８年６月 12 日であることが確認できることから、当該期間の国民年金

保険料は納付していなかったと考えるのが自然である。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記

号番号の払出しの有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及

び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立期間①、②及び③の国民年金保険料納付をめぐる事情等を酌

み取ろうとしても、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3168 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 10 月から 43 年３月までの期間、45 年４月から 52 年３

月までの期間及び62年８月から同年10月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住        所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 41年 10月から 43年３月まで 

           ② 昭和 45年４月から 52年３月まで 

                     ③ 昭和 62年８月から同年 10月まで 

   申立期間①については、Ａ区役所又はＢ市役所のどちらかで、夫婦一緒に、

夫婦二人分の国民年金の加入手続をして、保険料については、夫婦で役所に

出向き夫婦二人分を納付したはずである。 

申立期間②の保険料については、最初の１回だけは集金人に納付して、そ

の後の保険料はＣ区役所に夫婦で出向き夫婦二人分を納付したはずである。 

申立期間③の保険料についても、夫婦一緒にＣ区役所に出向き夫婦二人分

を納付したはずであり、未納であるのは納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料をすべて、区役所で納付したと申し立

てているが、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記

号番号は、Ａ区において夫婦連番で昭和 43年５月 14 日に払い出されており、

この手帳記号番号払出時点において、少なくとも申立期間①の国民年金保険料

は過年度保険料となり、区役所で納付することはできず、また、保存されてい

る区の被保険者名簿を見ても、申立期間①の保険料は未納となっている。 

次に、申立期間②について、特殊台帳を見ると、昭和 51年度の納付欄に「52

催、53 催」の事蹟
じ せ き

が確認できることから、少なくとも同年度の国民年金保険

料は、当初納付していなかったことが推認できるが、申立人は、保険料を過年

度納付した記憶は無いとしている。 

さらに、申立期間②は 84 か月に及んでおり、これだけの長期間にわたり国

民年金保険料収納及び記録管理において事務的過誤が連続されたとは考え難

い。 

次に、申立期間③について、申立人の夫は、厚生年金保険から国民年金への



切替手続を行った記憶は無いとしており、また、申立人の社会保険事務所の被

保険者納付記録をみると、昭和 62年８月 13日付けで第３号被保険者資格を喪

失し、第１号被保険者資格を取得しているが、実際の手続日は、その約９年後

の平成８年６月 12 日であることが確認できることから、当該期間の国民年金

保険料は納付していなかったと考えるのが自然である。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記号

番号の払出しの有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立期間①、②及び③の国民年金保険料納付をめぐる事情等を酌み

取ろうとしても、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3169 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年９月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年９月から 49年３月まで 

    時期ははっきりとは覚えていないが、亡くなった夫がＡ銀行Ｂ支店又はＣ

銀行Ｄ支店の窓口で、納付書により 20万から 30万円ぐらいの保険料をさか

のぼって納付した。保険料については、私の厚生年金保険の脱退手当金及び

退職金を充当した。 

申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、時期は不明であるが、亡夫が申立期間の国民年金保険料をさかの

ぼって一括して納付してくれたと申し立てている。 

しかしながら、申立人は、厚生年金保険脱退手当金を受給済みである昭和 34

年４月から 44年 12月までは厚生年金保険の加入期間であったため、申立期間

のうち、38年９月から 44年 12月までの期間は、制度上、国民年金保険料を納

付することはできない。       

また、申立人は、申立期間である昭和 38年９月から 49年３月までの期間の

国民年金保険料として 20万円から 30万円を納付したと申し立てているが、仮

に、申立期間以後に実施された第２回又は第３回特例納付制度を利用した場合

の保険料は、それぞれ 11万 4,500円又は 50万 8,000円であり、いずれも申立

ての金額と一致しない。  

この点について、Ｅ市では年金受給権確保の観点から、35歳以上の者で 60

歳に到達するまでの間について未納無く納付したとしても年金受給資格期間

が不足する者を対象に、特例納付の勧奨を行っていたところ、国民年金手帳記

号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は夫婦連番で昭和 50

年 1月 10日に払い出されており、この手帳記号番号払出時点において申立人

は 31歳であったことから、その対象者では無く、特殊台帳を見ても、特例納

付の勧奨を受けた事蹟
じ せ き

及び特例納付を行った事蹟
じ せ き

は見当たらない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手



帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料納付に関与しておらず、納付

を担っていた夫は他界していることから、申立人から申立期間の国民年金保険

料納付をめぐる事情を酌み取ろうとしても、新たな周辺事情等を見いだすこと

はできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3173 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年９月から 43年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年９月から 43年 12月まで 

    私は、独身時代のことなので記憶は定かでないが、Ａ市役所指定のＤ業店

に住み込みで勤務していた当時、客で ある市職員に国民年金に早く入ったほ

うがよいと言われたので、国民年金に加入した。その後、Ｂ市Ｃ区のＤ業店

に変わったときも、そのＤ業店は区役所指定であったが、どちらも女性の集

金人が店に来ており、年金手帳に印鑑を押してもらっていた。 

    申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市のＤ業店に住み込みで勤務していた当時、客の市職員に勧め

られて国民年金に加入したと申し立てているが、その具体的な加入時期及び手

続等の状況について記憶が曖昧
あいまい

である。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、Ｂ市Ｃ区

において昭和 41 年度の適用対策により払い出されていることが手帳記号番号

払出簿により確認できる。この時点において、申立期間のうち、昭和 41 年３

月以前の保険料は、時効により納付できない期間を含む過年度保険料であり、

基本的に現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付することができなかっ

たものと考えられる。 

   また、結婚後に再交付されたとみられる申立人の所持する昭和 44年１月 17

日発行の国民年金手帳を見ると、申立期間のうち、41 年４月から 43 年 12 月

までの検認記録欄には、現年度納付を行ったことを示す検認印が無く、申立期

間直後の44年１月から同年３月までの欄に同年３月17日の検認印が確認でき

ることから、申立人は、このころから保険料の納付を開始したものと考えられ

る上、申立人から、当時において保険料を過去にさかのぼってまとめ払いした



とする明確な陳述を得ることはできなかった。 

   さらに、申立人が、申立てどおり、申立期間の保険料を集金人に納付するた

めには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、手帳記号番

号払出簿の内容をすべて確認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

かった。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3174 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年 10月から 58年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 10月から 58年 11月まで 

    私は、当時、収入が無く、申立期間の保険料を納付することができなかっ

たが、昭和 58年 12月に会社に就職し、収入が安定してきたので、時期は定

かでないが、社会保険事務所に電話相談したところ、今からでも納付できる

と言われ、送られてきた納付書により、59 年中に 30 万円から 40 万円の保

険料を分割納付した。 

    申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、前後の手帳記号番

号の被保険者の状況から、平成６年ごろに払い出されたものと推測されるとと

もに、申立人の国民年金の納付記録をみると、同年 10 月６日に、申立期間の

国民年金被保険者資格が、さかのぼって追加されていることが確認できること

から、このころに、申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと考えら

れる。したがって、この時点において、申立期間の保険料は、時効により納付

することができない上、申立人が申立期間の保険料を納付したとする昭和 59

年当時において、申立期間は、記録上、国民年金の未加入期間であり、保険料

を納付することができなかったものと考えられる。 

   また、申立人が、申立てどおり、昭和 59 年ごろに申立期間の保険料を納付

するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立

期間当時の手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行っ

たが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情は見当たらなかった。 

   さらに、申立期間に係る保険料の合計金額は、13 万 6,280 円であり、申立



人が分割納付したとする金額と大きく異なっている。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3175 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和59年６月から60年９月までの期間並びに平成４年９月及び同

年 10 月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年６月から 60年９月まで 

             ② 平成４年９月及び同年 10月 

    私は、当時、婚約中であった妻の実家に同居しており、店舗を経営するた

め、昭和 59 年５月に会社を退職した。妻にも店舗を手伝ってもらうため、

翌月の同年６月に会社を退職してもらった。 

私は、開店準備で忙しく、妻に私の国民年金の加入手続と保険料の納付を

依頼していたので、詳しいことは分からないが、妻が夫婦二人分の保険料を

一緒に納付してきたのに、申立期間①について、夫婦二人で納付記録に差が

あるのはおかしい。 

また、申立期間①及び②が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、当時、婚約中であった同居の妻に依頼して、

申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたと申し立ててい

るところ、申立人の妻は、申立人の保険料について、昭和 59 年９月に、申立

期間①のうち、同年６月から同年９月までの４か月の保険料２万 4,880円をま

とめて納付し、翌月以降は自身の保険料と一緒に夫婦二人分を、同年 10 月か

ら 60年３月までの保険料については毎月 6,220円を納付し、同年４月から同

年９月までの保険料については毎月 6,740円を納付してきたと陳述している。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、昭和 61

年 10 月に払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認できること

から、申立人の国民年金の加入手続は、このころに行われたものと推定される。

したがって、申立人の保険料を納付してきたとする申立人の妻は、加入手続前



である 59年９月から 60年９月の間において、申立期間①の保険料を納付する

ことができなかったものと考えられる。 

また、Ａ市では当時、国民年金保険料の納付書は、基本的に３か月単位で作

成されており、昭和 59年 10月から保険料を毎月納付していたとする申立人の

妻の陳述内容と符合しない上、申立人の納付記録をみると、申立期間①直後の

60 年 10 月から 61 年３月までの保険料を過年度納付するとともに、同年４月

から現年度納付していることが確認できることから、申立人の保険料は、加入

手続が行われたとみられる同年 10 月以降に納付が開始されたものとみるのが

自然である。 

さらに、申立人の妻についてみると、国民年金の加入手続が行われたのは、

その国民年金手帳記号番号の払出時期から、昭和 60 年３月ごろと推定され、

加入時期において申立人と異なる上、59 年 10 月から 60 年３月までの保険料

を過年度納付していることから、同年５月以降に保険料の納付が開始されたも

のとみられ、納付開始時期においても申立人と相違していることが分かる。 

加えて、申立人の妻が、陳述どおり、昭和 59 年９月から申立人の保険料を

納付するためには、申立人に係る別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要で

あるところ、手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認し、各種の氏名検索を行

ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらなかった。 

申立期間②について、申立人の妻は、月額 9,700円の夫婦二人分の納付書を

社会保険事務所で作成してもらい、郵便局で夫婦二人分を一緒に納付したと陳

述しているところ、申立人の納付記録をみると、平成２年８月から厚生年金保

険に加入しているが、９年５月 19 日に、申立期間②が厚生年金保険の加入期

間でなかったことが判明し、第２号被保険者から国民年金保険料の納付を要す

る第１号被保険者に記録訂正されていることが確認できる。この時点において、

申立期間②の保険料は、時効により納付することができなかったものと考えら

れる。 

また、申立人の妻が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3176 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年７月から同年９月までの期間及び平成４年９月並びに同

年 10 月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年７月から同年９月まで 

             ② 平成４年９月及び同年 10月 

私は、昭和 59 年６月に会社を退職する際、会社から、退職後は国民年金

に加入するよう案内を受けていたので、さっそく区役所の年金課へ年金手帳

を持参して、手帳に国民年金の記号番号及び被保険者となった日を記入して

もらい、同年９月に申立期間①の３か月の保険料として１万 8,660円をまと

めて納付した。翌月の同年 10 月からは、夫の保険料と一緒に夫婦二人分を

毎月納付してきた。 

また、申立期間②の保険料は、月額 9,700円の夫婦二人分の納付書を社会

保険事務所で作成してもらい、私が郵便局で納付した。 

上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、会社を退職後、区役所で国民年金の加入手

続を行い、昭和 59 年９月に申立期間①の３か月の保険料をまとめて納付した

とし、翌月の同年 10 月から夫の保険料と一緒に夫婦二人分を毎月納付してき

たと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、昭和 60

年３月に払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認できること

から、申立人の国民年金の加入手続は、このころに行われたものと推定される。

したがって、申立人は、加入手続前である 59 年９月において、申立期間①の

保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、Ａ市では当時、国民年金保険料の納付書は、基本的に３か月単位で作



成されており、昭和 59年 10月から保険料を毎月納付してきたとする申立内容

と符合しない上、申立人の納付記録をみると、毎月納付してきたとする申立期

間①直後の同年 10 月から 60 年３月までの保険料を過年度納付するとともに、

同年４月から現年度納付していることが確認できることから、申立人の保険料

は、同年５月以降に納付が開始されたものとみるのが自然である。 

さらに、申立人が、申立てどおり、昭和 59 年９月から保険料を納付するた

めには、申立人に係る別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、

手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認し、旧姓を含めた各種の氏名検索を行

ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらなかった。 

申立期間②について、申立人の納付記録をみると、申立人の夫が厚生年金保

険に加入した平成２年８月から４年 10 月までの期間が第３号被保険者とされ

ていたところ、８年４月１日に、申立期間②が、夫の厚生年金保険の加入期間

でなかったことが判明し、国民年金保険料の納付を要する第１号被保険者に記

録訂正されていることが確認できる。この時点において、申立期間②の保険料

は、時効により納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資

料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3177 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年１月から 49年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から 49年６月まで 

    私は、昭和 46 年１月当時、Ａ市Ｂ区に住居を移し、Ｆ業務に従事してい

たが、非常に多忙であったため、前住所地の同市Ｃ区で親しくしていた知人

を通じ、知人宅を訪れていた集金人に私の国民年金の加入手続を行ってくれ

るよう依頼した。 

国民年金保険料についても、その知人に２か月ずつ保険料を持参し、知人

を通じて毎月、集金人に納付してもらっていた。 

知人からその都度受け取っていた毎月の領収証書は、束にして保管してい

たが、今回の申立ての際、夫に当時の大事なメモ帳と一緒に焼却されてしま

った。  

しかし、上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年１月に、前住所地のＡ市Ｃ区に住む知人を通じて集金

人に国民年金の加入手続を依頼し、国民年金保険料についても、知人を通じて

毎月、集金人に納付してもらっていたと申し立てており、直接関与しておらず、

これらを行ってくれたとする当時の知人及び集金人は既に亡くなっていると

陳述していることから、申立人に関する具体的な加入手続及び納付状況は不明

である。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、Ｄ県Ｅ市

において、昭和 55年１月 23日に払い出されていることが手帳記号番号払出簿

により確認できるとともに、54年 11月１日に初めて国民年金の資格を取得し、

55 年５月１日にその資格を喪失していることが申立人の特殊台帳及び社会保

険庁の記録から分かる。したがって、申立期間は、記録上、国民年金の未加入



期間であり、保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人が、申立てどおり、申立期間の保険料を納付するためには、別

の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る手帳記

号番号払出簿の内容をすべて視認し、旧姓を含む各種の氏名検索を行ったが、

申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

は見当たらなかった。 

さらに、申立人は、保険料の納付を依頼していたとする知人から、毎月の領

収証書を受け取っていたと申し立てているが、申立期間のうち、昭和 48 年３

月以前のＡ市における国民年金保険料の徴収方法は、国民年金手帳に印紙を

貼付
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する印紙検認方式であり、同年４月以降は、３か月単位の納付書により保

険料を納付する方式であったことから、いずれも当時の実態と符合しない上、

申立人は、この当時、国民年金手帳は見たことが無いと陳述していることなど

を踏まえると、申立人が知人を通じて納付していたとする保険料は、国民年金

保険料以外のものであったとみるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



大阪厚生年金 事案 3988 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年４月１日から 58年３月 31日までの

期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。          

   また、申立期間のうち、平成６年６月１日から 16年１月 31日までの期間に

ついて、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年４月１日から 58年３月 31日まで 

             ② 平成６年６月１日から 16年１月 31日まで 

    私は、Ａ県Ｂ市にあったＣ社の事業主の子息（高校の先輩）に誘われて、

昭和 56年４月に同社に入社し、58年３月に同社が倒産するまでＥ業務従事

者として働いていた。社会保険庁の記録によると、同社で勤務していた期間

が厚生年金保険に未加入とされているが、申立期間において勤務していたこ

とは事実であるので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。（申

立期間①） 

    私は、平成６年にＤ社を設立し、16 年１月まで事業主として同社を経営

していた。社会保険庁の記録によると、同社を経営していた期間の標準報酬

月額が 26万円とされているが、当時、実際には 50万円ぐらいの給与を受け

取っていた。申立期間について、標準報酬月額を実際の給与額に応じた金額

に訂正してほしい。（申立期間②） 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①については、登記簿により申立期間当時、Ａ県Ｂ市にＣ社が所在

し（昭和 48年４月 24日設立）、同社の住所が申立人の陳述と一致することか

ら、申立人が、同社に勤務していたことは推測できる。 

  しかしながら、社会保険庁の記録によると、Ｂ市においてＣ社が厚生年金保



険適用事業所となった事実は確認できない。 

  また、事業主の子息と思われる者の年金加入記録を調査したところ、申立期

間中は国民年金保険料を納付済みであることが確認できる。 

  さらに、申立人は、申立期間当時の同僚の名前を覚えていない旨陳述してい

ることから、当時の保険料控除についての同僚の陳述を得ることができず、こ

のほかに申立人が申立期間①において、事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

  申立期間②については、Ｄ社の事業主であった申立人は、当時の賃金台帳、

給与明細書及び源泉徴収票等当時の給与を確認できる資料は残っていない旨

陳述しており、申立期間②においてその主張する標準報酬月額に相当する給与

を受け取っていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

  また、事業所が申立人に係る標準報酬月額を 50 万円として届け出たにもか

かわらず、社会保険事務所が 10年間にわたり 26万円と記録し続けることは考

え難いほか、社会保険事務所が申立人に係る標準報酬月額をそ及して 26 万円

に引き下げた形跡は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間②において、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわ

せる事情等も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関係資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立期間②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3989 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年１月から 51年まで 

             ② 昭和 51年から 52年８月まで 

    私は、昭和 50年１月から 51年まで１年間程度、Ａ市にあったＢ社で勤務

していたが、社会保険庁の記録によると、同事業所勤務期間について厚生年

金保険加入記録が見当たらない。同事業所に勤務していたことは間違いない

ので、申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。（申

立期間①） 

    私は、昭和 51年から 52年８月まで１年半程度、Ａ市にあったＣ社で勤務

していたが、社会保険庁の記録によると、同事業所勤務期間について厚生年

金保険加入記録が見当たらない。同事業所に勤務していたことは間違いない

ので、申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。（申

立期間②） 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、「Ｂ社は当時の自宅（Ａ市Ｄ町）からバ

イクで 10 分程度の場所にあった。」旨申し立てているところ、昭和 50 年１

月現在の住宅地図によると、当該通勤範囲内に「Ｂ社」の名称の事業所が所

在していたことが確認できることから、期間は特定できないものの、申立人

が、Ｂ社に勤務していたことは推測できる。 

一方、社会保険庁において、Ｂ社が厚生年金保険適用事業所となった記録

は確認できない。 

また、申立人は、Ｂ社の従業員は自分を含め３人と申し立てていることか

ら、同事業所は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たし

ていなかったものと判断される。 



 さらに、申立人に係る国民年金特殊台帳によると、申立人は、申立期間①に

おいて、国民年金保険料を現年度納付していることが確認できる。 

加えて、申立人は、当時の給与額及び保険料控除について記憶に無い旨陳述

している。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   申立期間②については、申立人は、「Ｃ社は、当時の自宅（Ａ市Ｄ町）の近

くに所在し、バイクで通勤していた。」旨申し立てているところ、Ａ市におい

て厚生年金保険適用事業所となっているＥ社が、申立人の自宅近くに所在して

おり、同社の社員であった者から、「自分は昭和 45 年４月から勤務していた

が、株式会社化される前（Ｅ社の設立は昭和 47年３月 15日。）は個人事業所

でＣ社という名称であった。」旨の陳述が得られたことから、期間は特定でき

ないものの、申立人が、Ｃ社で勤務していたことは推測できる。 

   一方、社会保険庁の記録によると、Ｅ社は申立期間中の昭和 52 年２月１日

に厚生年金保険適用事業所となっていることが確認できるが、申立人に係る国

民年金特殊台帳によると、申立人は、同社が厚生年金保険適用事業所となった

以降の期間を含め、申立期間の全期間において、国民年金保険料を現年度納付

していることが確認できる。 

   また、申立人は、「給料は家が完成した時に 40万円から 45万円受け取った。」

旨陳述している。 

以上の事情から、申立人は、Ｃ社とは雇用関係に無く、個人請負いとして同

事業所の現場で働いていたと考えるのが相当である。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年２月 25日から 41年３月１日まで 

私の夫は、高校を卒業後、昭和 35 年２月 25日にＡ社（現在は、Ｂ社。）

に入社し、58 年６月までＣ市にある本社及びＤ市にある工場で事務の仕事

をしていた。 

社会保険庁の記録によると、入社日から昭和 41 年３月１日までの期間が

厚生年金保険に未加入とされている。 

    申立期間もＡ社で勤務していたことは間違いないので、申立期間について

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め 

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る在職証明書によると、同社における申立人

の在職期間は、昭和 35年２月 25日から 58年６月 14日(死亡退職)までとなっ

ていることが確認できるほか、申立期間当時同社に在職し、申立人が厚生年金

保険被保険者資格を取得した 41 年３月１日以前に退職している複数の同僚か

ら、「申立人を覚えている。」旨の陳述が得られたことから、申立人が、申立期

間において同社に在職していたことは認められる。 

また、昭和 31 年にＡ社に入社したと陳述している申立人の実姉（先々代社

長の養女で先代社長の妻。）は、「申立期間当時、私と申立人が会社の社会保険

担当であったが、届出等の手続については、全て社会保険労務士事務所に依頼

していた。」旨陳述しているほか、同社から社会保険関係の手続を依頼されて

いた社会保険労務士事務所から、「社会保険関係手続で、当事務所へ出入りし

ていた直接の担当者は申立人であった。申立人から連絡を受けて届出を行って



いた。」旨の陳述を得た。 

一方、上記社会保険労務士事務所では、「申立期間当時、社会保険への加入

については、当時の事業主である先々代社長(死亡)が判断していた。」旨回答

しているところ、社会保険庁の記録において、先々代社長の妻(申立人の実姉

によると、昭和 33 年からＡ社に勤務。)、先代社長の妻(申立人の実姉、昭和

31年からＡ社に勤務と陳述。)及び申立人の３人の厚生年金保険被保険者資格

の取得日は、いずれも昭和 41年３月１日となっていることが確認できる。 

   また、雇用保険の記録によると、申立人の被保険者資格の取得日は、Ａ社に

おける厚生年金保険被保険者資格の取得日と同一日の昭和 41 年３月１日とな

っていることが確認できる。 

   これに対し、申立人の実姉は、「申立人については、委託先の社会保険労務

士事務所を通じ、申立てどおりの届出を行い、保険料控除していた。」旨陳述

しているところ、直接の社会保険担当者であり、かつ、経理責任者でもあった

申立人が約６年間にわたり、毎月の給与支払事務、標準報酬月額の定時決定及

び健康保険証の更新の際に自らの厚生年金保険加入手続洩
も

れに気付かないの

は不自然である。 

   また、申立人について、申立期間当時の保険料控除を確認できる賃金台帳、

源泉徴収簿及びその他の資料は、Ｂ社にも社会保険労務士事務所にも残されて

いない。 

以上の事情から、申立人を始め社長の身内の者は、当時の社長の意向により、

入社後しばらくは厚生年金保険被保険者資格の取得手続が行われず、Ａ社が従

業員を大量採用した時期に併せ、昭和 41 年３月１日に初めて被保険者資格を

取得したと考えるのが相当である。    

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3991 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年９月１日から 35年９月 28日まで 

  ② 昭和 35年９月 28日から 38年６月 30日まで 

    社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期間が脱退手当金支給

済みとなっていることを知った。 

Ａ社を退職する際、退職金の受給手続を行った記憶はあるが、脱退手当金

に係る手続は行っていない。 

脱退手当金を請求したことは無く、受給もしていないので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を昭和 38年６月 29日に退職したが、脱退手当金は請求も受

給もしていないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約４か月後の昭和 38年 11 月 11日に支給決定されていること

が確認できる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号をみると、申立期間である２

回の被保険者期間は同一の記号番号で管理されているが、申立期間後の被保険

者期間は別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したために、

記号番号が異なっていると考えるのが自然である。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤

りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3992 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年４月 11日から 33年７月１日まで              

私は、年金制度について詳しく知らなかったこともあり、これまでＡ社に

おいて厚生年金保険に加入していたことは意識していなかったが、社会保険

事務所で同社における厚生年金保険加入期間を照会したところ、脱退手当金

支給済みとの回答を受けた。 

退職後すぐに脱退手当金の請求手続をしたとは思えないし、受け取った記

憶も無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな 

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約４か月後の昭和33年９月11日に支給決定されていることが

確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載されてい

るページを含む前後 10ページのうち、申立人と同一時期（おおむね２年以内）

に受給要件を満たし資格を喪失した女性 46 人について、脱退手当金の支給記

録を調査したところ、受給者は申立人を含め 41人みられ、うち 38人が資格喪

失後約６か月以内に支給決定されていることが確認できる。また、受給者のう

ち４人の同僚は会社が脱退手当金の手続をしてくれた旨陳述している上、当時

は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間がな

ければ年金は受給できなかったことを踏まえると、申立人についてもその委任

に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味



する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤

りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3993 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年４月１日から 34年４月 24日まで 

             ② 昭和 34年５月１日から 37年２月６日まで 

    中学校卒業後、集団就職でＡ県のＢ社に昭和 32年４月から 37年２月まで

約５年間勤めたが、勤務形態及び給料に不満があり無断で会社を退職し、そ

のままＣ県に出てきた。当時 19 歳と若く、脱退手当金制度など知らなかっ

たので、請求することも受け取ることも無かった。 

    脱退手当金については、請求も受給もしていないので、申立期間が脱退手

当金支給済みとなっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求しておらず、受給していないと

している。 

    社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金はＢ社の子会社であるＤ社

における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約５か月後の昭和 37年７月

６日に支給決定されていることが確認できる。 

そこで、Ｄ社の厚生年金保険被保険者名簿で申立人が記載されているページ

を含む前後計５ページ（65 人）のうち、申立人と同一時期（おおむね２年以

内）に受給要件を満たし資格を喪失した女性 16 人について、脱退手当金の支

給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め 10 人みられ、全員が資格喪

失後約５か月以内に支給決定されているほか、支給決定日が同一日となってい

る受給者が散見される。また、申立人と同一時期に退職した同僚から、「退職

時に事務員から脱退手当金を受給するかどうか聞かれ、私は受給する方を選ん

だ。受給手続についても失業保険と併せてすべて事務員がしてくれた。」との

陳述が得られたことを踏まえると、申立人についても事業主により代理形式に



よる請求がなされ、脱退手当金支払決定通知書は本人宛に送付された可能性が

高いものと考えられる。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているとともに、申立人の脱退手当金の支給額に計

算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

  これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3994 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  ① 昭和 31年８月から 33年１月まで 

           ② 昭和 35年 12月 21日から 36年１月 18日まで 

              ③ 昭和 53年から 55年まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立

期間について加入記録が無いとの回答をもらった。昭和 31 年８月から 33

年１月まではＡ社Ｂ支店に、35 年 12 月 21 日から 36 年１月 18 日まではＣ

社Ｄ支店に、53年から 55年まではＥ社にそれぞれ勤務していたので、申立

期間についても厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①にＡ社Ｂ支店で勤務し、厚生年金保険に加入していた 

と主張している。 

しかし、Ａ社は、「申立期間に係る資料が無いため、申立人の勤務状況及び 

厚生年金保険料の控除については不明である。」としている。 

また、申立人は、当時のＡ社Ｂ支店における上司及び同僚等の氏名を記憶し 

ておらず、これらの者から申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することはできない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期 

間に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に確認して 

も、申立人のことを記憶している従業員はいない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ 

  いては、申立人は控除されていたと思うとしているものの、これを確認できる 

  関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間②については、申立人が提出した写真及び同僚の陳述から判断して、 



申立人が、申立期間において、Ｃ社Ｄ支店に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｃ社は、「当時は、正社員と季節従業員がおり、正社員であれば厚 

生年金保険に加入させており、当社の厚生年金保険の従業員台帳に記載してい

た。申立人について、当該台帳を調査し、Ｃ社健康保険組合においても申立人

の氏名の読換え等による検索を行ったが、申立人の氏名は確認できなかった。」

としている。 

 また、Ｃ社は、「試用期間については、今は３か月だが、申立期間当時は不

明である。」旨、陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ 

  いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情 

  も無い。 

申立期間③については、Ｅ社の所在地及び代表者の氏名が申立人の陳述と一 

致していること及び同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期間において、 

期間は不明であるものの、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｅ社は、既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、当時 

の事業主に照会しても、無回答であり、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料 

の控除について確認することはできない。 

また、社会保険事務所が保管するＥ社の厚生年金保険被保険者名簿から申立 

期間に加入記録のある複数の同僚に照会したが、申立人の申立期間における厚 

生年金保険への加入及び保険料の控除をうかがわせる陳述は得られなかった。 

さらに、申立人は、申立期間当時におけるＥ社の従業員数は 10人程度であ 

るとしているが、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿に名前が確認で 

きた被保険者は、事業主を含めて６人であり、申立人が当時同僚であったとし 

ている者についても同社における厚生年金保険被保険者としての記録は無い 

ことから、同社では必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけ 

ではないことが考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ 

  いては、申立人に明確な記憶は無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情 

は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立 

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3995  

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料 

 を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：     

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：    

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 36年８月 16日から 37年２月１日まで 

ねんきん特別便がきたので、社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況に

ついて照会したところ、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が

無いとの回答を得た。また、そのときに初めて、自分が勤務していたＡ社の

Ｂ部が、勤務期間中の昭和 36 年に独立してＣ社という別の会社になってい

ることを知った。 

Ａ社を途中でいったん辞めたことは無く、申立期間も継続して勤務してい

たので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人提出の講習会修了証書及び同僚の証言から、申立人が、申立期間もＡ

社又はＣ社に勤務していたと推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 36 年※月※日に厚生年

金保険の適用事業所では無くなっており、同日付けで、事業主を含む全従業員

が被保険者資格を喪失している。 

また、Ｃ社は、商業登記簿において昭和 36年５月 12日設立であることが確

認できるが、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは 37 年２月１日で

あり、申立期間は適用事業所となっていない。 

さらに、社会保険事務所のＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、Ａ社からＣ社へ異動した者は、申立人を含めて３人であるが、いずれ

の者も、申立期間に両社に係る厚生年金保険被保険者記録は無い。 

加えて、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 37 年２月 1 日に、

同社において被保険者資格を取得している者は５人であるが、このうち２人は、

本人の陳述等により同日より前には同社で勤務していないと考えられること



から、同社は申立期間において厚生年金保険の強制適用事業所としての要件を

満たしていなかったものと推認される。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3996 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月 26日から 49年 11月８日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社での

加入期間が昭和 37年 10月 25日から 48年 11月 26日までである旨の回答

をもらった。49 年 11 月７日まで、実家のＡ社で勤務していたので、申立

期間についても厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚は、「申立人は、結婚するまで、会社に勤務していたように思え

る。」と陳述していることから、申立人が、申立期間に同社に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかし、Ａ社は、平成 10 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、申立期間当時の記録も残されておらず、申立人の父である当時の事業主は

死亡していることから、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除等に

ついて確認することができない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、申立人は、昭和 48年 11 月 26日に被保険者資格を喪失し、健康保険証

を返却したことを表す「証返」の押印が確認でき、同名簿の記録に不自然な点

もうかがえない。 

さらに、Ｂ市が保管する申立人に係る国民年金被保険者検認台帳の国民年金

納付記録によると、昭和 52年 10月に払い出されている国民年金手帳記号番号

に係る資格取得日は 48年 11月 26日と記録されており、社会保険庁における

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日と一致する。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3997 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年７月から 33年８月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間に

ついて記録が無いとの回答があった。 

私は、昭和 32年７月から 33年８月までＡ社に勤務したので、申立期間に

ついて、厚生年金保険被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、入社と退社の経緯、当時の仕事の内容及び事業主の家族の名前等

を記憶していることから判断して、期間は特定できないものの、Ａ社に勤務し

ていたことは推認することができる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の資料は無く、申立人の勤務実態及び厚生

年金保険料控除の状況等は確認できない。」としている。 

また、申立人は、Ａ社の上司及び同僚の氏名をはっきりとは記憶しておらず、

社会保険事務所の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期

間当時に被保険者記録のある複数の従業員に照会しても、申立人を記憶してい

る者はいない。 

さらに、申立人は、申立期間当時の従業員について「20 歳ぐらいの男性ば

かり４、５人だった。」としており、また、元従業員の１人は、「10 人ぐらい

であった。」としているところ、前述の被保険者名簿から把握できる申立期間

当時の被保険者数は、事業主夫婦を除いて６人であり、そのうち 20 歳前後の

者は３人である上、当該被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番は無いことか

ら、Ａ社では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけでは

なかったものと考えられる。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい



ては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺

事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3998 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年１月１日から 27年５月 20日まで 

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社 

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

Ａ社は、親族が経営する会社であり、叔父の紹介で昭和 23年ごろに入社 

してから 27 年５月ごろまで継続して同社に住み込みで勤務していたので、

申立期間においても厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 23 年ごろにＡ社に入社し、申立期間も同社に勤務して厚生

年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、当時

の事業主も死亡しているため、同社及び当時の事業主から申立人の申立期間に

おける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

また、申立人の記憶するＡ社の同僚は既に死亡しており、社会保険事務所の

同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者

期間のある元従業員も死亡及び連絡先不明であり、これらの者からも申立人の

申立期間における勤務実態等は確認できない。 

さらに、前述被保険者名簿の記録をみると、申立人が自分より後に退社した

としている３人の同僚のうち２人は申立期間より以前に、もう１人は申立期間

の途中に、それぞれ被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

加えて、申立人は、申立期間当時のＡ社の従業員数は 30 人程度であったと

しているところ、当該被保険者名簿において、昭和 25 年１月までに資格を取

得している者は 45人であるが、そのうち１年後の 26年１月時点に被保険者で

ある者は６人であり、ほかの者は、申立人を含む 35 人が資格の取得から１年



以内に、４人が資格の取得から２年以内に、それぞれ被保険者資格を喪失して

いることが確認できる。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、何らかの事情により、多数の

従業員について、被保険者資格の取得後短期間のうちに資格喪失手続を行って

いたものと考えられる。 

また、当該被保険者名簿において、申立期間の健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3999 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 30年 11月から 32年２月１日まで 

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ社

Ｂ支社で勤務した期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間に同

社で勤務していたので、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人がＡ社Ｂ支社

に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は、「申立期間当時、臨時雇用制度があり、臨時従業員は厚生

年金保険に加入させていなかった。昭和 30 年から当社で保管している厚生年

金保険の被保険者台帳に申立人の氏名の記載が確認できなかったことから、申

立人は臨時従業員であったため、厚生年金保険には加入させておらず、保険料

も控除していなかったものと考える。」としている。 

   また、申立期間に被保険者記録が確認できる前述の同僚は、「申立人は期間

雇用の臨時従業員だったはずである。私も、申立期間と重なる昭和 29 年から

32 年５月までは臨時従業員であったので、厚生年金保険には加入していなか

った。」と陳述している。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人は、控除されていたとしているものの、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ：  ① 昭和 60年 11月 21日から 63年まで 

② 昭和 63年から平成５年３月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間（申立期間①）、Ｂ社に勤務していた期間（申立期間②）の加

入記録が無いとの回答をもらった。両期間とも、Ｃ業務従事者として勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、事業主の陳述から判断して、期間は特定できないも

のの、申立人がＡ社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＡ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、Ａ社の事業主は、「当社は、申立期間当時も適用事業所では無かった。

また、申立人とは、Ｃ業務に対する請負契約を締結していた。」と陳述してい

る。 

さらに、申立人は、Ａ社での同僚を記憶していないため、申立人の申立期間

当時の勤務実態等は確認できない。 

加えて、申立人の、申立期間に係る雇用保険の加入記録は無い。 

申立期間②については、元事業主及び同僚の陳述から判断して、期間は特定

できないものの、申立人がＢ社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、元事業主は、「申立人とは、Ｃ業務に対する請負契約を締結してい

た。直接的な雇用関係は無かったので厚生年金保険には加入させておらず、保

険料も控除していない。」と陳述している。 

また、申立人は、Ｂ社での月収について、手取りで月 60 万円ぐらいであっ



たとしているところ、同社で被保険者記録の有る申立人と同じＣ業務従事者３

人は、月収は手取りで 20万円から 28万円ぐらいであったと陳述しており、申

立人の月収とは大きく乖離
か い り

することから、申立人は同社において従業員として

の雇用契約ではなかったことがうかがわれる。 

   さらに、申立人の、申立期間に係る雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4001 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年４月１日から 48年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社Ｂ支社で職員として

勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の在籍証明書及び同社の元従業員の陳述から判断して、申立人が、申立

期間のうち、昭和 47年４月１日から同年 12月１日まで、同社Ｂ支社に勤務し

ていたことは推認することができる。 

しかし、Ａ社は、申立人からの厚生年金保険料控除については、申立期間当

時の資料が無く不明であるとしており、また、申立期間当時の事業主、上司及

び同僚は死亡しているため、これらの者から申立人の保険料控除等の状況を確

認することはできない。 

さらに、申立人は、「手続の誤りにより、私の記録が前任者の記録になって

いるのではないか。」と申し立てているが、社会保険事務所のＡ社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の前任者は、昭和 47 年１月

１日に被保険者資格を取得し、同年 12 月１日に被保険者資格を喪失している

が、同人が 47 年４月ごろから産休を取得したと陳述していることから、同人

の記録に不自然な点は見られず、同人の記録と申立人の記録とが取り違えて記

録されたとは考え難い。 

加えて、申立人の後任者は、「申立人とは事務引継で１日程度会った。自分

の入社は昭和 47年の 11月下旬又は 12月上旬ごろである。」と陳述していると

ころ、同人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、昭和 47年 12月１日であ

ることから、申立人は、少なくとも、同日以降はＡ社に勤務していなかったこ



とが考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4002 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月１日から 35年４月１日まで 

    私は、複数の知人とともに「Ａ社」というＢ業務を始めた。その後、Ａ社

は、昭和 33 年にＣ社として法人化し、同社で 63 年まで働いた。46 年には

勤続 13年の表彰を受けているのに、厚生年金保険の加入記録は 33年３月か

らではなく 35年４月からとされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社での在職については、申立人が昭和 46年７月に勤続 13年表彰

を受賞していることが確認できることから、申立期間において同事業所に勤務

していたことが推定できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は昭和 35 年４月１日であり、申立人を含めすべての従業員が同

日付けで被保険者資格を取得している。 

また、社会保険庁の被保険者記録によると、申立人が創業者の一人として名

前を挙げたＡ社の事業主については、同事業所での被保険者記録は見当たらな

いほか、ほかの複数の創業者については、申立期間当時、他社において厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できるものの、いずれも既に

亡くなっているため、申立人の申立期間における保険料控除等について確認す

ることができない。 

さらに、申立人が陳述している申立期間における厚生年金保険料の控除額に

ついては、当時の保険料率から算出される額と符合しないほか、社会保険庁の

記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行っても、申立人

の申立期間における被保険者記録は確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情等も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4003 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 43年４月１日から同年 10月ごろまで 

    私の夫は、Ａ社で昭和 41年 12月１日から 43年 10月ごろまで勤務してい

たが、社会保険庁の記録によると、同年４月１日で資格を喪失とされている。

会社の経営状況も悪くなく保険料も引かれていたはずであるので、申立期間

を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、昭和 43年 10月 15日までＡ社に勤務

していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適

用事業所で無くなった日は確認できないものの、申立人と同じく昭和 43 年４

月１日付けで資格を喪失している者が 14 名おり、同日以降に社会保険の資格

の取得及び喪失している者が見当たらないことから、同社は同日をもって厚生

年金保険の適用事業所で無くなったと考えるのが相当である。 

また、申立人と同じく昭和 43 年４月１日にＡ社で厚生年金保険の資格を喪

失している者のうち、連絡先が判明した９名の同僚に当時の事情について照会

したところ、複数の同僚から、「昭和 43年４月１日に資格を喪失しているのは、

会社が倒産したからだと思う。」との回答が得られた。 

さらに、商業登記簿ではＡ社の解散日は確認できないものの、同社の事業主

は、「同社は申立期間当時に倒産したため、従業員の給与から申立期間に係る

厚生年金保険料は控除していなかった。」と陳述していることなどから、同社

は、昭和 43年４月１日に申立人を含む従業員全員の被保険者資格を喪失させ、



同日以降、厚生年金保険料は控除していなかったものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4004 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年２月１日から 35年４月１日まで 

② 昭和 47年１月１日から 58年 11月１日まで 

私は、昭和 34年２月１日からＡ社でＣ業務従事者として勤務していた。

同事業所に入社する数か月前（昭和 33年 12月ごろ）に手術をしていたので

治療のため継続して健康保険証を使用していた記憶があり、入社後すぐに社

会保険に加入して、給与から厚生年金保険料を控除されていたのに、申立期

間①の厚生年金保険の記録が無く納得できない。 

次に、申立期間②については、昭和 47年１月にＢ社に入社したが、入社

当初は社会保険に加入していなかった。しかし、58年に同社が社会保険の適

用事業所になった時に、社長が 47年までさかのぼって厚生年金保険料を支

払ったと言っていたので、申立期間②を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①において、申立人は、Ａ社に勤務し、入社後すぐに社会保険に加

入したと申し立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は昭和 35 年４月１日であり、また、同事業所が保管していた当

時の申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬

決定通知書」によると、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、社会

保険庁の記録どおり当該事業所の新規適用日である同年４月１日となってい

ることが確認できる。 

また、申立人は当時の同僚の氏名を記憶していないため、Ａ社に係る被保険

者名簿から申立人と同様に厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者



資格を取得している同僚 15 人に対し、申立人の申立期間①における勤務実態

及び保険料控除等について照会を行ったところ、９人から回答が得られたが、

いずれも当時のことは不明と回答しており、同事業所が厚生年金保険の適用事

業所となる前の期間について申立人が厚生年金保険料を控除されていたこと

を確認することはできない。 

さらに、申立人は申立期間当時に健康保険証を使用したと陳述しているが、

申立期間①については、当該事業所は適用事業所となる前の期間に当たり、社

会保険事務所から健康保険証が発行されることはない。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情等は見当たら

ない。 

申立期間②において、申立人は、Ｂ社に勤務し、同社が厚生年金保険の適用

事業所となった昭和 58年 11月１日時点において、事業主が申立人の申立期間

②の全期間に係る厚生年金保険料をさかのぼって納付したと申し立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は、昭和 58年 11月１日であり、同日付けで申立人は資格を取得

しているものの、申立期間②は適用事業所となっていない期間に当たり、申立

人は厚生年金保険の被保険者資格を取得していないことから、事業主は申立人

に係る厚生年金保険料を納付することはできない上、時効によって２年より前

の期間については、厚生年金保険料をさかのぼって納付することはできない。 

また、Ｂ社の事業主は、「同社が適用事業所となった際に、申立人の申立期

間②に係る厚生年金保険料をさかのぼって納付したこともなかった。」と陳述

している。 

さらに、Ｂ社の事業主は、「厚生年金保険の適用事業所となるまでの期間は、

国民年金には加入していなかったものの、国民健康保険には加入していた。」

と陳述しているほか、「同社が適用事業所となるまでの間は、給与から厚生年

金保険料は控除していなかった。」と陳述している。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料や周辺事情等は見当たらな

い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4005 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年 10月 31日から 30年８月１日まで 

    私は、昭和 28年 12月 21日から 31年２月 28日まで、Ａ社において社員

として勤務していた。 

社会保険事務所にて厚生年金保険の記録を確認したところ、Ａ社に勤務し

ていた期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答を得た。 

申立期間中はＡ社において、勤務時間及び業務内容等に変化は無く、入社

時に厚生年金保険に加入していたので、退職するまで継続して加入している

ものと思っていた。   

申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における上司及び同僚の陳述により、申立人は申立期間においても継続

して同社に勤務していたと認められる。 

しかしながら、昭和 29年 10月時点でＡ社において厚生年金保険被保険者で

あった 30名のうち、申立人を含め 17名が申立人と同様に同年 10月 31日に資

格を喪失していることが同社に係る被保険者名簿により確認でき、これら 17

名のうち申立人を含む４名は、その後同社で資格を再取得しているが、これら

４名とも資格再取得時の健康保険番号及び厚生年金保険の記号番号は別番号

となっていることが確認できる。 

また、複数の同僚は、申立期間当時、Ａ社では夏期以外は売り上げも落ち込

み、業績は悪化していたと陳述していることから、事業主は、資金繰りが厳し

かった当該期間において、社会保険庁の記録どおり申立人を含む上記 17 名の

資格喪失の手続を行ったものと考えられる。 

さらに、Ａ社は、昭和 31 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所では無く



なっている上に、当時の役員及び給与担当者等の所在も不明であるため、これ

らの者から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除について聴取するこ

とができなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4006 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険第四種被保険者としての厚生年金

保険料については、還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 12月９日から平成元年 11月１日まで 

私は、厚生年金保険被保険者期間が老齢年金の受給資格期間に不足してい

たため、厚生年金保険の第四種被保険者の加入手続を行い、昭和 62 年 12

月９日から平成元年 11月１日までの厚生年金保険料を納付した。 

その後、申立期間より前に勤務していたＡ社に係る期間の厚生年金保険の

記録が確認され、これにより老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険の被保

険者としての期間が 20年)を満たすことが判明したため、当該第四種被保険

者としての記録が取り消された。社会保険事務所は、私が納付した保険料は

還付したと回答しているが、そのような大金を受け取った覚えは無いので納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険第四種被保険者資格の取消しに伴う還付金は受け取

っていないと申し立てている。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、申立人は第四種被保険者として

昭和 62年 12月から平成元年 10月までの 23 か月の保険料を納付していたが、

過去の厚生年金保険の被保険者記録（Ａ社における昭和 23年 10月９日の資格

の取得から 26年１月 24日に資格を喪失するまでの 27か月の記録)が判明した

ため、２年４月 23 日に当該記録の統合処理を行い、それに伴い申立人は第四

種被保険者資格の取得以前に老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険の被保険

者としての期間が 20年)を満たすことになったため、第四種被保険者資格が取

り消され、同年４月 27 日に、当該第四種被保険者期間に係る保険料(総額 57

万 400 円)は還付処理された記録となっており、その還付決定事由に過誤は認

められない。 



また、申立人の妻の被保険者記録をみると、申立人の第四種被保険者資格の

取り消しに対応して、妻の国民年金第３号被保険者資格も昭和 62 年 12 月 10

日をもって喪失と処理されていることが確認できるほか、管轄社会保険事務所

では、当時の保険料徴収台帳や還付請求書は保存年限経過のため保存されてい

ないものの、還付処理の手続としては、申立人に保険料還付請求書を送付する

ことによって通知し、それを提出してもらった上、口座振込で支払いしている

と回答していることなどから、申立人の第四種被保険者資格の取消及び還付手

続は適正に行われていたものと考えられる。  

一方、申立人は還付金を受け取っていないと主張するのみであり、当時の通

帳は所持していないと陳述しており、ほかに還付に係る事務処理が適正に行わ

れなかったこと及び還付記録の内容を疑わせる周辺事情等も見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間に係る還付金を受け取ったとものと考えるのが相

当である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間における厚生年金保険第四種被保険者としての厚生年金保険

料を還付されていないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4007 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 60年 10月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したとろ、Ａ社に勤務し

ていた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社では、日給制で

値札付けの仕事をしていたので、申立期間について厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の人事記録及び雇用保険の記録から、申立人が昭和 59年３月 21日から

61年２月 10日まで、時給制のアルバイト従業員として、同社に勤務していた

ことは認められる。 

   しかし、Ａ社は、申立期間当時、時給アルバイトの従業員は、雇用保険のみ

に加入させ、厚生年金保険には加入させておらず、申立人についても、厚生年

金保険には加入させていないとしている。 

また、申立人が同じ仕事をしていたと記憶している同僚の一人は、Ａ社の人

事記録において、昭和 58 年９月から平成３年５月までの期間、時給アルバイ

トの従業員としての在籍が確認できるが、申立人と同様、厚生年金保険の加入

記録は無い。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除については、申立

人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4008 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 30年８月１日から 34年８月まで 

   ② 昭和 49年９月から 50年６月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

厚生年金保険加入記録が無い旨の回答をもらった。 

私は、昭和 30 年８月１日から 34 年８月までは、Ａ社に、また、49 年９

月から 50 年６月までは、Ｂ社に、それぞれ勤務していたので申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、同僚の陳述から判断して、期間は特定できないもの

の、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 34年 12月１日であり、申立期間①においては適用事業所ではな

い。 

また、Ａ社は、既に廃業しており、事業主も死亡していることから、申立期

間当時の申立人の勤務実態及び保険料控除の状況は確認できない。 

さらに、Ａ社が適用事業所となった昭和 34年 12月１日に厚生年金保険被保

険者資格を取得している元従業員のうち２人は、「申立期間当時から同事業所

に勤務しているが、申立期間においては、給与から厚生年金保険料は控除され

ていなかった。」と陳述している。 

   申立期間②については、雇用保険の記録から、申立人が申立期間のうち、昭

和 49年 10月１日から 50年４月 30日まで、Ｂ社に勤務していたことは認めら

れる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所にな



ったのは、昭和 50 年６月１日であり、申立人の同社での勤務が認められる期

間においては、適用事業所ではない。 

また、Ｂ社の事業主は、「当社が適用事業所となる前は、従業員に国民年金

に加入するように指示していた。適用事業所となる前の期間は、従業員の給与

から厚生年金保険料は控除していない。」と陳述している。 

さらに、社会保険事務所のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、同社が適用事業所となった昭和 50 年６月１日に被保険者資格を取得

している者８人のうち２人は、「申立期間当時から同社に勤務しているが、資

格取得前に厚生年金保険料は給与から控除されていなかった。」と陳述してい

る。 

加えて、前述の８人の年金加入記録をみると、そのうち４人は、Ｂ社が適用

事業所となる直前まで国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していること

が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4009 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から同年８月 22日まで 

             ② 昭和 36年９月 30日から 37年３月１日まで 

    私は、昭和 36 年４月にＡ社に入社し、同社のＢ工場で勤務していたが、

同年７月ごろに新工場が完成したことから、同年７月から 37年２月 28日ま

で新工場で勤務していた。しかし、社会保険庁の記録では、同社に勤務して

いた期間の厚生年金保険の加入記録が見当たらず、同社と社長が同一人であ

ったＣ社での 36年８月 22日から同年９月 30日までの期間を除いて厚生年

金保険の加入記録が無いので、申立期間①及び②について厚生年金保険の加

入期間であることを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間①及び②当時、Ａ社で継続勤務していたことは、昭和

35年に同社に入社した同僚の陳述から推定できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 39 年６月１日であることが確認でき、申立期間は、同

社が厚生年金保険の新規適用事業所となる前の期間となる。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人は昭和 36年８月 22日から同年

９月 30 日までの期間、Ｃ社で厚生年金保険に加入していることが確認でき

るが、申立人が申立期間当時、Ａ社で一緒に勤務していたとする同僚二人も

申立人とほぼ同時期にＣ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得している

ことが確認できる。 

これらの状況から、申立人は、昭和 36 年４月以降はＡ社で継続勤務して

いたが、同社新工場への転勤に伴い同年８月 22 日に、同社と事業主が同一

で厚生年金保険適用事業所であったＣ社において便宜的に厚生年金保険の



被保険者資格を取得したものの、Ｃ社が同年９月 30 日に厚生年金保険の適

用事業所では無くなったため、同日付けで資格を喪失したものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4010 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 34年８月 31日まで 

    私は、昭和 33年４月から 34年８月までＡ社にＢ業務従事者として正社員

で勤務していた。同社に勤務していたことは間違いないのに、社会保険事務

所からは、「調査の結果、該当する事業所が見当たりませんでした。」との回

答書をもらった。しかし、このような理由で厚生年金保険に加入していなか

ったとされることについて納得ができない。再度、調査の上、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、入社前の面接に係るＡ社からの通知書を所持しており、また、同

社の所在地、代表者氏名及び業務内容等を明確に記憶していることから、同社

で勤務していたことは推定できる。 

   しかしながら、Ａ社は、社会保険庁の記録において厚生年金保険の適用事業

所とはされていない。 

   また、Ａ社に係る登記簿謄本から、申立期間当時、同社が存在したことは確

認できるが、同謄本に記載された事業主は連絡先が不明であり、また、申立人

が同僚であったとして唯一名前を挙げた者は申立期間に係る厚生年金保険の

記録は無く、既に死亡していることから、これらの者から同社における申立人

の勤務状況及び保険料控除について確認することができない。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていることをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。



大阪厚生年金 事案 4011 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  男 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 19年生 

住        所  ：   

                

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 39年４月１日から同年６月１日まで 

私は、昭和 38年４月に非常勤職員としてＡ社に入社し、40年１月まで勤

務していた。 

当時のＡ社は、非常勤職員は継続して１年以上の勤務ができず、申立期

間については同社に勤務しながら、籍はＡ社の関連会社にあったように記

憶している。 

当時の健康保険被保険者証についてはＡ社の関連会社からもらっており、

給与はＡ社から明細書はもらっていたが、元はどこから出ているものかは

分からない。申立期間についても勤務していたことに間違いはないので厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、Ａ社において継続して勤務していたが、Ａ社の関

連会社に在籍し、保険料は同社が給与より控除していたと申し立てている。 

しかし、申立人は在籍していたとする会社名及び同社に在籍していた同僚の

氏名も記憶しておらず、同社における申立人の勤務状況等を確認できない。 

また、申立期間当時、Ａ社で勤務していた非常勤職員 20 名の厚生年金保険

加入記録をみると、申立人同様、厚生年金保険被保険者資格を喪失し、１か月

から６か月後に同じ部署で再雇用され、厚生年金保険被保険者資格を再取得し

ていることが確認できる。 

なお、申立人が申立期間当時、在籍していたかもしれないと陳述しているＡ

社の関連会社であるＢ社は、申立期間当時の厚生年金保険の資格取得届を保管

しているが、申立人に係る厚生年金保険加入記録は確認できないと回答してい

る。 



このほか、申立人が、申立期間において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4012 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  男 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和７年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 49年８月 29日から同年 12月 21日まで 

私の厚生年金保険の記録は、昭和 49年８月 29日から同年 12月 21日まで

の期間が空白となっているが、Ａ社からＢ社に期間を空けることなくＣ業

務従事者として引き続き勤務しており、給料も従来どおり社会保険料等を

控除され、現金支給で受け取っていた。給与明細等は焼失してしまったた

め残っていない。両社ともＤ業が業務の中心だったので、社会保険等が適

用されていないと仕事が受注できない関係にあった。申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、Ａ社又はＢ社で継続勤務しており、両社により給

与から保険料控除をされていたとしている。 

しかし、Ａ社は、昭和 55 年５月に厚生年金保険の適用事業所では無くなっ

ており、申立期間当時の事業主も死亡していること及び申立期間当時の同社の

同僚が申立人を記憶していないことから、同社における申立人の勤務状況等に

ついて確認することができない。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立人は、昭和 49

年８月 29日に健康保険証を返納し、継続療養を受けていたことが確認できる。 

一方、Ｂ社における勤務については、雇用保険の記録から申立期間のうち、

昭和49年11月13日から同年 12月21日まで勤務していたことが推定できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社は昭和 49年 12 月 21日に厚

生年金保険の適用事業所となったことが確認でき、申立期間当時は適用事業所

となっていない。 

また、Ｂ社は昭和 60年 11月に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお



り、申立期間当時の事業主も死亡していること及び事業主の妻は同社の関係書

類をすべて廃棄しており、申立期間当時の厚生年金保険の取り扱いについては

不明と回答していることから、同社における申立人の勤務状況等について確認

することができない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事情及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4013 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年２月から同年８月まで 

    厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、昭和

62 年２月から同年８月までの期間の加入記録は無いとの回答であった。申

立期間はＡ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間のうち、昭和 62 年２月９日

から同年３月 25日までの期間、Ａ社で勤務していたことは推定できる。 

しかし、Ａ社は、申立人が同社に勤務していたことを確認できる資料等を保

有していないことを理由に、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金

保険の加入状況等について確認することができないとしている。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿から申立期間当時厚生年金保険に加入してい

ることが確認できる複数の元従業員を抽出し、申立人の申立期間における勤務

状況及び同社における厚生年金保険の適用状況等について照会したところ、連

絡のとれた４名のうち、２名は、申立人のことを記憶していないとしており、

残る２名は、申立人が同社に在籍していたことは記憶しているが、その勤務期

間については記憶が無いと陳述している。 

さらに、申立人は、申立期間直前の昭和 49 年９月 11 日から 61 年 12 月 31

日まで勤務していた事業所が厚生年金保険の適用事業所で無かったことを認

識し、50年４月から申立期間を含む 62年８月まで継続して国民年金に加入し、

その間の保険料を完納していることが確認できることから、申立期間について

も厚生年金保険に加入していなかったことを認識していたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から



の控除については、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連

資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4014 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年８月 17日から 41年 12月 29日まで 

    厚生年金保険加入期間について、Ｄ社会保険事務所に照会申出書を提出し

たところ、Ａ社に勤務していた昭和 36年８月 17日から 41年 12 月 29日ま

での期間について、脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    前職のＢ社については、脱退手当金を受け取った覚えはあるがＡ社では受

け取っていない。 

    当時、勤める意思があり次に勤務したＣ社は、私がＡ社に勤務していた時

に、同社の中に新しくできた会社である。 

    Ａ社からの薦めで勤務することになったが、そのような経緯からしても脱

退手当金の請求手続は絶対していないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ社に勤務していた期間(昭和 32 年３月１日から 36年５月１日

までの 50か月)については脱退手当金を受給したが、Ａ社で勤務していた申立

期間（64か月)については,脱退手当金を受給した記憶は無いとしている。 

しかし、社会保険庁の記録によると、申立人の脱退手当金はＢ社に勤務して

いた期間と申立期間を合算した 114か月が、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格の喪失日から約２か月後の昭和 42年３月８日に支給決定されている

ことが確認でき、また同日以前に脱退手当金が支給された記録も同日以前受給

したことをうかがわせる事情も無い。 

また、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支

給を意味する「脱」の表示がある上、オンライン記録上、申立期間後に申立期

間とそれ以前の期間を基礎として支給されており、同一の被保険者記号番号で

管理されている申立期間とそれ以前の期間を支給期間とした脱退手当金の支



給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても申立期間を含む脱退手当金を受給したことを

疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4015 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住        所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年１月 30日から同年 12月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社には、昭和 32年６月から 33 年 12 月まで勤務していたので、申立

期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 32年６月から 33年 12月までＡ社に勤務していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社は、昭和 33年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所で無くな

っており、申立期間のうち、同日よりも後の期間は適用事業所ではない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、昭和 33 年１月 29 日に被保険者資格を喪失している元従業員は、「自分

は昭和 33年１月ごろに退社したが、申立人も私と同時期に退社したと思う。」

と陳述している。 

さらに、Ａ社の元事業主及び役員等の所在は不明であり、これらの者から申

立期間における申立人の勤務実態及び保険料控除を確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び保険料控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4016 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 12月５日から 61年５月１日まで 

私は、昭和 60年 12月から 61年５月までＡ社に勤務したが、社会保険事

務所には、同社に勤務した期間の厚生年金保険加入記録が無い。 

Ａ社では、給与から厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＡ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所

在地を管轄する法務局において、商業登記に係る記録は確認できなかった。 

さらに、申立人は、Ａ社の事業主及び同僚等の氏名を記憶しておらず、これ

らの者から申立人の勤務及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

加えて、申立人が申立期間にＡ社において雇用保険の被保険者となった記録

は無い上、申立人は、申立期間のうち、昭和 61年３月 16日以降の期間におい

て、同社とは別の事業所において、雇用保険の被保険者となっている記録が確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4017 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年２月２日から同年５月 16日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ社。）に 昭和 57 年９月 25 日から 59 年 12 月 31

日まで勤務していたのに、社会保険庁の記録において申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無いのは納得できない。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ団体の辞令から、申立人が申立期間当時、Ａ社に勤務していたことが確認

できる。 

しかし、Ｃ団体の上記の辞令は、昭和 58年２月 18日から同年３月 31日ま

での期間及び同年４月２日から同年５月 15 日までの期間と、いずれも２か月

以内の採用となっている。Ｂ社は、「当該期間については、２回にわたり２か

月以内の採用をしており、厚生年金保険や雇用保険への加入手続は行っていな

い。」としており、このことは、厚生年金保険法第 12条第２項ロの規定により、

申立人は厚生年金保険の適用除外者として取り扱われたことが推認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4018 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年８月 19日から 43年１月 20日まで 

       私は、昭和 41年３月から２年半ぐらいＡ社に勤めていたが、社会保険事

務所の記録では42年８月19日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したこ

とになっている。同社が保管していた被保険者台帳のコピーをもらったとこ

ろ、資格喪失日は 43年１月 19日とあり、私の記憶どおりだったので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、同社

及び元事業主から申立人の申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除等について確認することができない。 

また、Ａ社が保管していた申立期間当時の被保険者台帳によると、申立人は

社会保険事務所の記録どおり、昭和 41年３月 10日に厚生年金保険の資格を取

得し、42年８月 19日に被保険者資格を喪失しており、雇用保険の加入記録と

も一致している。 

さらに、申立人の複数の同僚は、「申立人に対しての記憶はあるものの申立

期間における勤務実態について詳しいことは分からない。」と回答している。 

加えて、上記の被保険者台帳において、申立人の健康保険の整理番号の前後

に記録のある 25 人の同僚の年金記録を調査したところ、不鮮明な４人の記録

を除き、社会保険庁の記録と一致していることが確認できる。 

なお、申立人は、「Ａ社が保管していた被保険者台帳の写しに、資格喪失日

が昭和 43 年１月 19 日と記載されている。」と申し立てているところ、当該台



帳の原本によると、申立人の資格喪失日は、社会保険庁の記録どおり 42 年８

月 19日に資格を喪失となっている。「43年１月 19日」と記録されていること

について、Ａ社から当該台帳を取り寄せて申立人に交付したＢ社は、「同台帳

に昭和 43 年１月 19 日と特記したことについては不明。」と回答しているもの

の、同台帳における申立人の資格喪失日は、一見しただけでは 43 年１月 19

日とも読み誤る記載ぶりとなっていることから、申立人からの照会を受け同台

帳の欄外の余白部分に「昭和 43年１月 19日」と特記して同社が交付したもの

と考えられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4019 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年５月から 30年 10月まで 

    私は、昭和 26年 11月から 30年 10月までＡ社でＢ業務従事者として勤務

していた。しかし、社会保険事務所の記録では厚生年金保険の資格喪失日が

28年５月 27日になっており、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無く納

得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を見ると、 

申立人は、昭和28年５月27日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失しており、

健康保険証が返還された記録が確認でき、同名簿の記載内容に不自然な点もう

かがえない。 

また、上記名簿において、申立期間当時の被保険者 24 人のうち、申立人が

記憶している同僚を含む 20人が申立人と同日付けの昭和 28年５月 27日で被

保険者資格を喪失していることが確認できる。 

さらに、上記日付で資格を喪失している同僚からは、「社長がＣ業は先の見

込みが無いと考え、会社を閉鎖し従業員を解雇した後、副社長が隣の工場を買

い取り、個人でＤ業を始めたが、その事業所も 32 年に法人化するまでは社会

保険には加入していなかった。」と陳述している。 

これらのことから、社会保険事務所の記録どおりの申立人に係る資格喪失届

が、事業主から提出されたと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を控除さ

れていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4020 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27年４月から 28年９月 29日まで 

           ② 昭和 29年７月５日から 30年５月まで 

       私は、Ａ社に昭和 27年４月から 28年 12月まで勤務したが、申立期間①

の厚生年金保険の加入記録が無く、納得できない。 

また、Ｂ社では昭和 29年２月から 30年５月まで勤務したが、申立期間②

の厚生年金保険の加入記録が無く、納得できない。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社が破産宣告を受けた平成６年当時の代表取締役

に対して照会を行ったが、「関係書類はすべて処分した。」との回答があり、申

立人の申立期間の勤務実態及び保険料控除についての具体的な陳述を得るこ

とはできなかった。  

また、社会保険事務所が保管しているＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

から申立期間に加入記録があり、連絡先が分かった同僚に照会を行ったが、申

立人の勤務実態及び保険料控除について陳述を得ることはできなかった。 

さらに、申立人は、「昭和 27年４月にＡ社に入社したのは自分一人だけであ

り、上司、同僚の氏名及び連絡先等も全く覚えていない。」と陳述しており、

申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除を明らかにすることはで

きなかった。 

申立期間②については、社会保険事務所が保管しているＢ社に係る厚生年金

保険被保険者名簿によると、申立人の資格喪失日は昭和 29 年７月５日となっ

ており、健康保険証を返却したことを示す「証返」の押印も確認でき、同名簿

の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

また、Ｂ社の事業主は既に亡くなっており、申立人の勤務実態及び保険料控



除についての具体的な陳述を得ることはできなかった。   

さらに、申立人が申立期間当時、一緒に仕事をしていたとする同僚は、「申

立人と一緒の会社で勤務していたというはっきりした記憶は無い。」旨陳述し

ているほか、前述の被保険者名簿から抽出した同僚に照会を行ったが、申立人

の勤務実態及び保険料控除について確認することはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4021  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月 19日から 59年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社。）Ｃ支店に昭和 58年１月 19日から 59年４月 14日まで勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社には継続

して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ支店が保管していた厚生年金基金加入員資格取得届において、申立人

の同資格取得日は社会保険事務所の記録どおりの昭和 59 年１月１日であるこ

とが確認でき、同社は「同基金加入員資格取得届は、厚生年金保険の被保険者

資格取得届と複写式であった。」と回答している。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名

簿から、加入記録のある同僚に照会したところ、当該同僚は、「自分の入社時

期は、昭和 58 年９月であるが、厚生年金保険の資格取得日は、その４か月後

の 59 年１月である。」としており、当該事業所においては、従業員を採用後、

相当期間経過してから厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4022 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年８月 28日から 61年４月１日まで 

    私は、昭和 56年８月 28日から 61年３月 31日まで叔父の紹介でＡ社Ｂ支

店に勤務し、臨時雇用でＣ業務の仕事をしていた。 

    当時、Ｃ業務の者はすべて臨時雇用で、少数の責任者は正社員だったが、

正社員も臨時雇用の者も厚生年金保険料を控除されていた。 

しかし、社会保険庁の記録によるとこの期間が厚生年金保険に未加入とさ

れており納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 56年８月 28日から 61年４月１日まで叔父の紹介でＡ社Ｂ

支店に勤務し、臨時雇用としてＣ業務の仕事をしていたと申し立てているとこ

ろ、申立人の叔父の同事業所に係る厚生年金保険の加入記録は確認できること、

及び同僚の陳述から、在職期間は特定できないものの、申立人が同社Ｂ支店に

勤務していたと推認できる。 

しかし、当該事業所の総務担当者は、「申立期間当時の資格取得台帳に申立

人の氏名の記載が無く、労働者名簿及び社員カードにも見当たらないため、申

立人は厚生年金保険には加入していないと思われる。厚生年金保険に加入して

いない者からは保険料は控除していない。」としている。 

また、社会保険事務所が保管している当該事業所に係る厚生年金保険被保険

者名簿において、申立期間当時に被保険者記録が確認できる同僚は、「私は、

臨時雇用で入社しその後正社員になったが、臨時雇用の期間は厚生年金保険に

加入していなかった。臨時雇用の期間は人によって異なり、厚生年金保険に加

入せずに退職した者もいた。」旨、陳述している。 

さらに、申立人の当該事業所に係る雇用保険の被保険者記録も無い。 



このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を控除さ

れていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4023 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 11月 30日から 43年７月５日まで 

             ② 昭和 45年１月 31日から同年４月７日まで 

私は、Ａ社に勤務していた時に、同社社長の弟がＢ社を設立したので、一

緒に仕事をしてほしいと勧誘され、厚生年金保険の継続を条件に承諾し、Ａ

社退職後の昭和 41年 11月 30日から平成９年８月 30日までＢ社で勤務した

はずなのに、途中で勤務したことのないＣ社で被保険者期間はあるものの、

申立期間①及び②が、厚生年金保険加入期間とされていないのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から、勤務期間は特定できないものの、申立期間①及び②当時、

申立人がＢ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは、昭和 45 年４月７日であり、申立人及び申立人と一緒に同事業所へ異動

したと陳述している同僚が、同日付けで厚生年金保険被保険者資格を取得して

いることが確認でき、申立期間①及び②当時は適用事業所とはなっていない。 

また、上記同僚は、「Ｂ社で厚生年金保険に加入するまでの間は、国民年金

と国民健康保険に加入しており、厚生年金保険料の控除は無かったと思う。」

と陳述しており、社会保険庁の記録において、申立期間①及び②と重なる昭和

43年４月から同年６月までの期間及び同年９月から 45年３月までの期間の国

民年金保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、Ｂ社の事業主は、現在入院中で会話できる状態にないことから、申

立期間①及び②当時の勤務実態及び保険料控除等を確認することはできない。 

なお、Ｃ社の商業登記簿によりＢ社の事業主がＣ社の取締役に就任している



ことが確認できる上、当該事業主は、社会保険庁の記録において、Ｃ社で厚生

年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる。また、申立人と一緒

にＢ社へ異動したと陳述している上記同僚についても社会保険庁の記録にお

いて、Ｃ社で厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4024 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月から 49年 12月まで 

社会保険庁の記録では、私の夫は、昭和 47 年３月から 49年 12月までの

期間が厚生年金保険に未加入となっている。 

しかし、私の夫は当時、Ａ社及びＢ社で勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立人が申立期間にＡ社及びＢ社で勤務し、厚生年金保険に

加入していたと主張している。 

しかし、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＡ社は、厚生年金保険

の適用事業所としての記録は無く、また、同事業所の所在地を管轄する法務局

に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 50 年１月８日にＢ社での厚生年金保

険被保険者資格を取得していることが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿

から確認できるところ、同社の事業主は、「申立人がＡ社で部長をしていたこ

とを本人から聞いた記憶があり、昭和 50 年１月にＡ社から当社に転職したと

思う。また、Ａ社は、当社と同一ビル内に入居していたが、資本関係は無く、

Ａ社の従業員は歩合給の社員ばかりだったので、社会保険には加入していなか

ったと思う。」と陳述している。 

さらに、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立期間の健康保険番

号に欠番は無く、連続して付番されていることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4025 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から８年７月１日まで 

 私は、平成７年 10月 1日に、移籍出向先のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｄ

支店。）からＥ社へ戻った。その際、給与額に変更は無かったにもかかわ

らず、社会保険庁の記録では、申立期間の標準報酬月額が新規社員扱いの

47万円となっているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について主張しているもの

の、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人から提出のあった申立期間に係る給与台帳の写しにおける厚生年金

保険料控除額を基に算定した標準報酬月額は、社会保険庁の申立人に係る標準

報酬月額と一致している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立期間については、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4026 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年３月 10日から 52年 12月１日まで 

    私は、昭和 42年３月にＡ社に再入社し、Ｂ職種の責任者代理となった。

45年７月ごろの給与手取額は 15万円ほどであったが、その後、ほかのＢ職

種の者よりも売上げが多かったので、給与手取額は 30万円ほどとなった。 

    しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社に在職した期間の標準報酬月額は 1

万 6,000円から 20万円となっており、私が記憶する給与手取額と大きく異

なっているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に再入社後の標準報酬月額が実際の給与支給額と比べて低い

と申し立てているところ、申立人から給与明細書等の提出は無く、申立期間の

給与額及び厚生年金保険料控除額を確認できる資料も無い。 

   また、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

を見ると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、毎年増加しながら推移し

ていることが確認でき、標準報酬月額の減額及び訂正処理などの不自然な処理

が行われた形跡も認められない。 

   さらに、Ａ社は、昭和 56 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所では無く

なっており、当時の事業主及び社会保険事務担当者は既に死亡している上、同

社での被保険者資格を取得している申立人と同一職種の同僚は確認できない

ことから、申立人の申立期間に係る給与額及び厚生年金保険料控除額に関する

証言等を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせ

る事情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間において、そ

の主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4027 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年６月１日から 39年２月１日まで 

    私は、父親が経営するＡ社に昭和 36年５月１日から事務職として勤務し、 

結婚のため 39年１月 31日に同社を退職した。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の喪

失日が昭和 37 年６月１日となっているので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ

り同社での在籍が確認できる複数の同僚は、「申立人は、同社の事務職として

勤務しており、結婚するために同社を退職した。」旨を陳述しており、申立人

が、申立期間に同社に在籍していたことは推定できる。 

しかし、Ａ社での申立人の在籍を記憶するいずれの同僚も、「申立期間にお

ける申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除までは分からない。」と陳述

している。 

また、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

を見ると、申立期間中に２度の標準報酬月額の定時決定が行われていることが

確認できるが、申立人に係る標準報酬月額の定時決定の記録は無い上、申立人

の健康保険証が被保険者資格の喪失日の昭和 37 年６月１日直後の同年６月８

日に社会保険事務所に返納されたことを示す記録が確認できる。 

さらに、Ａ社は、昭和 41年８月 27日に厚生年金保険の適用事業所では無く

なっており、事業主及び事務担当者は既に死亡しているため、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険料の控除について陳述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4028 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年 10月１日から 26年３月１日まで 

    私は、昭和 23 年 10 月１日からＡ社に常勤で勤務していたが、26 年２月

ごろに同社が廃業したので、社員全員がＢ社に移籍した。 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた期間が厚生年金保険の未加入

期間とされているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと主張し

ている。 

しかし、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＡ社は、社会保険事務

所において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所在

地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ａ社の社員全員がＢ社に移籍したと申し立てているところ、

Ｂ社は申立期間直後の昭和 26 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、同日に申立人を含む 11 人が同社での厚生年金保険被保険者資格を取

得していることが、管轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被

保険者名簿から確認できるものの、申立人以外の 10 人の申立期間に係る厚生

年金保険加入記録は確認できない。 

さらに、申立人が、Ａ社及びＢ社での同僚として名前を挙げた者のうち、当

時の事情を照会できた唯一の同僚は、「申立期間当時の記憶は無く、申立人の

ことも覚えていない。」としており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料

の控除に関する陳述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4029 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年８月 26日から 46年７月１日まで 

私は、職業安定所の紹介で昭和 45年８月 26日にＡ社（現在は、Ｂ社）に

入社し、46年７月１日まで勤務した。同社では、Ｃ部でのＤ業務に三交替制

で月 18日間程度従事していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた期間は厚生年金保険

の未加入期間とされているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、同社Ｃ部でＤ業務に従事していたと申

し立てているところ、申立人が記憶する同社所在地、Ｃ部の配置及び勤務形態

は、申立期間の状況と符合している上、申立人が記憶する上司の氏名が管轄社

会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険者名簿により確認で

きることから、申立人が同社に在籍していた可能性は否定できない。 

   しかし、Ａ社での申立期間当時の社会保険事務担当者二人は、「申立人が同

社に在籍していた記憶は無い。」と陳述しているとともに、管轄社会保険事務

所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険者名簿により同社での在籍が確

認できるＣ部で勤務していた複数の同僚も、「申立人のことは覚えていない。」

と陳述している。また、申立期間に係る申立人の雇用保険加入記録も確認でき

ない。 

   さらに、Ａ社での申立期間当時の社会保険事務担当者は、「申立期間当時の

同社の男性従業員は、正社員又は学生アルバイトであり、学生アルバイトにつ

いては、厚生年金保険の加入手続を行っていない。」と陳述しているとともに、

同社会保険事務担当者及び同僚は、「正社員は、入社と同時に労働組合に強制



加入であった。」と陳述しているところ、申立人は、「労働組合には加入してい

なかった。」と陳述している。 

   加えて、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿には、申立期間の健康保険番号の欠番は無く、連続して付番されていること

が確認できる。 

   このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4030 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年８月６日から 36年３月３日まで 

私は、昭和 32年 12 月 21日から 36年５月 18日までＡ社に継続して勤務

していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和

33年８月６日から 36年３月３日までが厚生年金保険の未加入期間とされて

いる。 

申立期間を厚生年金保険被保険期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していた

と申し立てている。 

しかし、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿を見ると、申立人は、昭和 32年 12 月 21 日に「Ｂ」として同社での厚生年

金保険被保険者資格を取得し、33 年８月６日に資格を喪失後、36 年３月３日

に「Ｃ」として被保険者資格を再取得していることが確認できる上、同社での

一回目の被保険者資格の取得時と二回目の資格取得時の厚生年金保険被保険

者台帳記号番号及び健康保険番号は、それぞれ別番号であることが確認できる。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において昭和 32年 12 月 21日

から同社での在籍が確認できる同僚一人は、「Ｂという名前は覚えているが、

早くに同社を退職したように思う。また、Ｃという名前の記憶は無い。」と陳

述しており、ほかの同僚二人は、「申立人は、同社の下請事業所の従業員であ

った。」旨を陳述している。さらに、複数の同僚に照会したものの、申立人の

同社での申立期間における在籍に関する証言等を得ることはできなかった。 

加えて、Ａ社は、昭和 58年１月 24日に厚生年金保険の適用事業所では無く



なっており、申立期間当時の事業主及び社会保険事務担当者は既に死亡してい

るため、申立人の同社での申立期間における在籍状況、勤務実態及び厚生年金

保険料の控除に関する陳述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事情及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4031 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年３月から同年５月１日まで 

             ② 昭和 20年 10月１日から 21年１月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 20年３月から勤務し、終戦後も同年 12月末まで勤務し

たが、社会保険事務所に厚生年金保険の加入について確認したところ、同年

５月１日から同年 10 月１日までの記録になっている。申立期間も勤務して

いたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人はＡ社に昭和 20 年３月から同年５月１日ま

でについても勤務していたと申し立てており、これについて当時の複数の同僚

は、「戦中の大変な時期であったので、３月に学校を卒業し、すぐにＡ社に入

社した。」と供述しており、申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、社会保険事務所の記録から、Ａ社の厚生年金被保険者の資格取得日

が、昭和 20 年５月１日である者が多数確認できる上、申立人は入社してしば

らくの間は、研修期間があったとしている。 

   また、Ａ社の同僚５名は、「３月に学校を卒業後すぐに同社に勤務した。」と

回答しているが、当該５名の同僚の同社における資格取得日は申立人と同じ昭

和 20年５月１日となっていることが、社会保険庁の記録から確認できる。 

さらに、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 

   申立期間②については、申立人はＡ社に昭和 21 年１月１日まで勤務してい

たと申し立てている。 

   しかし、Ａ社で厚生年金保険の資格を昭和 20 年５月１日に取得した従業員



について、社会保険庁の記録によると、ほとんどの者が同年 10 月１日に被保

険者資格を喪失しており、照会を行った従業員のうち複数の者が「終戦により

事業所は閉鎖となった。」と供述していることから、当該事業所が解体された

ことに伴って、申立人を含む多数の従業員が一括して厚生年金保険の資格喪失

をする取扱いになったことがうかがえる。 

   また、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4032 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月から 41年３月まで 

    私は、昭和 33 年にＡ市にあったＢ社に入社し、41 年３月まで勤務した。

本店のＢ社に勤務した従業員に厚生年金保険の記録が無く、支店勤務の従業

員に記録があることに納得できない。申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、Ａ市で法人登記されており、申立人が記憶している上司が、登記簿

謄本の役員欄に記載されており、同社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、申立期間に厚生年金保険の適

用事業所としての記録は無く、公共職業安定所の記録には、雇用保険の適用事

業所としての記録も無い。 

   また、申立人がＢ社の支店であったと記憶するＣ社は、Ｂ社の事業主の親族

が事業主となっており、社会保険庁の記録で厚生年金保険の適用事業所であっ

たことが確認できるが、Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立人及

び申立人が記憶する事業主及び上司３名の名前は見当たらず、健康保険の整理

番号に欠番は無い。 

   さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の事業主による控除について

は、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4033 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月ごろから 54年 12月ごろまで 

   私の夫は、昭和 50年１月ごろから 54年 12月ごろまでＡ社に勤務してい

たが、社会保険庁には同社において厚生年金保険に加入した記録が無い。51

年分の源泉徴収票には社会保険料が控除されているので、申立期間について

被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が申立人の年金記録の訂正を求めて行

ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻から提出のあった源泉徴収票等から、申立人が申立期間において、

Ａ社に在籍していたことが確認できる。 

しかしながら、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ社は、社会保険

事務所において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、公共職

業安定所において雇用保険の適用事業所としての記録も無い。 

さらに、上記源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額は、給与支払総

額から算出した厚生年金保険料額を含むものとしては著しく低額で、申立人に

支給された給与から厚生年金保険料が控除されていたとは考え難い。  

加えて、申立人には申立期間をとおしてＢ市に国民健康保険の加入記録があ

ることから、申立人は、Ａ社が社会保険の適用事業所で無かったことを承知し

ていた上で国民健康保険に加入していたものと推察できる。 

このほか、Ａ社の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無く、事業主

等の連絡先は不明であり、これらの者から、同社における申立人の勤務の状況

及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4034 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年９月１日から 28年２月 26日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社には、昭和 23 年８月から

29 年９月まで継続して在籍しており、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社では、申立人の父親が事業主を務め、申立人は専務の役職に

就いていたと供述しており、同僚の証言からも、申立期間当時、申立人が同社

の業務に携わっていたことがうかがわれる。 

   しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社の被保険者名簿から、申立期

間に同社で厚生年金保険被保険者資格を取得及び喪失をしたことが確認でき

る同僚は、申立人について、「当時、Ｂ県の大学の学生でもあり、Ｃ県に戻っ

てきているときはＡ社の仕事をしていたが、大学に通学しているときは同社で

勤務していなかった。」と供述しており、申立人も、「常勤では勤務することが

できなかったために、自由のきく役員の形を取っていた。」と供述している。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿では、昭和 25 年９月１日に申

立人と同じく複数の親族従業員が被保険者資格を喪失しており、さらに、同社

の事業主でもある申立人の父親は、同時期に同社で被保険者資格を取得してお

らず、しばらくした 26年８月１日に資格を取得していることが確認できる。 

これらの事情から、当時、Ａ社では事業主も厚生年金保険に加入しておらず、

同社役員ではあったが、Ｂ県の大学に通う学生でもあり、常勤では同社の仕事

をしていなかったとする申立人についても、昭和 25 年９月１日に複数の親族

従業員と併せて資格を喪失させて、その後、同社社長が同社の厚生年金保険に



加入した後に、申立人についても、28 年２月 26 日に同社で被保険者資格を再

取得したことが推察できる。 

さらに、Ａ社に係る被保険者名簿では、申立人が同社で初めて被保険者資格

を取得した昭和 23 年８月１日から新たに別の厚生年金保険の記号番号で資格

を再取得した 28年２月 26日までの健康保険の整理番号は、連番となっていて

欠番は見られない。 

   このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4035 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  
 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 50年９月 30日から同年 10月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間も同社で継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に昭和 50年９月 30日まで勤務し、同年 10 月１日が正しい

資格喪失日であると主張しており、申立人所持の国民年金手帳の同年９月の検

認記録欄には「不要」のゴム印が押されている。 

しかし、雇用保険の記録から、申立人がＡ社を退職した日は昭和 50 年９月

29日であることが確認でき、社会保険庁の記録と符合している。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿から、同社を昭和 50年から 51年に退職した

11 人を調査したところ、月末日に資格を喪失している者が６人おり、月途中

で資格を喪失した者４人を含め、計 10 人が勤務した最終月に資格を喪失して

いることが確認できる。 

一方、厚生年金保険法では、第 19 条において「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また同法第 14 条にお

いては、資格の喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とさ

れていることから、申立人の資格喪失日は、昭和 50年９月 30日であり、申立

人の主張する同年９月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めることはで

きない。 



大阪厚生年金 事案 4043 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年５月 30日から 35年 12月 31日まで 

    私は、Ａ県Ｂ市にあったＣ社に勤務していたが、昭和 28 年５月末に同社

の子会社でＤ市Ｅ区にあったＦ社に異動し、35年 12月末まで勤務した。 

社会保険庁の記録によると、Ｆ社に勤務していた期間が厚生年金保険に未

加入とされている。同社への異動が、Ｃ社からの在籍出向であったのか、移

籍であったのかは分からないが、申立期間においてどちらかの会社で厚生年

金保険に加入していたのは間違いない。 

申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＣ社に勤務していた当時の同僚から、｢申立人は、Ｃ社に１年から

２年ぐらい勤務した後、Ｆ社に移った。｣旨の陳述が得られたことから、申立

人が、Ｆ社に勤務していたことは推測できる。 

   一方、申立人は、申立期間において、Ｃ社又はＦ社のどちらかで厚生年金保

険に加入していたと申し立てているところ、申立人、及び申立人が自身と同様

にＣ社からＦ社に移ったと陳述している同僚（３人）に係る厚生年金保険被保

険者台帳によると、Ｆ社に係る資格喪失原因欄に｢退職｣又は「解雇」と記載さ

れていることが確認できる。 

   また、社会保険事務所が保管している事業所整理記号番号払出簿によると、

Ｆ社の厚生年金保険新規適用日は、申立期間が終了する約６か月前の昭和 35

年６月 23 日であることが確認できるとともに、事業主及び当時の同僚は死亡

又は連絡が取れないことから、申立人が、新規適用日より後まで同社に勤務し

ていたことは確認することはできない。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＦ社の厚生年金保険被保険者名簿に



よると、同社の新規適用日以降の申立期間において健康保険番号に欠番は無い

ことから、申立人に係る記録が失われたとは考えられない。 

   加えて、Ｆ社の厚生年金保険新規適用時の被保険者資格の取得者数（２人）

等から、同社は任意適用事業所であったものと推測されるところ、通常、任意

適用前から厚生年金保険料を控除されていたことは考え難い。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4044 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年８月 12日から 45年１月９日までの

期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 63年 12月 19日から平成元年９月

27 日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年８月 12日から 45年１月９日まで 

             ② 昭和 63年 12月 19日から平成元年９月 27日まで 

    私は、昭和 44年８月 12日から 45 年１月９日までの期間、Ｄ職業安定所

の紹介によりＡ船でＢ業務従事者として勤務した。Ａ船に乗船後、船主に健

康保険証の交付を求めたところ、手続をするので少し待ってほしいと言われ

たが、一向に渡す気配がみられず、船員保険に加入してくれないため、Ｅ業

務従事者と２人で退職を申し入れ、一緒に下船した。年金記録問題において

は時効を設定しないと聞いたことがあるので、当時の事業主に申立期間に係

る保険料を納付してもらい、本人負担分は一括して自分が支払うので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。（申立期間①） 

    社会保険庁の記録によると、Ｃ社で厚生年金保険に加入していた昭和 63

年 12月 19日から平成元年９月 27日までの期間の標準報酬月額が 28万円と

されているが、実際には毎月 40 万円前後の給与を受け取っていた。当時の

給与明細書を保管しており、給与支給額が確認できるので、申立期間につい

て、標準報酬月額を実際の給与支給額に応じた金額に訂正してほしい。（申

立期間②） 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人から提出された船員手帳により、申立人が申

立期間においてＡ船で勤務していたことが確認できる。 



   一方、社会保険庁の記録によると、申立人が勤務していたＡ船の船員保険新

規適用日は、申立人が同船を下船した後の昭和 45 年３月１日であることが確

認できる。 

なお、申立人の主張は、「『厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律』（以下、「特例法」という。）に基づき、船員保険適用前の申

立期間について、当時の事業主及び従業員（申立人）による保険料のそ及納付

を認めて被保険者期間に追加するとともに、『厚生年金保険の保険給付及び国

民年金の給付に係る時効等に関する法律』に基づき、給付の消滅時効に係る分

も含め記録訂正による年金増加分を支払ってほしい。」とするものであるが、

特例法による記録訂正は、事業主による保険料の源泉控除が行われたこと、及

び厚生年金保険法に基づく保険料の納付義務の履行が明らかでないことの２

つの要件を満たすことが前提となっており、本申立てのように、厚生年金保険

未適用期間について、保険料のそ及納付による記録訂正を認めているものでは

ない。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

申立期間②については、申立人から提出されたＣ社発行の平成元年１月から

同年９月までの給与支給明細書により、申立人は当該期間において 39万 8,460

円から 43万 6,073円の給与を受け取っていることが確認できる。 

一方、上記給与支給明細書によると、申立人に係る申立期間中の厚生年金保

険料控除額は、給与支給額ではなく、給与のうち基本給（28 万円）を基に算

定した標準報酬月額に見合う金額であることが確認できる。 

以上の事情及び関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に

ついて、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4045 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 10月ごろから 45年ごろまで              

    私は、Ａ社Ｂ支社を昭和 40 年３月末に退職し、その後、職業訓練学校を

経て職業安定所の紹介により、Ｃ社の下請けであったＤ社（Ｅ市）に就職し

た。 

社会保険庁の記録によると、Ｄ社に勤務した昭和 40 年 10 月ごろから 45

年ごろの間が厚生年金保険加入に未加入とされている。 

申立期間において厚生年金保険に加入していたと思うので、被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 40年 10月ごろから 45年ごろまでＤ社で勤務していたと申

し立てているところ、Ｋセンター（Ｇ県Ｆ市）の記録によると、申立人は、

40 年９月７日から 41 年３月 10 日まで、訓練生として同センターに在籍して

いたことが確認できる。 

また、Ｈ公共職業安定所の記録によると、申立人は、職業訓練を修了した

直後の昭和 41 年３月 29 日から 42 年４月 10 日までＥ市にあったＩ社で雇用

保険に加入していたことが確認できる。 

さらに、申立人は「申立てに係る事業所名について、Ｍ社又はＮ社と記憶

している。」旨陳述しているところ、社会保険庁の記録によると、Ｄ社が厚

生年金保険適用事業所となった記録は確認できないほか、Ｃ社Ｅ支社から、

「申立期間当時、Ｄ社という会社に係る下請け履歴は見当たらない。」旨の

陳述を得た。 

加えて、当時の人事記録を保管しているＪ社から、「昭和 30年以降は人事

記録が残っているが、申立人の在籍記録は見当たらない。Ｏ業務従事者につ



いては、当時も現在も雇用保険には加入するが、厚生年金保険には加入しな

い扱いを行っている者がある。」旨の陳述を得たほか、申立人は、「申立期

間当時の給料日、給料額及び給料の受取り方については覚えていない。」旨

陳述している。 

以上の事情から、申立人は、申立期間当時、職業訓練を修了した後、Ｅ市に

あったＩ社に勤務したが、厚生年金保険には加入していなかったと考えるのが

相当である。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4046 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年８月 21日から 36年 12月 25日まで 

    60 歳になった時に過去の厚生年金保険被保険者期間について社会保険事

務所で調査してもらったところ、Ａ社Ｂ工場に勤務していた期間について、

脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    脱退手当金を請求した覚えも、受給した覚えも無いので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

  そこで、Ａ社Ｂ工場の厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の氏名が

昭和 37 年＊月＊日付けで旧姓から新姓に氏名変更されていることが確認でき

るところ、申立人の脱退手当金が同年６月 12 日に支給決定されていることを

踏まえると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が行われたと考えるのが自然で

ある。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、申立期間と申立期間後は

別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したために記号番号が

異なっていると考えるのが自然である。 

  さらに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いほか、申立

人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給してい

ないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4047 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年 11月１日から 35年６月１日まで 

             ② 昭和 37年４月１日から 38年 10月 11日まで 

昭和 40 年９月末にＡ社を退職する際に、同社の厚生年金保険加入期間に

ついては脱退手当金の裁定請求を申し出て、脱退手当金を受給したが、社会

保険庁の記録によれば、Ｂ社及びＣ社における加入期間についても、脱退手

当金支給済みとされている。 

Ｂ社及びＣ社の厚生年金保険加入期間については、脱退手当金を請求も受

給もしていないので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社を退職する際、同社の厚生年金保険加入期間について脱退手

当金を受給したが、申立期間に係る脱退手当金は請求も受給もしていないとし

ている。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、

Ａ社の加入期間と合算されて支給されていることが確認でき、このほかに支給

記録は認められないことから、申立期間も併せて受給したと考えるのが自然で

ある。 

また、脱退手当金の支給対象となった最終事業所とその後の事業所に係る厚

生年金保険被保険者記号番号は別の記号番号となっていることから、脱退手当

金を受給したために記号番号が異なっていると考えるのが自然である。 

さらに、申立期間を含む脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無い上、申立

人から聴取しても、ほかに申立期間に係る脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4048 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年３月 29日から 43年 12月 31日まで              

   社会保険庁の記録によれば、昭和 37 年３月 29 日から 43 年 12 月 31 日ま

で勤務したＡ社における厚生年金保険加入期間について、脱退手当金支給済

みとなっている。 

脱退手当金を請求も受給もしていないので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな 

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約１か月後の昭和44年１月31日に支給決定されていることが

確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の前後計 120

人のうち、申立人と同一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を

喪失した女性 36 人について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給

者は申立人を含め 28人みられ、うち 27人が資格喪失後約６か月以内に支給決

定されているほか、支給決定日が同一日となっている受給者も散見される。 

また、Ｂ社（Ａ社から名称変更。）では、「当時、勤続２年以上の人で転職

でない場合は、脱退手当金の説明をした上で、事務担当者が手続を行い、控え

の書類を本人に渡していた。」と陳述していることを踏まえると、申立人につ

いてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いもの

と考えられる。 

   さらに、厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を



意味する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上

の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4049 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年１月まで 

Ａ社を退職後、母校から紹介され、昭和 37 年４月にＢ社へ入社した。

社長も母校の先輩であり、ほかにも同じ大学出身の先輩及び後輩がいたこ

とを覚えている。38年１月まで勤務していたが、社会保険庁において、申

立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことに納得がいかない。申立期間

を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が一定期間、Ｂ社に在職していたことは、申立人が採用の経緯及び

業務内容を明確に記憶していることから推定できる。 

しかし、申立人が記憶しているＢ社の同僚２人の厚生年金保険加入記録を

みると、同社における厚生年金保険の被保険者としての記録が無いことが確

認できる。また、「入社から３か月間の試用期間を経過した後に厚生年金保

険に加入した。」と複数の同僚が陳述していることから、同社は申立期間当

時、入社と同時に従業員の厚生年金保険の加入手続を行わなかったものと考

えられる。 

   さらに、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、健康保険整理番

号に欠番は無く、一連の手続に不備があったとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から保険料が控除

されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 4050 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年 12月 10日から 33年 11月１日まで 

    私は、昭和 32 年 10 月１日にＡ社に入社して、34 年６月１日に退職する

まで勤務しており、途中で退社したことはない。 

会社が小さかったので、人件費節約のために、私を含む３名に通知もせず

に厚生年金保険の資格を喪失させた疑いが強い。昭和 32年 12月 10日から

33年 11月１日までの厚生年金保険の加入記録が無いことに納得ができない

ので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間も継続してＡ社に勤務していたことは同社の同僚２人の

陳述から推定できる。 

しかし、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を見ると、同社の同僚６人の

うち３人について、申立人と同様に４か月から 19 か月までの空白期間がある

ことが確認でき、事業主が死亡しているため当時の事情を把握することはでき

ないが、事業主が申立人を含む４人の資格の取得及び喪失手続を誤って行った

ものとは考え難い。 

また、Ａ社の申立期間当時の事業主は既に死亡しているため、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険料控除について確認することができない上、現在の事

業主は、「当時の資料が無いため、申立人の在職等の確認はできない。」と回答

している。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 4051 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 22年生 

住        所  ：   

                

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 38年４月から 40年６月１日まで 

私は、昭和 38年４月に学校から集団就職で、Ａ社に住み込みで就職した。 

当時、朝早くから夜遅くまでＢ業務に従事していたことを覚えている。 

申立期間について、Ａ社で勤務していたことに間違いはないので厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年４月にＡ社に就職し、40 年５月 31 日まで継続して勤

務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、社会保険庁の記録において、厚生年金保険適用事業所とは

されておらず、申立人が申し立てているＡ社の所在地を管轄する法務局におい

て商業登記簿謄本を確認したが、同事業所の記録は見当たらなかった。 

さらに、申立人はＡ社の代表者及び同僚等の氏名を記憶しておらず、これら

の者から、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料控除についての陳述を得るこ

とができない。 

このほか、申立人が、申立期間当時、事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 4052 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年９月から 50年６月１日まで 

    私は、以前勤めていた会社の上司から、社会保険が完備していることを理

由に誘われて、昭和 47年９月にＡ社に入社した。50年６月末日に同社を退

職したが、社会保険事務所へ同社における加入期間を照会したところ、退職

前の１か月しか加入記録が無いとの回答であった。同社に入社した月から厚

生年金保険料を控除されていたので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、事業主及び同僚の陳述から、入社時期の特定はできないも

のの、申立人は、申立期間の一部についてＡ社に勤務していたことが推定でき

る。 

しかし、社会保険庁の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 50年６月１日であり、申立期間は適用事業所となっていない。 

また、Ａ社は、「適用事業所となるまでの間、従業員の大半が国民年金に加

入していた。」と回答しており、このことは同社の新規適用時に被保険者資格

を取得した 10 人の従業員のうち、申立人を含む４人が国民年金に加入し、そ

の保険料を納付している事実と符合する。    

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4053 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成８年 10月から９年９月まで 

Ａ社に勤務していた平成８年５月から同年７月までの給与総支給額の平

均額は 58万 1,404円であり、標準報酬月額は 59万円となるはずが、社会保

険事務所の記録では 56 万円となっている。標準報酬月額の決定に疑義があ

るので調査の上訂正をしてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社が平成８年度の算定基礎届の際に社会保険事務所に提出した平成８年

５月から同年７月までの給与支払額の平均額は、申立人から提出された給与明

細書及び同社から提出された申立人に係る賃金台帳に記載されている金額に

より 58 万 1,404 円であったことが確認でき、当時の標準報酬月額等級区分に

あてはめると標準報酬月額は 59 万円となることから、同社が申立人の報酬月

額を誤って届け出た可能性は否定できない。 

しかし、申立人が申立期間当時、給与から控除された厚生年金保険料額を基

に、申立期間当時の保険料率（173.5/1000）から標準報酬月額を再計算すると、

56万円になることが確認でき、社会保険庁の記録と一致する。 

 なお、仮に、申立人の主張する標準報酬月額が当該申立期間に係る標準報酬

月額に該当するとしても、厚生年金保険法第 75 条は、保険料を徴収する権利

が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基

づく保険給付は行わないとしていることから、本件については標準報酬月額の

変更を記録上行ったとしても、保険給付には反映されない。 

 このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4054 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生     

住    所 ：   

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年２月１日から 42年２月１日まで 

    Ａ社の厚生年金保険加入期間について、Ｂ社会保険事務所に照会申出書を

提出したところ、脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    脱退手当金の請求もしていないし、受け取っていないので、申立期間につ

いて厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

申立人の被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記さ

れているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 42

年４月 20 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 22年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 37年３月 22日から 39年９月 21日まで 

          ② 昭和 39年 10月５日から 43年３月 16日まで 

厚生年金保険加入期間について、Ｄ社会保険事務所に照会申出書を提出し

たところ、Ａ社及びＢ社に勤務していた期間について、脱退手当金支給済み

との回答を受けた。 

脱退手当金は、その後勤務したＣ社の期間については受け取ったが、申立

期間については脱退手当金を請求したことも受給したこともない。調べてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   申立人に対しては、申立期間後の昭和 48 年５月 16 日に、43 年８月９日か

ら 48 年３月 21 日までの間のうち、53 か月の厚生年金保険被保険者期間につ

いても脱退手当金が支給されている。その際、仮に申立期間の脱退手当金が支

給されていなければ、当該申立期間も併せて請求手続がとられるべきところ、

申立人は申立期間後の厚生年金保険被保険者期間のみ手続したと主張してい

ることを踏まえると、申立期間については既に脱退手当金が支給されているも

のとして、請求手続が行われたものと考えるのが自然である。 

また、申立人の被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示

が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 43 年６

月 25 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 



さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 
     



大阪厚生年金 事案 4056 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月１日から 63年 10月１日まで 

私は、昭和 56年 12月１日から 63年９月 30日までＡ社(現在は、Ｂ社。)

に勤務し、Ｃ業務に従事していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた期間は厚生年金保険

の未加入期間とされている。 

申立期間の給与から社会保険料を控除されていたことは間違いないはず

なので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ 

り申立期間当時に被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会を行ったが、い

ずれの同僚も、「申立人のことは知らない。」旨回答している。また、上記同僚

のうち１人は、「私の部下であった申立期間当時のＤ職、Ｅ職及びＦ職の６人

に確認したが、その全員が、申立人のことは記憶に無いとしている。」と陳述

しており、別の同僚は、「申立人のことは、記憶していない。私は、申立期間

当時、Ｈ業務に従事しており、申立人が 82か月間も勤務していたのであれば、

申立人のことを記憶しているはずである。」旨陳述している。さらに、申立人

の申立期間に係る雇用保険記録も確認できない。 

なお、Ａ社提出の申立人に係る昭和 61年分及び 62年分の源泉徴収票を見る

と、申立人は、同社に 61 年 12 月２日から同年 12 月 31 日までの期間及び 62

年 12月２日から同年 12月 31日までの期間の計約２か月間在籍していること

が確認できるものの、当該源泉徴収票の社会保険料控除欄は、両年分ともに空

白となっている。 

加えて、Ａ社提出の昭和 55年９月 11日から平成２年９月１日までの「厚生



年金保険加入リスト」に申立人の氏名は無く、同社は、「申立人に係る厚生年

金保険被保険者資格取得届等は行っておらず、厚生年金保険加入リストに名前

の無い者は臨時者という区分に該当し、当該区分の雇用形態の者は、国民年金

に加入してもらうことになる。」としている上、Ａ社健康保険組合も、「当組合

において申立人の資格の取得に係る届出は行われておらず、保険料の納付も無

かった。」旨回答している。 

また、Ｇ市役所は、「申立人は、昭和 57 年７月 15 日から国民健康保険に加

入している。」と回答している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②、③、④及び⑤について、厚生年金保険被保険者

として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

また、申立人は、申立期間⑥、⑦及び⑧について、厚生年金保険被保険者と

して、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年から 33年の２年間 

             ② 昭和 34年から 35年のうちの１年６か月間 

             ③ 昭和 36年のうちの２か月間 

             ④ 昭和 36年のうちの３か月間 

             ⑤ 昭和 37年から 38年のうちの１年間 

             ⑥ 昭和 55年４月から 56年２月まで 

             ⑦ 昭和 56年４月から同年８月まで 

             ⑧ 昭和 58年 11月から 62年９月まで 

     私は、申立期間①については、Ａ市Ｂ区にあったＣ社（現在は、Ｄ社。）

に、申立期間②については、Ａ市Ｂ区Ｅ地区にあったＦ社（現在は、Ｑ社。）

に、申立期間③については、Ａ市Ｂ区Ｇ地区にあったＨ社（現在は、Ｒ社。）

に、申立期間④については、Ａ市Ｉ区Ｊ地区にあったＫ社に、申立期間⑤

については、Ａ市Ｂ区にあったＬ社（現在は、Ｓ社。）に、それぞれＭ業務

従事者として勤務していた。しかし、社会保険庁の記録では、これら５社

で勤務していた期間が厚生年金保険の未加入期間となっているので、申立

期間①、②、③、④及び⑤を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

また、Ｎ社（現在は、Ｏ社。）で勤務していた申立期間⑥及び⑦並びにＰ

社で勤務していた申立期間⑧の標準報酬月額について、社会保険庁の記録

は、申立期間当時の給与月額と相異しているので訂正してほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｃ社の当時の事業主の娘及び複数の同僚の陳述から、

申立人が同社に在籍していたことは推定できるものの、上記の同僚等はいずれ

も、「申立人の在籍時期、在籍期間及び勤務実態までは分からない。」と陳述し

ている。 

また、Ｃ社の当時の事業主の娘及び同僚２人は、「同社に就職してから被保

険者資格を取得するまで厚生年金保険被保険者期間の空白期間が有る。」旨を

回答しており、また、ほかの同僚は、「人によって雇用形態に違いがあった。」

旨を回答していることから、Ｃ社においては、当時、厚生年金保険の資格取得

手続について従業員ごとに異なる取り扱いをしていたものと考えられる。 

さらに、Ｃ社の当時の事業主の娘は、「事業主であった母親が社会保険事務

を担当していたので、私は、申立期間当時の事情は分からない。」としている

ところ、事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料

の控除について陳述を得ることはできない。 

加えて、管轄社会保険事務所が保管するＣ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿には、申立期間の健康保険番号の欠番は無く、連続して付番されていること

が確認できる。 

申立期間②について、申立人のＦ社における在籍状況を当時の同僚複数人に

照会したが、申立人の在籍を確認することはできなかった。 

また、Ｆ社は、昭和 39年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所となってい

ることが、同事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認でき、同事業所

は、申立期間②において適用事業所とはなっていない。 

さらに、昭和 36年４月からＦ社に勤務し、後に同社の役員となった同僚は、

「厚生年金保険の適用事業所になる前に給与から保険料を控除することはな

い。」と陳述している。 

申立期間③について、申立人のＨ社における在籍状況を当時の同僚複数人に

照会したが、申立人の在籍を確認することはできなかった。 

また、Ｈ社での同僚の一人は、「同社では、従業員の入れ替わりが激しかっ

た。」と陳述しており、別の同僚は、「申立期間当時、自分の車を持ち込んで請

負契約で仕事をする者もいた。」と陳述している。 

さらに、Ｈ社は、平成９年３月に破産宣告により閉鎖しており、当時の役員

の所在も不明のため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について

陳述を得ることはできない。 

申立期間④について、申立人が勤務していたとするＫ社は、社会保険庁に厚

生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所在地を管轄する

法務局に商業登記の記録も無い。 

申立期間⑤について、Ｌ社の事業主は、「申立人が同社に在籍していたこと



は覚えているが、在籍時期、在籍期間及び勤務実態は特定できない。」と陳述

している。 

また、Ｌ社は、昭和 40 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所となってい

ることが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認でき、同社は、申立

期間⑤において適用事業所とはなっていない。 

さらに、Ｌ社の事業主は、「申立期間は、会社が適用事業所となる前の期間

であり、保険料は控除していない。」としており、同社が適用事業所となった

昭和 40年１月１日と同一日に被保険者資格を取得している同僚も、「私は、昭

和 37 年ごろに入社したが、厚生年金保険の適用事業所になる前は、給与から

保険料を控除されていなかった。」と陳述している。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③、④及び⑤に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺

事情は見当たらない上、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の

違い等による検索を行ったものの、申立期間に係る申立人の厚生年金保険被保

険者記録は確認できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①、②、③、④及び⑤に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

次に、申立人は、Ｎ社に勤務していた申立期間⑥及び⑦並びにＰ社に勤務し

ていた申立期間⑧に係る標準報酬月額が、申立期間当時の実際の給与支給額と

異なっていると申し立てている。 

しかし、申立人は、申立期間に係る給与明細書等を所持していない上、Ｎ社

及びＰ社にも申立期間当時の給与の支払いに関する資料等は保存されていな

いことから、申立期間の給与支給額及び厚生年金保険料控除額を確認すること

ができない。 

さらに、管轄社会保険事務所が保管するＮ社及びＰ社に係る厚生年金保険被

保険者名簿を見ると、ほかの同僚の標準報酬月額と比較して申立人の標準報酬

月額に係る記録に不自然さは見られない上、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額の減額及び訂正処理などの不自然な処理が行われた形跡も認められない。 

このほか、申立人が申立期間⑥、⑦及び⑧において、その主張する標準報酬

月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

をうかがわせる事情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間⑥、⑦及び⑧

において、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4058 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年８月 16日から 37年８月１日まで 

             ② 昭和 37年８月１日から 39年３月 31日まで 

             ③ 昭和 39年３月 31日から同年９月１日まで 

社会保険庁の記録では、結婚前に勤務していたＡ社、Ｂ社及びＣ社での厚

生年金保険被保険者期間に係る脱退手当金が支給済みとなっている。 

しかし、当時、私は、脱退手当金制度のことは知らなかったし、請求手続

をしたことも、受給もしていないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

そこで、申立期間において申立人が勤務した最終事業所のＣ社に係る厚生年

金保険被保険者名簿を見ると、申立人の欄には脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されているほか、同表示の右に「39.10」との記載が確認で

きるところ、脱退手当金が昭和 39年 11 月 24日に支給決定されていることを

踏まえると、同表示は、同年 10 月を意味するものと考えられ、脱退手当金請

求に係る事務処理の際に記載されたとするのが相当である。 

また、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無い上、Ｃ社での厚生

年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 39年 11 月 24日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


